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第１章 災害予防

地震に備え、災害の発生を予防し、又は災害の規模を最小限にするためには、以下の事

項が重要である。

○大規模地震が発生しても、それに耐えられる町土をつくる

○発生した被害に対しての迅速かつ的確な災害応急対策の体制を構築する

○「自らの命は自らが守る」ための住民の防災活動を推進する

○関係機関と平時から「顔の見える関係」を構築し、信頼感を醸成するよう努める

第１節 地震に強いまちづくり

地方公共団体は、治山、治水その他の国土の保全に関する事項、建物の不燃堅ろう化そ

の他都市の防災構造の改善に関する事項、交通、情報通信等の都市機能の集積に対応する

防災対策に関する事項等の実施に努めることとされている。（災害対策基本法第８条第２

項第２号、第３号、第４号）

このため、町は、防災関係機関と連携を図り、次の計画の実現に向けて努力する。

第１ 町土の保全

都市建設課

町は、危険箇所を調査把握し、危険区域における住宅等の安全立地に努めるととも

に、県に災害防止工事を要請し、地震に伴うがけ崩れ等の地盤災害の予防を図るもの

とする。

１ 住宅等の安全立地

町は、危険区域における宅地開発、住宅建築等を未然に防止するなど住宅等の安

全立地に努める。

２ 災害防止工事の促進

町は、危険箇所が新たに発見された場合対策を講じるとともに、県に報告し、人

家、公共施設の多い重要箇所から、逐次防止工事を実施するよう県に要請する。

第２ 地震に強いまちづくりの推進

総務課・都市建設課

１ 地震に強いまちづくりの推進

町は、総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定めるに当たって

は、地域住民の生命、身体及び財産を地震から守るための施策をその中に位置づけ

るよう努めるものとする。

また、都市計画を定めるに当たっては、地震に強い都市構造の形成のため、必要
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に応じて、「防火地域」又は「準防火地域」を定め、土地区画整理事業、市街地再

開発事業等により、防災上重要な市街地の整備を推進するとともに、災害時の避

難、消防、救護活動等に寄与する道路、公園等の公共施設の整備を図るなど防災に

配慮したまちづくりを推進するよう努めるものとする。

特に、避難路、避難場所、延焼遮断帯、防災活動拠点ともなる幹線道路、公園、

河川、緑地帯などについては、計画的に整備するよう努めるものとする。

さらに、災害時における電気・水道・ガス・通信サービス等のライフラインの安

全性・信頼性を確保するための共同溝の整備、緊急的な消火・生活用水を確保する

ための施設等の整備にも努めるものとする。

２ 都市防災構造化推進事業の利用

町は、地震に強いまちづくりを推進するに当たっては、以下の各事業を必要に応

じて利用するものとする。

（１） 災害危険度判定等調査事業

（２） 住民等のまちづくり活動支援事業

第３ 建築物の安全化

総務課・都市建設課・教育委員会事務局

町は、建築物の耐震性の確保を推進するため、建築基準法に定める構造基準の遵守

の指導に努めるものとする。また、建築物の耐震改修の促進に関する法律第５条第７

項に基づき策定した板倉町耐震改修促進計画により、計画的に建築物の耐震化の向上

に努めていく。

特に、公共建築物は、地震発生時の避難、救護、応急対策活動の本拠となる等、防

災上重要な機能を有している。そのため、これら防災上重要な公共建築物の耐震性を

確保することは極めて重要である。そこで、あらたに公共建築物を建設する場合は、

耐震設計・施工とし、既設の建築物については、耐震性を調査し、耐震性に疑問のあ

る建築物については、耐震改修を促進するものとする。

１ 公共建築物の耐震診断等

避難所に指定されている公共建築物について、特に昭和56年の建築基準法施行令

改正前に建築されたものについては、耐震診断・改修を進める。

２ 一般建築物の耐震性の向上促進

一般建築物については、建築基準法及び同法施行令により種々の構造基準が規定

されているが、小規模な建築物については、構造計算による地震に対する安全性の

確認まで義務づけされていない。したがって、老朽化等により地震の被害を受けや

すい建築物は、早急に補強する必要がある。

また、昭和56年５月以前に着工されたいわゆる旧基準木造住宅については、大規

模地震により人命に関わる倒壊の危険性が高いため、町は、広報紙等を通じて住民
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にこれを周知し、耐震診断の積極的な普及・啓発を図る。

３ 応急危険度判定士の派遣要請

町は、地震により被災した建築物が、引き続き安全に居住できるかどうか、また

余震等による二次災害に対して安全であるかどうかの判定をする応急危険度判定士

の派遣要請等について、あらかじめ県と協議しておくものとする。

４ 建築物の非構造部材の脱落防止対策等の推進

町及び建築物の所有者は、建築物における天井材等の非構造部材の脱落防止対

策、ブロック塀及び家具の転倒防止対策、エレベーターにおける閉じ込め防止等を

図るものとする。

特に避難路沿いにある危険なブロック塀の所有者又は管理者に対し、作り替えや

生け垣化等を奨励する。

４ 文化財の保護

町は、文化財保護のための施設・設備の整備等の耐震対策に努めるものとする。

５ 空家等の把握

町は、平常時より、災害による被害が予測される空家等の状況の確認に努めるも

のとする。

第４ ライフライン施設の機能確保

総務課・住民環境課・都市建設課

第２編第１章第１節第４「ライフライン施設の機能確保」を準用する。

第５ 液状化対策

１ 公共施設等における液状化被害の防止

町及び多数の者が利用する施設の管理者は、施設の設置に当たっては、地震によ

る地盤の液状化被害を防止するため、地盤改良、施設の構造強化等の対策を必要に

応じ適切に実施するものとする。特に、大規模開発に当たっては、液状化被害の防

止に特段の配慮を行うものとする。

２ 液状化対策の知識の普及

町は、住宅・宅地の液状化対策として、液状化対策に有効な基礎構造等のマニュ

アル等による普及を始め、住民への液状化対策の知識の普及を図るものとする。

第２節 迅速かつ円滑な災害応急対策への備え

町は、災害時の備えとして、他の関係機関と連携の上、災害時に発生する状況をあらか

じめ想定し、各機関が実施する災害対応を時系列で整理した防災行動計画（タイムライ

ン）を作成するよう努めるものとする。また、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じて
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同計画の見直しを行うとともに、平時から訓練や研修等を実施し、同計画の効果的な運用

に努めるものとする。その上で、地震が発生し、大規模な被害が発生した場合は、迅速か

つ円滑に災害応急対策を実施し、被害を最小限に抑えるための活動を行う。

また、町は、平常時から被災者支援の仕組みを担当する部局を明確化し、地域の実情に応

じ、災害ケースマネジメント（一人ひとりの被災者の状況を把握した上で、関係者が連携し

て、被災者に対するきめ細やかな支援を継続的に実施する取組）などの被災者支援の仕組み

の整備等に努めるものとする。

災害応急対策の内容は、最初に被害規模等を把握するための情報収集を迅速に行い、次

いでその情報に基づいて所要の体制を整備するとともに、人命の救助・救急・医療・消火

活動を進め、さらには避難対策、必要な生活支援（食料、飲料水等の供給）の実施であ

る。

特に、避難については、「命を守る避難」、「短期の避難生活」、「長期の避難生活」の３

つの段階に分けて検討することが重要である。命を守る避難として分散避難の推進、短期

の避難生活として寝床（ベッド）、食事、トイレ等をはじめとした避難所生活の質の向

上、長期の避難生活として応急仮設住宅等への早期移行など、各段階において、住民、

町、民間事業者、地域コミュニティ、ＮＰＯ等オール板倉で取り組むものとする。

また、町は、住民の迅速かつ円滑な避難を実現するとともに、高齢化の進展等を踏ま

え、高齢者等の避難行動要支援者等の避難支援対策を充実・強化する必要がある。このた

め、避難指示のほか、避難行動要支援者等、特に避難行動に時間を要する者に対して、そ

の避難行動支援対策に対応しつつ、早めの段階で避難行動を開始することを求めるととも

に、高齢者等以外の者に対して、必要に応じて、普段の行動を見合わせ始めることや、自

主的な避難を呼びかける高齢者等避難を伝達する必要がある。（以下、本編において、「高

齢者等避難」及び「避難指示」をまとめて「避難指示等」という。）

町は、躊躇なく避難指示等を発令できるよう、平常時から災害時における優先すべき業

務を絞り込むとともに、当該業務を遂行するための役割を分担するなど、全庁をあげた体

制の構築に努めるものとする。

さらに、効果的・効率的な防災対策を行うためには、ＡＩ、ＩｏＴ、クラウドコンピュ

ーティング技術、ＳＮＳの活用など、災害対応業務のデジタル化を促進する必要がある。

デジタル化に当たっては、災害対応に必要な情報項目等の標準化や、システムを活用した

データ収集・分析・加工・共有の体制整備を図る必要がある。

当面の危機的状況に対処した後は、保健衛生、社会秩序の維持、ライフラインの応急復

旧、被災者への情報提供、二次災害の防止という段階を踏んで災害応急対策が進められて

いくものである。

以上のような迅速かつ円滑な災害応急対策を実施するためにあらかじめ整備しておくべ

き事項について、各種計画を推進するものとする。
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第１ 緊急地震速報と地震情報

総務課

１ 緊急地震速報

（１） 緊急地震速報の発表等

緊急地震速報（警報）は、震度５弱以上の揺れが予想された場合又は、長周

期地震動階級３以上を予想した場合に、震度４以上が予想される地域又は、長

周期地震動階級３以上を予想した地域（緊急地震速報で用いる区域）に対し、

気象庁が発表する。緊急地震速報（警報）のうち、震度６弱以上が予想される

場合又は、長周期地震動階級４が予想される場合は特別警報（地震動特別警

報）に位置づけられる。

緊急地震速報で用いる区域の名称

注）緊急地震速報（警報）は、地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地震波を解析する

ことにより、地震による強い揺れが来る前に、これから強い揺れが来ることを知らせる警報

である。このため、内陸の浅い場所で地震が発生した場合、震源に近い場所では強い揺れの

到達に原理的に間に合わない場合がある。

（２） 緊急地震速報の伝達

緊急地震速報は気象庁から日本放送協会（ＮＨＫ）に伝達される。また、テ

レビ、ラジオ、携帯電話（緊急速報メール機能）、全国瞬時警報システム（Ｊ

－ＡＬＥＲＴ）経由による町の防災無線等を通して住民に伝達される。

２ 地震情報の種類とその内容

県名 区域の名称 郡市町村名

群馬県 群馬県北部 沼田市、吾妻郡［中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、

東吾妻町］、利根郡［片品村、川場村、昭和村、みなかみ町］

群馬県南部 前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、渋川市、藤

岡市、富岡市、安中市、みどり市、北群馬郡［榛東村、吉岡町］、

多野郡［上野村、神流町］、甘楽郡［下仁田町、南牧村、甘楽町］、

佐波郡［玉村町］、邑楽郡［板倉町、明和町、千代田町、大泉町、

邑楽町］

地震情報の種類 発表基準 内容

震度速報 ・震度３以上 地震発生約１分半後に、震度３以上を観測した地

域名（全国を 188 地域に区分、群馬県は群馬県北

部と群馬県南部の２区分）と地震の揺れの検知時

刻を速報。
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３ 地震活動に関する解説情報等

地震情報以外に、地震活動の状況等をお知らせするために気象庁本庁及び管区・

地方気象台等が関係地方公共団体、報道機関等に提供し、ホームページなどでも発

表している資料。

（１） 地震解説資料

担当区域内の沿岸に対し大津波警報・津波警報・津波注意報が発表された時

や担当区域内で震度４以上の揺れを観測した時などに防災等に係る活動の利用

に資するよう緊急地震速報、大津波警報・津波警報・津波注意報並びに地震及

震源に関する

情報

・震度３以上

（大津波警報、津波警報又は津波注

意報を発表した場合は発表しない）

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュー

ド）を発表。

「津波の心配がない」又は「若干の海面変動があ

るかもしれないが被害の心配はない」旨を付加。

震源・震度情報 以下のいずれかを満たした場合

・震度１以上

・大津波警報、津波警報又は津波注

意報発表時

・若干の海面変動が予想された時

・緊急地震速報（警報）発表時

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュー

ド）、震度１以上を観測した地点と観測した震度を

発表。それに加えて、震度３以上を観測した地域

名と市町村ごとの観測した震度を発表。

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手し

ていない地点がある場合は、その市町村・地点名

を発表。

推計震度分布図 ・震度５弱以上 観測した各地の震度データをもとに、250m 四方ご

とに推計した震度（震度４以上）を図情報として

発表。

遠地地震に

関する情報

国外で発生した地震について以下

のいずれかを満たした場合等

・マグニチュード 7.0 以上

・都市部などで著しい被害が発生す

る可能性がある地域で規模の大

きな地震を観測した場合

地震の発生時刻、発生場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）をおおむね 30 分以内に発表。

日本や国外への津波の影響に関しても記述して発

表。

長周期地震動に

関する観測情報

震度１以上を観測した地震のうち、

長周期地震動階級１以上を観測し

た場合

高層ビル内での被害の発生可能性等について、地

震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュー

ド）、地域ごと及び地点ごとの長周期地震動階級等

を地震発生から 10 分程度で発表

その他の情報 ・顕著な地震の震源要素を更新した

場合や地震が多発した場合など

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が多

発した場合の震度１以上を観測した地震回数情報

等を発表
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び津波に関する情報や関連資料を編集した資料。

（２） 管内地震活動図及び週間地震概況

地震及び津波に係る災害予想図の作成その他防災に係る関係者の活動を支援

するために管区・地方気象台等で月ごと又は週ごとに作成する地震活動状況等

に関する資料。気象庁本庁、管区気象台及び沖縄気象台は週ごとの資料を作成

し（週間地震概況）、毎週金曜日午後（金曜日が休日の場合は、それ以降の最

初の平日）に発表している。

４ 南海トラフ地震関係

駿河湾から遠州灘、熊野灘、紀伊半島の南側の海域及び土佐湾を経て日向灘沖ま

でのフィリピン海プレート及びユーラシアプレートが接する海底の溝状の地形を形

成する区域を「南海トラフ」といい、昭和東南海地震及び昭和南海地震が起きてか

ら70年以上が経過しており、南海トラフにおける次の大規模地震の切迫性が高まっ

てきている。

気象庁では、南海トラフ全域を対象として、異常な現象を観測した場合や地震発

生の可能性が相対的に高まっていると評価した場合等に、「南海トラフ地震臨時情

報」及び「南海トラフ地震関連解説情報」の発表を行う。

情報の種類と発表条件

情報名 キーワード 情報発表条件

南海トラフ地震臨時情報

※防災対応がとりやすいよう

キーワードを付して情報発表

（調査中）

観測された異常な現象が南海トラフ沿いの大規模な

地震と関連するかどうか調査を開始した場合、又は調

査を継続している場合

（巨大地震警戒）

巨大地震の発生に警戒が必要な場合

※南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界に

おいて M8.0 以上の地震が発生したと評価した場合

（巨大地震注意）

巨大地震の発生に注意が必要な場合

※南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界に

おいてM7.0以上M8.0未満の地震や通常と異なるゆっ

くりすべりが発生したと評価した場合等

（調査終了）
（巨大地震警戒）、（巨大地震注意）のいずれにも当て

はまらない現象と評価した場合

南海トラフ地震関連解説情報 ○観測された異常な現象の調査結果を発表した後の状況の推移等を発表

する場合

○「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合における調査

結果を発表する場合（ただし臨時情報を発表する場合を除く）
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第２ 情報の収集・連絡体制の整備

総務課

情報収集及びその伝達は、その後の災害応急対策の規模や内容を左右するものであ

るから、迅速性と正確性を確保するべく、関係組織内及び関係組織相互間の連絡体制

の整備に努める必要がある。

１ 情報伝達の多ルート化及び情報収集・連絡体制の明確化

町は、地震による被害が各機関の中枢機能に重大な影響を及ぼす事態に備え、関

係機関相互の連絡が迅速かつ確実に行えるよう、情報伝達の多ルート化及び情報収

集・連絡体制の明確化に努めるものとする。

２ 情報収集・連絡に係る初動体制の整備

（１） 町は、夜間・休日を含め、常時、情報の収集・伝達機能が確保できるよう、

必要な要員の配置、宿日直体制等を整備するものとする。

（２） 町は、防災行政無線、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）その他の災

害情報等を瞬時に受信・伝達するシステムを維持・整備するよう努めるものと

する。

（３） 町は、Ｌアラート（災害情報共有システム）で発信する災害関連情報等の多

様化に努めるとともに、情報の地図化等による伝達手段の高度化に努めるもの

とする。

３ 多様な情報の収集体制の整備

（１） 町は、多様な災害関連情報を迅速に収集できるよう、電話やＦＡＸによる情

報収集手段のほかに防災行政無線、ヘリコプターテレビシステム、インターネ

ット等による情報収集体制を整備するものとする。

（２） 町は、情報の共有化を図るため、防災関係機関が横断的に共有すべき防災情

報を、共通のシステム（総合防災情報システム及びＳＩＰ４Ｄ（基盤的防災情

報流通ネットワーク：Shared Information Platform for Disaster

Management））に集約できるよう努めるものとする。

４ 震度情報ネットワークシステムによる震度情報の伝達系統

県は、板倉町をはじめ県内35市町村すべてに設置してある震度計から各地の震度

情報を受け、これを速やかに関係機関に伝達する震度情報ネットワークシステムを

構築している。

町は、このシステムにより震度情報を早期に把握し、初動体制を適切かつ迅速に

配備するものとする
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５ 緊急震度速報の伝達体制等の整備

町は、迅速な緊急地震速報の伝達のため、その伝達体制及び通信施設、設備の充

実を図るよう努めるものとする。

また、受信した緊急地震速報を町防災行政無線等により住民等への伝達に努める

ものとする。

なお、住民への緊急地震速報等の伝達に当たっては、町防災行政無線を始めとし

た効果的かつ確実な伝達手段を複合的に活用し、対象地域の住民への迅速かつ的確

な伝達に努めるものとする。

６ 情報の分析整理

町は、被害情報及び関係機関が実施する応急対策の活動情報等を迅速かつ正確に

分析・整理・要約・検索するため、最新の情報通信関連技術の導入に努めるものと

する。

第３ 通信手段の確保

総務課

第２編第１章第２節第５「通信手段の確保」を準用する。

第４ 職員の応急活動体制の整備

総務課

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合に災害応急対策を円滑に推進

するためには、災害応急対策に従事する職員の参集基準、連絡手段及び参集方法をあ

らかじめ定めておくとともに、応急活動の内容を職員に周知徹底させておくことが必

要である。なお、新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、災害対応に当たる職員

等の感染症対策の徹底など、感染症対策の観点を取り入れた防災対策を推進する必要

がある。

震 度 計

（全市町村）
県危機管理課

前橋地方気象台

消防庁（震度４以上）

全市町村（震度３以上）

全消防本部（震度３以上）

ＮＴＴ専用回線

ＮＴＴ専用回線

ＮＴＴ一斉 FAX

※本システムは自動送受信

＜震度情報ネットワークシステム＞
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また、応急対策全般への対応力を高めるため、国の研修機関等並びに町及び県の研

修制度・内容の充実、大学の防災に関する講座等との連携、専門家の知見の活用等に

より、人材の育成を図るとともに、緊急時に外部の専門家等の意見・支援を活用でき

るような仕組みを平常時から構築することも必要である。

１ 職員の非常参集体制の整備

町は、次により職員の非常参集体制の整備を図るものとする。

（１） 参集基準の明確化、連絡手段の確保、参集手段の確保、参集職員の確保等を

図る。

（２） 交通・通信の途絶、職員又は職員の家族等の被災などにより職員の動員に支

障が生ずる場合を想定し、災害応急対策ができるよう、訓練等の実施に努め

る。

（３） 円滑な参集ができるよう、職員に周知するとともに定期的に訓練を実施す

る。

２ 職員に対する応急活動内容の周知徹底

町は、応急活動のため「災害初動マニュアル」を作成し、職員に周知するととも

に定期的に訓練を行い、活動手順、使用する資機材や装備の使用方法等の習熟、他

の職員、機関等との連携等について徹底を図るものとする。また、訓練の実施後に

は、事後評価を行い、課題を明らかにし、必要に応じてマニュアルを見直すものと

する。

第５ 防災関係機関との連携体制の整備

総務課

第２編第１章第２節第７「防災関係機関との連携体制の整備」を準用する。

第６ 防災中枢機能の整備

総務課

第２編第１章第２節第８「防災中枢機能の整備」を準用する。

第７ 救助・救急及び保健医療活動体制の整備

総務課・健康介護課

第２編第１章第２節第９「救助・救急、保健医療及び消火活動体制の整備」のう

ち、１「救助・救急活動体制の整備」及び２「医療活動体制の整備」を準用する。



第３編 震災対策

第１章 災害予防

213

第８ 消火活動体制の整備

総務課

１ 消防力の整備

町は、「消防力の整備指針」に適合するように消防組織の拡充・強化、消防施設

の充実に努めるものとする。

また、地震による火災に備え、「消防水利の基準」に適合するように消火栓、防

火水槽、耐震性貯水槽、河川水等の自然水利の活用、水泳プール、ため池等を指定

消防水利として活用し、その多様化を図るとともに、適正な配置に努めるものとす

る。

２ 出火の防止

（１） 建築同意制度の活用

町は、板倉消防署の協力を得て、建築面からの出火の防止を図るため、消防

法第７条に規定する建築物の新築、増築、改築等に係る消防長又は消防署長の

同意制度を効果的に活用するものとする。

（２） 住民に対する啓発

町は、地震時における火災防止思想の普及に努めるとともに、自主防災組織

等の単位で講習会を開くなどして、消火に必要な技術等を教育する。

（３） 防火管理等の教育

板倉消防署は、防火管理者の講習において、地震時の防火対策について教育

する。

（４） 予防査察等による指導

板倉消防署は、防火対象物の状況を把握し、予防査察において関係者に対し

地震時の防火安全対策を指導する。

３ 住民及び企業の消火活動体制の整備

地震発生後の火災は、同時多発的に発生することが考えられるので、初期消火が

特に重要となる。

また、初期消火は、住民や企業が地域ぐるみで取り組むことがもっとも効果が大

きい。

このため、町は、板倉消防署の協力を得て、次の対策を講ずるものとする。

（１） 地域ぐるみの消防訓練を実施し､地域住民に対して初期消火に関する知識､技

術の普及を図る｡

（２） 企業の防火管理者を対象に防火研修を行うとともに、消防法に基づく消防計

画の作成指導及び消防訓練指導を行い、企業における自衛消防力の強化を図

る。

４ 消火活動計画の作成及び消火訓練の実施

大規模地震による火災は、同時多発的に発生し、道路の損壊も加わり、迅速な消
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防活動が困難となる場合が多い。

このため、板倉消防署は、消防水利の確保及び迅速な消火活動の具体的な方法に

ついて計画を作成し、当該計画に基づき平常時から消火訓練を行うものとする。

また、当該計画には、救急活動、救助活動及び消火活動の振り分け又は優先順位

を盛り込むこととし、必要に応じ広域応援又は県を通じての県警察、自衛隊の応援

を要請することを予定しておくものとする。

第９ 緊急輸送活動体制の整備

総務課・都市建設課

第２編第１章第２節第10「緊急輸送活動体制の整備」を準用する。

第 10 避難の受入体制の整備

総務課・福祉課・健康介護課・教育委員会事務局

第２編第１章第２節第11「避難の受入体制の整備」を準用する。

第 11 食料・飲料水及び生活必需品等の調達・供給体制の整備

総務課

第２編第１章第２節第12「食料・飲料水及び生活必需品等の調達・供給体制の整

備」を準用する。

第 12 広報・広聴体制の整備

総務課

第２編第１章第２節第13「広報・広聴体制の整備」を準用する。

第 13 二次災害の予防

総務課・都市建設課

１ 被災建築物・宅地の応急危険度判定技術者の確保

（１） 県は、地震等に伴う建物の倒壊による二次災害を防止するとともに、恒久的

復旧までの間建物の使用に対する住民の不安を取り除くため、被災建築物の危

険度を応急的に判断する被災建築物応急危険度判定士の養成・登録等の施策を

推進している。

（２） 県は、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、被害の発生状況を迅速か

つ的確に把握し、危険度判定を実施することによって、二次災害を軽減、防止

し、住民の安全の確保を図るため、被災宅地危険度判定士の養成・登録等の施

策を推進している。

（３） 県は、地震後の降雨等による洪水等の二次災害を防止するため、災害危険箇



第３編 震災対策

第１章 災害予防

215

所の危険度を応急的に判定する体制を整備している。

（４） このため、町は、災害時における二次災害の防止のため、危険度判定を行う

場合は、県に対し、応急危険度判定士の派遣を求めるものとする。

２ 危険物等による被害の防止

町は、消防法に定める危険物、火薬、高圧ガスその他の火災や爆発を引き起こす

おそれのある物質若しくは毒物・劇物、放射性物質その他の有害物質を製造し、貯

蔵し、又は取り扱う施設等の管理者に対し、地震によって、これらの危険物等によ

る二次災害が発生しないよう、災害予防計画を策定するとともに防災訓練を行うよ

う指導するものとする。

第 14 複合災害対策

総務課

第２編第１章第２節第15「複合災害対策」を準用する。

第 15 防災訓練の実施

総務課

第２編第１章第２節第16「防災訓練の実施」を準用する。

第３節 住民等の防災活動の促進

災害から住民の生命、身体及び財産を守ることは、町に課せられた使命といえるが、同

時に自らの安全は自らが守ることも防災の基本である。住民は、その自覚を持ち、食料・

飲料水の備蓄など、平時から災害に対する備えを心がけるとともに、発災時には自らの安

全を守るように行動することが重要である。

また、過去の災害の教訓を踏まえ、全ての住民が災害から自らの命を守るためには、住

民一人ひとりが確実に避難できるようになることが必要である。このため、地域の関係者

の連携の下、居住地、職場、学校等において、地域の災害リスクや自分は災害に遭わない

という思い込み（正常性バイアス）等の必要な知識を教える実践的な防災教育や避難訓練

を実施する必要がある。

さらに、発災時には行政が本格的に対応を行うまでの間にある程度の時間が必要である

こと、通信、交通等の混乱により、被災地における活動が一時的に不可能となることも予

想される。このため、住民には、「地震発生時に、初期消火を行う」「近隣の負傷者・避難

行動要支援者を救出・救助する」「行政が行う防災活動に協力する」など防災に寄与する

ことが求められる。

したがって、町は、時機に応じた重点課題を設定する実施方針を定め、住民に対する防

災思想の普及、徹底に努める必要がある。
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第１ 防災思想の普及

総務課・福祉課・健康介護課・教育委員会事務局

総合的な震災対策を推進していくうえでは、防災関係機関及び住民が地震に対する

十分な認識と震災対策に関する的確な知識を持ち、発災時の応急対策能力を高めるこ

とが重要である。

このため、町は、県及び防災関係機関と連携し、防災知識の普及に努めるものとす

る。

１ 住民に対する防災知識の普及

町は、防災週間や防災関連行事等を通じ、住民に対し、以下の事項の周知、徹底

を図るものとする。

（１） 家庭内の危険防止

ア 家具類の転倒防止

家具や大型家庭電気製品等の転倒による死傷を防ぐため、家具等の転倒防止

措置を施す。

イ 物の落下防止

家具類の上に重い物を置かない。置く場合は、落下防止措置を施す。

ウ ガラスの飛散防止

食器棚等のガラスが割れて飛散しないよう、粘着テープや透明フィルムを貼

っておく。また、スリッパを身近に用意しておく。

エ 火気器具周辺の整理整頓

コンロやストーブ等の火気を使用する物の周りには、燃えやすい物を置かな

い。ガスボンベ等は屋外の平らな場所に設置し、固定する。灯油等の燃料は缶

に密閉して保存する。

オ 家屋、ブロック塀等の倒壊防止

家屋（柱、土台、屋根瓦）、ブロック塀、石垣、門柱等の倒壊による死傷を

防ぐため、これらの補強措置を施す。

（２） 家庭防災会議の開催

災害への対応について、日頃から家族で話合いをしておく。

ア 地震が起きたときの各自の役割

（誰が何を持ち出すか、避難行動要支援者の避難は誰が責任を持つか。）

イ 消火器具の備え付け及び使用方法

ウ 家族間の連絡方法

エ 緊急避難場所、安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館、避難所等の避難先及び

避難経路の確認

オ 安全な避難経路の確認

カ 非常持出し品のチェック
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キ 自動車へのこまめな満タン給油

ク 家具転倒防止措置や室内の整理整頓

ケ 高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等要配慮者の避難方法

コ 地震情報の入手方法

サ 家庭動物との同行避難や避難所での飼養についての準備

シ 保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え

（３） 非常持出し品の準備

ア 「最低３日間、推奨１週間」分の食料、飲料水の家庭内備蓄（乾パン、缶

詰、飲料水等の保存食料・飲料）

イ 貴重品（現金、権利証書、預貯金通帳、免許証、印鑑、健康保険証等）

ウ 持病薬、お薬手帳、応急医薬品等（消毒薬、目薬、胃腸薬、救急絆創膏、常

用薬、三角巾、携帯トイレ、簡易トイレ、紙おむつ、トイレットペーパー等）

エ 携帯ラジオ

オ 照明器具（懐中電灯（電池は多めに）、ろうそく（マッチ、ライター））

カ 衣類（下着、上着、タオル等）

キ 感染症対策用品（マスク、消毒液、体温計等）

（４） 屋内、屋外及び自動車運転中にとるべき措置

ア 身の安全の確保

机や椅子に身を隠す。

玄関等の戸を開けて脱出口を確保する。

あわてて外に飛び出さない。

イ 火災を防ぐ

火の始末をする。

火が出たら初期消火に努める。

ウ 狭い路地、塀ぎわ、崖や川べりに近づかない。

エ 避難方法

徒歩で避難する。

携行品は必要な物のみにして、背負うようにする。

オ 応急救護

対応可能なケガは、互いに協力し合って応急救護を行う。

カ 救出活動

建物の倒壊や落下物の下敷きになった人がいたら、地域の人々が協力し合っ

て救出活動を行う。

キ 自動車運転者のとるべき行動

道路の左側又は空き地に停車し、エンジンを止める。

ラジオで災害情報を聞く。
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警察官が交通規制を行っているときは、その指示に従う。

避難するときは、キーをつけたまま徒歩で避難する。

（５） 正しい情報の入手

ラジオやテレビの情報に注意して、デマに惑わされない。

町、消防署、警察署等からの情報には絶えず注意する。

（６） 電話等に関する留意事項

ア 不要不急な電話やデータ通信はしない。特に消防署等に対する災害情報の問

合せ等は、消防活動に支障を来すので控える。

イ 輻輳等により電話がつながりづらくなったときは、ＮＴＴが提供する「災害

用伝言ダイヤル（171）」及び携帯電話会社等が提供する「災害用伝言板」を利

用する。

（７） 家屋が被災した際に、片付けや修理の前に、家屋の内外の写真を撮影するな

ど、生活の再建に資する行動

（８） 町は、災害発生後に、避難所や仮設住宅、ボランティアの活動場所等におい

て、被災者や支援者が性暴力・ＤＶの被害者にも加害者にもならないよう、

「暴力は許されない」意識の普及、徹底を図るものとする。

２ 学校教育による防災知識の普及

（１） 町は、学校教育を通じて、体系的かつ地域の災害リスクを踏まえ、地震に対

する知識の普及を図るとともに、防災に関する教材（副読本）の充実や避難訓

練の実施などにより、児童、生徒の防災意識の高揚を図るものとする。

（２） 町は、学校における消防団員等が参画した体験的・実践的な防災教育の推進

に努めるものとする。

３ 防災知識の普及啓発資料の作成・配布等

町は、地域コミュニティにおける多様な主体の関わりの中で地域住民の適切な避

難や防災活動に資するよう、自然災害によるリスク情報の基礎となる防災地理情報

を整備するとともに、専門家の知見も活用しながら、防災に関する様々な動向や各

種データを分かりやすく発信するものとする。また、防災マップ、地震時の行動マ

ニュアル等を分かり易く作成し、住民等に配布するとともに防災講習会などの研修

を通して防災知識の普及啓発に努めるものとする。

防災知識の普及啓発は、おおむね次の媒体の利用等により行うものとする。

（１） 広報紙、広報資料（パンフレットの配付、ポスターの掲示等）の活用

（２） 映画、ＤＶＤ等の貸出し

（３） 広報車による町内巡回

（４） 自主防災組織別防災講習会等の開催

４ 防災訓練の実施指導

町は消防機関と協力して、地域、職場、学校等において定期的な防災訓練を行う
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よう指導し、住民の地震発生時の避難行動、基本的な防災用資機材の操作方法等の

習熟を図るものとする。

５ 要配慮者等への配慮

防災知識の普及及び訓練の実施に当たっては、要配慮者の多様なニーズに十分配

慮し、次の事項について実施に努める。

（１） 外国語パンフレット等の作成、配布

（２） 障害者、高齢者の日常生活用具の確保

（３） 介護者の確保及び役割の確認

（４） 防災訓練、避難訓練等の積極的な参加の呼びかけ

６ 男女共同参画の視点を取り入れた防災体制の確立

被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮した防災を進めるた

め、防災の現場及び防災の方針等検討過程における女性の参画を拡大し、男女共同

参画の視点を取り入れた防災体制を確立するよう努める。

７ 疑似体験装置等の活用

防災知識の普及に当たっては、疑似体験装置等訴求効果の高いものを活用する。

８ 緊急地震速報の普及、啓発

町は、住民が緊急地震速報を受けたときの適切な対応行動を含め、緊急地震速報

について、普及、啓発に努めるものとする。

また、町は、防災訓練の実施に当たっては、訓練のシナリオに緊急地震速報を取

り入れるなど、地震発生時の対応行動の習熟に努めるものとする。

（住民が緊急地震速報を見聞きした場合にとるべき行動）

緊急地震速報が発表されてから強い揺れが来るまではわずかな時間しかないた

め、緊急地震速報を見聞きした時は、まずは自分の身の安全を守る行動をとる必要

がある。

入手場所 とるべき行動の具体例

自宅など屋内 ○頭を保護し、大きな家具からは離れ、丈夫な机の下などに隠れる。

＜注意＞

・あわてて外へ飛び出さない。

・その場で火を消せる場合は火の始末、火元から離れている場合は無理して

火を消そうとしない。

・扉を開けて避難路を確保する。

駅やデパート

などの

集客施設

○館内放送や係員の指示がある場合は、落ち着いてその指示に従い行動す

る。

＜注意＞

・あわてて出口・階段などに殺到しない。
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９ 被災地支援に関する知識の普及

町は、小口・混載の支援物資を送ることは、被災地方公共団体に負担になること

など、被災地支援に関する知識を整理するとともに、その知識の普及及び内容の周

知等に努めるものとする。

10 過去の災害教訓の伝承

町は、過去に起こった大規模災害の教訓を後世に伝えていくため、災害に関する

調査結果や資料を広く収集・整理し、適切に保存するとともに、住民に閲覧できる

よう公開に努めるものとする。また、国土地理院と連携して、自然災害伝承碑（災

害に関する石碑やモニュメント等）の持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努め

るものとする。

第２ 住民の防災活動の環境整備

総務課・産業振興課

第２編第１章第３節第２「住民の防災活動の環境整備」を準用する。

第４節 要配慮者対策

第１ 要配慮者対策

総務課・福祉課・健康介護課

第２編第１章第４節第１「要配慮者対策」を準用する。

・吊り下がっている照明などの下からは退避する。

街など屋外

○ブロック塀の倒壊や自動販売機の転倒に注意し、これらのそばから離れ

る。

○ビルからの壁、看板、割れたガラスの落下に備え、ビルのそばから離れる。

○丈夫なビルのそばであればビルの中に避難する。

車の運転中

○後続の車が情報を聞いていないおそれがあることを考慮し、あわててス

ピードを落とすことはしない。

○ハザードランプを点灯するなどして、まわりの車に注意を促したのち、急

ブレーキは踏まずに、緩やかにスピードを落とす。大きな揺れを感じた

ら、急ハンドル、急ブレーキをさけるなど、できるだけ安全な方法により

道路の左側に停止させる。
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第５節 その他の災害予防

第１ 帰宅困難者対策

総務課・産業振興課・教育委員会事務局

震災時には、帰宅困難者が発生した場合、帰宅困難者自身の安全の問題や、多数の

徒歩帰宅者による緊急路を含む道路渋滞等の問題が予想され、帰宅不能の場合には交

通機関の復旧までの滞在場所の確保等が必要となる。

このため、帰宅困難者に対しての情報提供、各種支援などを、平素から検討してお

く必要がある。

１ 帰宅困難者の予測

群馬県地震被害想定調査（平成24年６月）では、帰宅困難者を「群馬県民が県内

の他市町村へ通勤・通学等で外出し、滞在先で地震が発生したために自宅に戻れず

に外出先に滞留する人」と定義し、交通手段は問わず、鉄道の機能障害により帰宅

することができない人の数を予測した。

その結果は、以下のとおりであり、町内でも多くの帰宅困難者が発生する可能性

があることが明らかとなった。また、群馬県地震被害想定調査の予測対象範囲外で

はあるが、町内の観光地を訪問した旅行者が被災し、帰宅困難者となることが想定

される。

【帰宅困難者数の予測結果一覧表】 （群馬県地震被害想定調査（平成 24 年６月）から抜粋）

単位：人

２ 予測される事態

（１） 群集の発生

震災に伴い心理的な動揺が発生することになるが、特に外出している人々

は、家族や自宅の状況等が不明なことから心理的な不安が一段と増大するもの

と思われる。特に事業所や学校等の組織に属していない人々は、帰属する場所

がないことから無統制な群集となってパニック発生の要因になることが予想さ

れる。

（２） 安否確認電話の集中

安否確認のためピークには、平常時の50倍の電話が集中し、電話がかかりに

くい状態になった。

そして、家族の安否確認ができるか否かによって、帰宅困難者の行動パター

ンは、大きく変わるものと予想される。

通勤者・通学者
関東平野北西縁

断層帯主部
太田断層 片品川左岸断層

市町村

内から

市町村

外から
合計

帰宅

困難者

徒歩

帰宅者

帰宅

困難者

徒歩

帰宅者

帰宅

困難者

徒歩

帰宅者

6,092 3,668 9,760 2,342.4 7,417.6 0.0 9,760.0 0.0 9,760.0
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（３） 自動車内待機者の発生

通勤、通学、仕事、買物等多くの自動車利用者がいると思われるが、道路・

橋梁等は被災し通行不能となり、また耐震構造で通行可能な幹線道路は、緊急

車両優先のため厳しい規制下となる。そのため僅かな通行可能な道路には、車

両が集中し渋滞が発生し、車中で過ごす人々が発生すると予測される。

（４） 帰宅行動の開始

鉄道、バスの運行停止、また自動車での帰宅が不可能になった場合には、徒

歩での帰宅者が発生することが予測される。また、前述の車内待機者も途中で

自動車を乗り捨てて、徒歩で帰宅することが考えられる。このことから、徒歩

帰宅者は、時間の経過とともに多数発生していくものと思われる。

（５） 帰宅困難者の発生

交通の途絶により、自宅が遠隔なため即時帰宅をあきらめ、事業所内での残

留を決意する人や、一度は、徒歩で開始したものの、途中帰宅が困難になり、

保護が必要となる人の発生が予想される。

（６） 公的施設や民間施設等への集中

帰宅困難者の中には、地域の公共機関や大規模民間施設を安全性が高く、か

つ一時休息や情報収集ができる場所として捉え、数多くの人が保護や情報等の

提供を求めて集まってくることが予測される。

３ 帰宅困難者に対する取組み

（１） 普及啓発

町は、企業等における一斉帰宅抑制が実効性あるものとなるように安否確認

方法等の周知や備蓄の促進等必要な対策を実施するとともに、各企業等に一斉

帰宅抑制に係る普及啓発を行う。

（２） 一時避難施設の提供

町は、帰宅困難者のための、指定している既存の避難所や新たに避難施設を

設けるなど、一時避難施設の提供に努める。特に観光地では、季節に応じて多

数の帰宅困難者が予想されることから事前に観光客用の避難施設を指定してお

くよう努める。

（３） 備蓄物資の確保

町は、帰宅できず駅等に滞留する通勤者や観光客等帰宅困難者のために、日

頃から飲料水、食料、毛布等の備蓄に努めるものとする。

（４） 情報提供の体制づくり

町は、一時滞在施設等に関する情報、鉄道、バスの運行、道路の復旧情報な

どに関する情報を防災拠点における張り紙や、ラジオ等の報道機関からの放送

により、迅速に提供できる体制を整備する。
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（５） 徒歩帰宅者の支援対策

町は、大量の徒歩帰宅者が安全・円滑に帰宅できるよう、公共施設を活用し

た帰宅支援施設を配置し、飲料水・食料・トイレ・休息の場・情報等の提供が

行えるよう努める。

また、コンビニエンスストアやガソリンスタンド等の民間業者にも協力を求

める。

４ 事業所等の取組み

（１） 従業員の待機

事業所等は、交通機関が運行停止となり、運行の見通しが立たない場合に

は、事業所建物や事業所付近の被災状況を確認の上、従業員等の安全を確保す

るため、必要に応じて、従業員等を一定期間留めるよう努めるものとする。

（２） 備蓄の確保

事業所等は、従業員が事業所内に待機できるよう、必要な飲料水、食料、毛

布等の備蓄に努めるものとする。

（３） 事業所等における環境整備

事業所等は、従業員等を一定期間事業所内に留めておくことが可能となるよ

う、事業所建物の耐震化、家具類の転倒防止等、従業員が安全に待機できる環

境整備に努めるものとする。

（４） 事業継続計画（ＢＣＰ）等への位置づけ

事業所等は、事業継続計画（ＢＣＰ）等において、従業員等の待機及び帰宅

の方針等をあらかじめ定めておき、従業員への周知に努めるものとする。

（５） 安否確認方法の周知

事業所等は、地震等発生時には、電話が輻輳することを踏まえ、事業所と従

業員間の安否確認方法をあらかじめ定めるとともに、従業員とその家族間にお

いても災害時伝言掲示板や災害用伝言ダイヤル等の複数の安否確認手段をあら

かじめ確認し、当該手段活用の周知に努めるものとする。

５ 各学校の取組み

各学校は、児童・生徒等が学校内に一定期間待機できるよう、必要な環境整備に

努めるものとする。

第２ 災害廃棄物対策

住民環境課・都市建設課

第２編第１章第５節第１「災害廃棄物対策」を準用するものとするが、町は、地震

による災害廃棄物の発生を抑制するため、建築物の耐震化等に努めるものとする。
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第３ 罹災証明書の交付体制の整備

総務課・税務課

第２編第１章第５節第２「罹災証明書の交付体制の整備」を準用する。
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第２章 災害応急対策

災害応急対策の実施に当たっては、住民に最も身近な行政主体として、第１次的には町

が当たり、県が、町を支援するとともに広域にわたり総合的な処理を必要とする対策に当

たる。

また、町の対応能力を超え、県の支援を受けてもなお不足するような大規模災害の場合

には、国が積極的に災害応急対策を支援することとなっている。

地震発生後、防災関係機関は最初に被害規模等の情報を収集し、関係機関に連絡し、次

いでその情報に基づき所要の体制を整備するとともに、人命の救助・救急・医療・消火活

動を進める。さらに、避難対策、必要な生活支援（食料、飲料水等の供給）を行う。

当面の危機的状況に対処した後は、保健衛生、社会秩序の維持、ライフライン等の復

旧、被災者への情報提供、二次災害（風水害、建築物倒壊など）の防止を行う。

なお、本計画では標準的な対策を記述しているので、実際の活動に当たっては、当該災

害の態様、規模等に応じ、本計画の内容を選択又は補足する必要がある。

第１節 発災直後の情報収集、連絡及び通信の確保

地震が発生した場合、地震情報（震度、震源、規模、余震の状況等）、被害情報及び関

係機関が実施する応急対策の活動情報は、効果的に応急対策を実施する上で不可欠であ

る。

このため、地震の規模や被害の程度に応じ関係機関は情報の収集・連絡を迅速に行うこ

ととするが、この場合、概括的な情報も含め多くの情報を効果的な通信手段・機材を用い

て伝達し、被害規模の早期把握を行う必要がある。

第１ 地震情報の収集・連絡

総務課

１ 震度情報の収集及び連絡

（１） 震度情報ネットワークシステムによる震度情報の伝達系統

県は、県内35市町村（70地点）すべてに設置してある震度計から各地の震度

情報を受け、これを速やかに関係機関に伝達する「震度情報ネットワークシス

テム」を構築している。

町は、このシステムにより震度情報を早期に把握し、初動体制を適切かつ迅

速に配備するものとする。
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（２） 気象庁ネットワークによる地震情報の伝達

前橋地方気象台は、取りまとめた地震情報（規模、震源、震度等）を気象庁

のオンライン及び「防災情報提供システム（インターネット）」により町及び

県等各機関に伝達するものとし、当該情報を受信した各機関は、次により関係

機関等に伝達するものとする。

震 度 計

（全市町村）
県危機管理課

前橋地方気象台

消防庁（震度４以上）

全市町村（震度３以上）

全消防本部（震度３以上）

ＮＴＴ専用回線

防災情報通信

ネットワーク

防災情報通信

ネットワーク一斉

＜震度情報ネットワークシステム＞

※本システムは自動送受信
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第２ 災害情報の収集・連絡

全ての課局

第２編第２章第２節第１「災害情報の収集・連絡」を準用するものとするが、地震

災害に関する情報及び被害報告については、次のとおり定めるものとする。

１ 情報の収集、伝達

町は、自己の所掌する事務又は業務に関して、積極的に自らの職員を動員し、一
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般電話（ＦＡＸを含む。）のほか、あらかじめ災害時優先電話を登録した上で携帯

電話を利用し、又は関係機関の協力を得て、災害応急対策活動を実施するのに必要

な情報及び被害状況を収集するとともに、速やかに関係機関に伝達を行う。

同時多発的に災害が発生した場合には、電話が輻輳するので災害時優先電話等に

より防災関係機関相互の回線を確保する。

なお、通信連絡用機器の設置に当たっては、非常用電源を備えるとともに、災害

時に途絶しないように設置箇所等に留意する。

２ 災害情報の連絡

町は、町の区域内で震度５弱の地震が発生した場合や人的被害又は住家被害を生

じた場合は、災害を覚知後30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で、「火災・災

害等即報要領」第４号様式（その１）により、その第一報を県に報告するものと

し、以後、判明した事項のうちから逐次報告する。（第一報に際し、県に連絡が取

れない場合は、直接国（消防庁）に報告し、連絡が取れ次第、県にも報告を行うこ

とに留意する。）

また、震度５強以上の地震が発生したときは、第一報を、直接消防庁に対しても

災害を覚知後30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で、報告を行う（連絡先、様

式については、第２編第２章第２節第１「災害情報の収集・連絡」３「災害情報の

連絡」参照）。この場合において、消防庁長官から要請があった場合には、第一報

後の報告についても、引き続き、消防庁に対しても行う。

なお、確定報告にあっては、災害応急対策完了後10日以内に「災害報告取扱要

領」（災害確定報告）により県に報告する。

消防機関への119番通報が殺到した場合については、直ちに県及び国（消防庁）に

報告する。

第３ 通信手段の確保

総務課

第２編第２章第２節第２「通信手段の確保」を準用する。

第２節 活動体制の確立

地震による被害の発生を未然に防止し、又は発生する被害を最小限度に食い止めるた

め、収集・連絡された情報に基づく判断により、防災関係機関は自らの又は他機関と連携

をとった応急対策の活動体制を迅速に確立する必要がある。
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第１ 災害対策本部の設置

全ての課局

第２編第２章第３節第１「災害対策本部の設置」を準用するものとするが、災害対

策本部の設置基準については次によるものとする。

（１） 町内に震度６弱以上の地震が発生したとき。

（２） 町内に地震による被害が発生し、又は発生するおそれがあり、当該被害につ

いて災害救助法が適用され、又は適用される見込みがあるとき。

（３） 震度にかかわらず、町内に地震による被害が発生し、又は発生するおそれが

あり、全庁的な対応を行うため町長が必要と認めたとき。

第２ 災害対策本部の組織

全ての課局

第２編第２章第３節第２「災害対策本部の組織」を準用する。

第３ 災害警戒本部等の設置

全ての課局

１ 災害警戒本部の設置

総務課長は、災害対策本部が設置されない場合で、次のいずれかに該当するとき

は、災害警戒本部を設置するものとする。

（１） 町内に震度４の地震が発生したとき。

（２） 気象庁が「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」、「南海トラフ地震臨時情報

（巨大地震警戒）」又は「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）」を発表し

たとき。

（３） 震度にかかわらず町内に地震による被害が発生し、又は発生するおそれがあ

り、その対応について関係部相互の緊密な連絡・調整を図るため、総務課長が

必要と認めたとき。

２ 災害警戒本部の組織

災害警戒本部の本部長は総務課長とし、各部署の分掌事務は、災害対策本部内の

事務分掌に準ずるものとする。

３ 災害警戒本部廃止の決定

総務課長は、地震による被害の発生するおそれがなくなり、災害警戒本部を設置

する必要がなくなったと認めた場合は、災害警戒本部の廃止を決定する。

４ 災害対策本部及び災害警戒本部が設置されない場合

災害対策本部及び災害警戒本部が設置されない災害に対しては、各部署において

関係機関と連携をとりながら適宜対応するものとする。

なお、この場合の各部署の分掌事務は、災害対策本部内の事務分掌に準ずるもの
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とする。

第４ 職員の非常参集

全ての課局

１ 配備基準

災害対策本部を設置した場合の配備体制は次のとおりとする。

（１） 勤務時間内の配備体制

２ 勤務時間外・休日等の配備体制

（１） 震度５弱又は５強の地震が発生した場合

震度５弱以上の地震が発生した場合は、あらかじめ定められた伝達系統（第

２編第２章第３節第４「職員の非常参集」）による動員の命令を待たずに、職

員は自主的に登庁するものとする。この場合の配備基準は、次のとおりとす

る。

ア 配備基準は、原則として上記１（１）のとおりとする。

イ 初動体制は、主に被害調査を行うものとする。

（２） 震度６弱以上の大規模地震が発生した場合

震度６弱以上の地震が発生した場合の配備体制は、上記１（１）のとおりと

し、次の手順に従って災害対策業務を行うものとする。

配備体制 配備要員

震
度
５
弱
以
上

１ 防災ラジオ、広報車により町内放送を行

う。

(１)地震情報

(２)地震防災対策

ア 火の始末

イ パニック防止

ウ テレビ等による情報収集

２ 町の被害状況の把握

３ 災害警戒本部を設置し、必要に応じて災

害対策本部へ移行する。

第２編第２章第３節第４「職員の非常参集」の

全員動員により配備につく。

（全職員）

参集準備 職員は動員命令を待つことなく、直ちに参集の準備にとりかかるも

のとする。

人命救助 職員は近隣の被災状況を把握し、まず人命救助を行い、その後災害

対策本部に登庁する。

１

２
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（３） 災害対策本部体制が確立するまでの応急措置

激甚災害等により、多数の職員が登庁できず、あるいは登庁が遅れ、本来の

災害対策本部体制が確立できない場合には、登庁した全職員が、災害対策本部

の事務分掌にこだわることなく、災害対策本部長（災害対策本部長が登庁して

いない場合には、第２編第２章第３節第２「災害対策本部の組織」で定めた職

務代理者）の指揮により、次の優先順位により応急初動措置を行うのもとす

る。

ア 登庁職員の把握と任務付与

イ 通信、報告・連絡手段の確保

ウ 被害状態の把握（情報収集）

ａ 職員の実査による収集

ｂ 館林警察署からの収集

ｃ 消防本部、消防署からの収集

ｄ 区長からの収集

ｅ 報道関係機関からの収集

ｆ 他市町村、県からの収集

ｇ 防災関係機関、関係団体からの収集

エ 被害状況の報告・連絡、応援要請

参集 （１）全職員が自発的にあらゆる手段をもって、災害対策本部に登

庁する。

（２）災害その他により、災害対策本部に登庁できない職員は、公

共施設等に登庁の上、自主応援活動を行い、その旨を所属長に

報告するよう努める。

被 害 状 況

の収集

職員は登庁する際に被害状況の収集を行う。ただし、収集する情報

については事前に検討を行い、職員に周知徹底しておく。

被 害 状 況

の報告

（１）職員は収集した情報を各班長に報告する。

（２）各班長（又は次席者）は被害状況を防災総括班に報告し、防

災総括班長は本部長に報告する。

緊 急 対 策

班の編制

先着した職員により緊急対策班を編制し、順次初動に必要な業務に

あたる。

緊 急 初 動

体 制 の 解

除

各災害応急対策活動に必要な要員が確保された段階で、緊急初動体

制を解除し、職員は本来の災害対策業務に戻るものとする。

４

５

６

７

３
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ａ 県、防災関係機関等への報告・連絡

ｂ 自衛隊、相互応援協定締結市町村等に対する応援要請

３ 職員の動員

（１） 動員指示の伝達方法

動員の指示は、勤務時間内においては庁内放送、庁内電話等で伝達し、勤務

時間外においては一般加入電話（携帯電話等を含む。）及びメール等により行

う。

（２） 自主登庁

職員は、勤務時間外において、次の場合には自主的に町本部に登庁するもの

とする。

ア 震度４以上の地震が発生した場合、情報収集活動が円滑に行い得る配備とす

る（原則として、防災関係職員（総務課、都市建設課、産業振興課の防災担当

職員）。なお、参集職員は、災害時初動マニュアルの基準による。

イ 通信が途絶した際に、災害の発生を覚知した場合又は登庁する必要があると

判断した場合等

（３） 登庁場所

ア 動員の伝達を受けた職員は、可能な限り自己の勤務場所に登庁するものとす

る。

イ 道路の決壊等により自己の勤務場所に登庁することが困難な場合には、登庁

可能となるまでの間、最寄りの避難所に指定されている公共施設等に参集し、

当該施設長の指揮を受けるものとする。なお、この場合には、速やかに所属長

にその旨を連絡するとともに、登庁可能となり次第、登庁するものとする。

（４） 登庁の方法

登庁に当たっては、震災の状況、道路状況等を適切に判断し、通常の通勤手

段のほか、徒歩あるいは自転車、オートバイ等の活用に配慮する。

（５） 登庁時の留意事項

ア 登庁に当たっては、事故防止に十分注意するとともに、登庁途上における被

害等の状況を把握し、登庁後直ちに所属長に報告する。

イ 所属長は、当該課員からの被害状況等や課員の参集状況を取りまとめ、防災

総括班に報告する。

（６） 登庁の免除

以下の場合には登庁を免除するものとする。

ア 本人若しくは家族が中傷以上の怪我を負い、あるいは住居が損壊するなど自

らが被災した場合には、所属長に対し、その旨を報告し、登庁の免除を受ける

ものとする。

イ 登庁すべき場所のいずれにも登庁できない事情のあるときには、所属長にそ
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の旨を報告し、登庁可能になるまでの間、地域の自主防災活動に従事するもの

とする。

４ 職員等の応援

（１） 役場内での調整

ア 各班長は、参集職員が不足し、災害応急対策の実施に支障が生じると判断し

た場合は、防災総括班に必要要員数を連絡する。

イ 防災総括班は、他班の職員参集状況を把握、調整し、緊急に実施すべき対策

担当班から適正に人員を配置させる。

（２） 他機関への応援要請

役場内では参集職員数が不足し、人員の調整ができない場合、また専門的な

職種の人員が必要な場合は、町内関係団体に協力を依頼し、あるいは他市町村

又は県に応援を要請する。

第５ 広域応援の要請等

総務課

第２編第２章第３節第５「広域応援の要請等」を準用する。

第６ 県防災ヘリコプターの要請

総務課

第２編第２章第３節第６「県防災ヘリコプターの要請」を準用する。

第７ 自衛隊への災害派遣要請

総務課

第２編第２章第３節第７「自衛隊への災害派遣要請」を準用する。

第３節 救助・救急、医療及び消火活動

第１ 救助・救急活動

総務課

第２編第２章第５節第１「救助・救急活動」を準用する。

第２ 医療活動

総務課・福祉課・健康介護課

第２編第２章第５節第２「医療活動」を準用する。
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第３ 消火活動

総務課

大規模地震時には、家屋の倒壊等に伴い二次的に発生する火災が延焼拡大し、大火

災となって多くの物的、人的被害をもたらすおそれがあるため、消防機関との連携や

地域住民の協力により消防活動の効率的運用を図る。

１ 地震火災への対処

（１） 地震火災の特徴

過去の震災例をみると、地震災害の中で多くの被害をもたらしているものに

火災がある。それは、地震火災に次のような特徴が認められるためである。

ア 火災が、不意に、同時に多数発生すること。

イ 地震動や建物の破壊から生命を守ることが先行し、火の始末、初期消火をす

ることが困難であること。

ウ 危険物等の爆発、漏洩等により延焼が拡大すること。

エ 破壊された建物による道路の遮断や通信の途絶が、適切な消防活動を阻害す

ること。

（２） 出火防止、初期消火

出火防止、初期消火活動は地域住民や自主防災組織等によって行われるもの

であるが、町は地震発生直後、あらゆる手段、方法により住民に対し出火防

止、初期消火を呼びかけるものとする。

この場合は次の事項を中心に広報活動を行うものとする。

ア 火気の遮断

使用中のガス、石油ストーブ、電気ヒーター等の火気を遮断するとともに、

電気器具はコンセントから抜き取り、プロパンガスはボンベのバルブを閉止す

る。

イ 初期消火

火災が発生した場合は、消火器、くみおき水等で消火活動を実施する。

２ 危険区域等の事前調査及び周知徹底

町は、地震災害に伴う危険区域のうち、おおむね次に掲げる危険区域についてあ

らかじめ調査し、地震発生後は直ちに警戒、巡視等を行うものとする。

（１） 住宅密集地等の火災危険区域

（２） 浸水危険区域

３ 消防活動体制

（１） 板倉消防署の活動計画

板倉消防署の活動計画は、館林地区消防組合消防計画の定めるところによ

る。
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（２） 消防団の活動計画

地震発生時における消防団の出動及び活動は、次のとおりとする。

ア 情報収集活動

直ちに火の見等を利用して高所見張りを実施し、火災発生状況を把握すると

ともに、消防車両、携帯電話等を活用しながら、火災の発生状況、道路の通行

不能箇所、要救助者等の被災状況の情報を収集し、町災害対策本部、板倉消防

署、館林警察署等に正確に伝達する。

イ 出火防止措置

地震の発生により、火災等の災害発生が予測される場合は、地域住民に対

し、出火防止措置（火気の停止、ガスの元栓閉鎖、電気のブレーカー遮断等）

を広報するとともに、出火した場合は住民と協力して初期消火に努める。

ウ 消火活動

分団担当区域内の消火活動あるいは避難路、避難場所確保のための消火活動

を板倉消防署に協力して行う。

エ 救急救助

要救助者の救出救助や負傷者に対する止血その他の応急手当を行い、安全な

場所に搬送する。

オ 避難誘導

避難指示等が発せられた場合は、これを地域住民に伝達するとともに、町災

害対策本部と連絡をとりながら避難場所まで安全に住民を避難誘導する。

４ 住民の活動

まずは、身の安全を確保し、出火の防止に努める。

（１） 使用中のガス、石油ストーブ、電気ヒーター等の火気を直ちに遮断する。

（２） プロパンガスはガスボンベのバルブ、石油類のタンクはタンクの元バルブを

それぞれ閉止する。

（３） 電気器具は電源コードをコンセントからはずす。停電時における火気の使用

及び通電時における電気器具の使用に万全の注意を払う。

（４） 火災が発生した場合は、消火器等で初期消火活動を行うとともに、隣人等に

応援を求めて火災の延焼・拡大を阻止する。

（５） 避難の際には、電気のブレーカーを落としてから避難する。

（６） 地震発生直後は、板倉消防署等に電話が殺到することが予想されるので、

119番通報については、火災発生、救助、救急要請等必要な情報のみ通報す

る。

５ 応援要請

（１） 応援協定の活用

震災時においては、本町の消防機関のみでは対応できないことが予想される
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ので、広域的な市町村間の消防相互応援協定を十分活用するものとする。

なお、本町において締結している消防相互応援協定は、資料編に掲げるとお

りである。

（２） 県防災ヘリコプター等の出動要請

火災の様相により、ヘリコプターによる消火活動が最も効果があると判断し

た場合は、県に防災ヘリコプター、緊急消防援助隊の出動要請、自衛隊の派遣

を要請するものとする。

県防災ヘリコプターの出動要請は第２編第２章第３節第６「県防災ヘリコプ

ターの要請」、自衛隊の派遣要請依頼は第２編第３章第３節第７「自衛隊への

災害派遣要請」を準用する。

第４節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動

第１ 交通の確保

総務課・都市建設課

第２編第２章第６節第１「交通の確保」を準用するものとするが、地震が発生した

場合には次の点に留意して応急対策を実施する。

１ 被害状況等の把握

大地震発生後、町は、道路の陥没、橋りょうの落下その他の交通の障害状況等を

的確に把握するため、速やかに道路の被害状況を調査する。調査に当たっては、町

の防災中枢機能と近隣市町村とを結ぶ町道等を重点に調査するものとする。また、

警察、道路管理者及び各地区消防団、区長等から交通規制状況、被害情報を収集

し、道路の通行可能状況を把握する。

２ 運転者等のとるべき措置

町は、地震発生後、館林警察署と連携して速やかに広報車等により車両運転者等

に次の事項を周知するものとする。

（１） 車両運転者のとるべき措置

ア できる限り安全な方法により車両を道路の左側に停止させる。

イ 停車後は、カーラジオ等により地震情報及び交通情報を聴取し、その情報及

び周囲の状況に応じて行動する。

ウ できるだけ道路外の場所に移動する。

エ やむを得ず道路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて駐車し、エ

ンジンを切り、エンジンキーは付けたままとし、窓は閉め、ドアロックをしな

い。

オ 駐車するときは、避難する人の通行や災害応急対策の実施の妨げにならない

ような場所に駐車する。
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（２） 住民等のとるべき措置

避難のために車両を使用しない。

第２ 緊急輸送

総務課

第２編第２章第６節第２「緊急輸送」を準用する。

第５節 避難の受入活動

第１ 避難誘導

総務課・福祉課・健康介護課

ここで定める事項については、第２編第２章第１節第２「避難誘導」を準用するも

のとするが、特に、地震発生後の各種災害から住民の安全を確保するため必要な事項

については以下のとおりとする。

１ 避難誘導

住民等の避難誘導は、町職員、消防団員、警察官、消防署員等が実施するが、誘

導に当たっては、できるだけ自主防災組織あるいは職場、学校等を単位とした集団

避難を行うものとする。

（１） 避難の方法

ア 地域の自主防災組織及び事業所等の防災組織は、避難指示等があった場合に

おいて、可能な限り集団避難方式により段階的に緊急避難場所へ避難させるも

のとする。

イ 要配慮者利用施設の管理者は、地域住民の協力を得て避難誘導の徹底を期す

るものとする。

ウ 町から避難指示等がなかった場合においても、住民はラジオ等の災害報道又

は周囲の被災状況に応じて、自主的に緊急避難場所へ避難するものとする。

（２） 避難路の確保

ア 避難路の整備

イ 落下物、障害物対策の充実

ウ 町は、迅速かつ安全な避難を確保するため、職員の派遣及び道路管理者、警

察官、自主防災組織等の協力により避難路上にある障害物の排除に努め、避難

の円滑化を図るものとする。

（３） 要配慮者等への対応

町は、要配慮者について、避難の遅れや避難途中で事故が生じないよう、地

域住民や自主防災組織の協力を得て、避難指示等を確実に伝達するとともに避

難の介助及び安全の確保に努めるものとする。
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２ 住民による確認事項

地震等による災害の態様は同一ではなく、各地区において、また災害の種類、規

模により様々である。

したがって、住民は地震等が発生した場合は、避難に際して、次の事項を事前、

事後に行うものとする。

（１） 家から最も近い避難所を２か所以上確認しておき、避難所に至る経路も複数

の道路を設定しておくものとする。

（２） 避難所に至る経路にブロック塀等の危険物がないか、事前に確認をしてお

く。

（３） 避難の際は近隣の被害状況を把握し、火災等が発生している場合は、近い避

難所にこだわることなく、より安全な経路を選ぶものとする。

（４） 避難行動要支援者に対しては日ごろから避難の際の協力者を複数決めてお

き、住民の手で避難が行えるように訓練を通じ、周知徹底しておく。

第２ 緊急避難場所の開放及び避難所の開設・運営

総務課・福祉課・健康介護課・教育委員会事務局

１ 緊急避難場所の開放

（１） 町は、災害時には、必要に応じ、高齢者等避難の発令等と併せて緊急避難場

所等を開放し、速やかに広報車等により開設場所を避難者に周知する。

（２） 町は、緊急避難場所を開放したときは、開放の状況を速やかに館林行政県税

事務所を経由して危機管理課、館林行政県税事務所に連絡がつかない場合は、

直接危機管理課、館林警察署、館林地区消防組合等に連絡するものとする。

２ 避難所の開設

町は、大規模な地震が発生した場合には、速やかに職員を派遣し、避難所を開設

するものとする。

（１） 町は、災害時に必要に応じて避難所を開設し、住民等に対し周知徹底を図る

ものとする。また、災害の規模に鑑み、必要な避難所を、可能な限り当初から

開設するよう努めるものとする。

（２） 町は、災害の規模や予測される避難期間等を勘案し、要配慮者の避難生活の

負担を軽減するため、事前に指定又は協定を締結した施設を福祉避難所として

開設する。

（３） 町は、町の避難所だけでは施設が量的に不足する場合には、国や独立行政法

人等が所有する研修施設、ホテル・旅館等の活用も含め、可能な限り多くの避

難所を開設し、ホームページやアプリケーション等の多様な手段を活用して周

知するよう努めるものとする。特に、要配慮者に配慮して、被災地域外の地域

にあるものも含め、民間賃貸住宅、ホテル・旅館等を実質的な福祉避難所とし
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て開設するよう努めるものとする。

（４） 町は、避難所及び福祉避難所を開設したときは、関係機関等による支援が円

滑に行われるよう、開設の状況等を速やかに総合防災情報システム等により館

林行政県税事務所を経由して危機管理課、館林行政県税事務所に連絡がつかな

い場合は、直接危機管理課）、館林警察署、館林地区消防組合等に連絡するも

のとする。

（５） 町は、避難所を開設する場合には、あらかじめ施設の安全性を確認するもの

とし、避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路

の途絶による孤立が続くと見込まれる場合は、当該地域に避難所を設置・維持

することの適否を検討するものとする。

（６） 町は、特定の避難所に避難者が集中し、収容人数を超えることを防ぐため、

ホームページやアプリケーション等の多様な手段を活用して避難所の混雑状況

を周知する等、避難の円滑化に努めるものとする。

※【資料編】緊急避難場所・避難所一覧

３ 管理責任者の配置

（１） 避難所管理職員の派遣

町は、避難所等を開設したときは、直ちに各避難所に町の災害対策本部より

職員を派遣し、常駐する管理責任者を配置する。また、当該施設の管理職員と

連携して避難住民及び避難所の管理にあたるものとする。

避難所管理職員の業務は以下のとおりとする。

ア 避難人員の実態把握

イ 町本部との連絡調整

ウ 避難所開設の記録

エ 食料、飲料水、生活必需品等の給与

オ 必要な設備、備品の調達

カ 避難者のニーズの把握と町本部への伝達

キ 避難者のプライバシーの確保（特に避難が長期化した場合）

ク 仮設トイレの設置・管理

ケ 避難者のメンタルヘルス及び健康管理

コ その他

（２） 自主防災組織等への協力要請

町は、地域住民、自主防災組織、ボランティア等の協力を得て、また避難者

による自主組織により避難所を運営する。

４ 避難者の保護

避難所を開設する際には、直ちに次の処置を行い、避難者の保護にあたる。



第３編 震災対策

第２章 災害応急対策

240

(１) 避難者の保護

ア 救護所の設置を行う。

イ 避難場所が学校である場合は、立入禁止区域を設定し、学校機能の回復を図

るため、避難者と児童、生徒との住み分けを図る。

ウ 上下水道施設の損壊により、断水や汚水の排除ができなくなった場合は、給

水、排水対策を行う。

エ 避難の長期化等必要に応じてプライバシーの確保等に配慮する。

オ 避難所の運営では、避難者、住民等の協力を得られるよう努める。

(２) 帰宅困難者

帰宅困難者にとって必要な交通情報や県内の被害状況等の情報を伝達すると

ともに、安否を気づかう家族への連絡体制を確保する。

帰宅行動を支援するために、代替輸送の実施や必要に応じて徒歩帰宅者への

避難所の提供等を実施する。

５ 避難者に係る情報の把握

町は、避難所ごとに避難者名簿を作成することにより避難者の氏名、人数等を把

握するとともに、応急物資等に対する避難者の需要を把握するものとする。また、

自主防災組織や消防団、ＮＰＯ、ボランティア等関係機関と連携し、在宅避難者等

の情報把握に努めるものとする。

この際、特に避難してきた要配慮者の情報把握に努めるとともに、要配慮者の特

性に応じた応急物資等の需要把握に努める。

６ 避難者に対する情報の提供

町は、住民の安否や応急対策の実施状況等避難者が欲する情報を適宜提供するも

のとする。

また、情報提供に当たっては、在宅避難者等への情報提供についても配慮するも

のとする。

７ 良好な生活環境の確保

（１） 町は、次により、避難所における良好な生活環境の確保に努めるものとす

る。

ア 受け入れる避難者の人数は当該避難場所の受入能力に見合った人数とし、避

難者数が受入能力を超える場合は、近隣の避難場所と調整し適切な受入人数の

確保に努める。

イ 保健・衛生面等に注意を払い、必要に応じ避難所に救護所を設置し、又は救

護班を派遣する。

ウ 避難の長期化等により、必要に応じプライバシーの確保等に配慮する。

エ 自主防災組織やボランティア等の協力を得て、役割分担を確立し、秩序ある

生活を保持する。
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オ 避難所における食料の確保や配食等の状況把握を行うとともに、飲料水、食

料その他生活必需品の配給については、配給漏れが生じないよう、配給の日

時・場所について事前に十分周知を図り、平等かつ効率的な配給に努めるもの

とともに、高齢者、障害者、乳幼児等要配慮者への優先的な配給にも配慮す

る。

カ 安全の確保と秩序の維持を図るため必要と認めるときは、警察機関や自主防

犯組織等の協力を得て防犯活動を実施する。

キ 必要に応じ、避難所における家庭動物のためのスペースの確保に努めるとと

もに、獣医師会や動物取扱業者等から必要な支援が受けられるよう、連携に努

めるものとする。

（２） 町は、各避難所の適切な運営管理を行うものとする。この際、避難所におけ

る正確な情報の伝達、食料、飲料水等の配布、清掃等については、避難者、住

民、自主防災組織、避難所運営について専門性を有した外部支援者等の協力が

得られるよう努めるとともに、必要に応じ、他の地方公共団体に対して協力を

求めるものとする。また、町は、避難所の運営に関し、役割分担を明確化し、

避難者に過度の負担がかからないよう配慮しつつ、避難者が相互に助け合う自

治的な組織が主体的に関与する運営に早期に移行できるよう、その立上げを支

援するものとする。この際、避難生活支援に関する知見やノウハウを有する地

域の人材に対して協力を求めるなど、地域全体で避難者を支えることができる

よう留意するものとする。

（３） 避難者は、避難所の運営に積極的に参加し、自治の確立に努めるものとす

る。

８ 要配慮者への配慮

町は、避難所の運営に当たっては、要配慮者の健康状態の保持に十分配慮するも

のとし、精神衛生を含む健康相談を行い、必要に応じ福祉避難所への移動や社会福

祉施設等への入所、ヘルパーの派遣、車椅子等の手配を行うものとする。

また、要配慮者を対象とした相談窓口を設置するなどし、要配慮者のニーズの迅

速な把握に努める。

９ 新型コロナウイルス感染症を含む感染症への対応

（１） 町は、避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、

避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適切な避

難所レイアウト等の必要な措置を講じるよう努めるものとする。

（２） 町は、被災地において新型コロナウイルス感染症を含む感染症の発生、拡大

がみられる場合は、総務課と健康介護課が連携して、感染症対策として必要な

措置を講じるよう努めるものとする。また、自宅療養者等が避難所に避難する

可能性を考慮し、健康介護課は、総務課に対し、避難所の運営に必要な情報を
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共有するものとする。

10 男女のニーズ等への配慮

町は、避難所等の運営においては、次により、男女のニーズの違い、女性や子供

等に対する性暴力・ＤＶの防止等に配慮した運営管理を行うよう努めるものとす

る。

（１） 避難所運営担当職員や保健師に女性を配置する。

（２） 避難所運営体制への女性の参画を進める。

（３） 避難所内に更衣室や授乳室等のスペースを確保する。

（４） プライバシーを確保するために間仕切り等を設置する。

（５） 関係機関等と連携し、女性相談窓口を開設する。

（６） 安全を確保するために男女ペアによる巡回警備や防犯ブザーの配布等を実施

する。

（７） 女性用と男性用のトイレを離れた場所に設置する

（８） トイレ・更衣室・授乳室・入浴施設等は昼夜問わず安心して使用できる場所

に設置するとともに、照明を増設する。

（９） 性暴力・ＤＶについての注意喚起のためのポスターを掲載するなど、女性や

子供等の安全に配慮するよう努める。

（10） 警察、病院、女性支援団体との連携の下、被害者への相談窓口情報の提供を

行うよう努める。

11 在宅避難者等への配慮

町は、在宅避難者等がその生活に困難を来している場合は、避難者用の応急物資

を在宅避難者等へも配給するなど配慮するものとする。

特に、在宅避難者等の要配慮者についての状況把握に配慮し、必要な情報提供に

努めるとともに、福祉避難所への移動等必要な支援を実施するものとする。

12 避難所の早期解消

町は、避難者の健全な住生活の早期確保のために、応急仮設住宅の迅速な提供、

公営住宅や空家等利用可能な既存住宅のあっせん等により、避難所の早期解消に努

めるものとする。

第３ 応急仮設住宅等の提供

総務課・都市建設課

第２編第２章第７節第２「応急仮設住宅等の提供」を準用する。

第４ 広域一時滞在

総務課

第２編第２章第７節第３「広域一時滞在」を準用する。
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第５ 広域避難者の受入れ

総務課・都市建設課・教育委員会事務局

第２編第２章第７節第４「広域避難者の受入れ」を準用する。

様式例 避難者名簿
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様式例

避難所の名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

性別 年齢

避　　難　　者　　名　　簿

退所日 その他特記事項
住所・電話番号

（同一世帯の場合は一括記入）

自宅の状況
（全壊、半壊、一部破損、断水、停

電、ガス停止、電話不通等）
番号

（フリガナ）
氏　　　　名

心身の状況（障害、疾病等） 入所日
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第６節 食料・飲料水及び生活必需品等の調達、供給活動

第１ 食料・飲料水及び生活必需品等の調達、供給

総務課

第２第２章第８節第１「食料・飲料水及び生活必需品等の調達、供給」を準用す

る。

第７節 保健衛生、防疫、遺体の処置等に関する活動

第１ 保健衛生活動

総務課・住民環境課・福祉課・健康介護課

第２編第２章第９節第１「保健衛生活動」を準用するが、震災により、広域的に大

量に発生する廃木材、コンクリートがら等の災害廃棄物の処理対策については、第２

編第３章第２節「原状復旧」によるものとする。

第２ 防疫活動

総務課・住民環境課・健康介護課

第２編第２章第９節第２「防疫活動」を準用する。

第３ 障害物の除去

総務課・住民環境課・都市建設課

第２編第２章第９節第３「障害物の除去」を準用する。

第４ 行方不明者の捜索及び遺体の処置

総務課・住民環境課

第２編第２章第９節第４「行方不明者の捜索及び遺体の処置」を準用する。

第８節 被災者等への的確な情報伝達活動

第１ 広報・広聴活動

総務課

第２編第２章第10節第１「広報・広聴活動」を準用するものとするが、大規模な災

害になるほど住民への情報提供が困難になるので、町は、使用し得るあらゆる手段を

用いて広報を行うものとする。

１ 広報内容

広報すべき内容は、災害の態様、規模、経過時間等によって異なるが、おおむね
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次の事項について重点をおいて行うものとする。

２ 広報媒体

震災時に有効と思われる情報手段としては、次のようなものがある。

○被被害状況 ○生生活情報 ○安安否情報

３ 要配慮者への配慮

町は、要配慮者については、ボランティア等の支援を得て、次の事項に留意し適

切な情報提供に配慮する。

（１） 出火防止、初期消火の呼びかけ

（２） 警察の行う災害警備活動に伴う広報

（３） 危険地域の住民に対する避難指示等の周知、避難の誘導

（４） 各家庭に対する町の指定する場所への災害廃棄物の搬出

（５） 感電事故等による出火等の防止に関する広報、電力施設の被害状況等の広報

（６） ガス漏れ等のガス事業者への通報に関する住民への周知

（７） 電信電話業者に支障を来たした場合等の住民に対する広報

（８） 高圧ガス製造施設等の管理者が行う付近住民に対する避難誘導

○発生した地震の震源・規模

○被害状況

○二次災害の危険性

○地震活動の見通し

○応急対策の実施状況

○住民、関係団体等に対する協力要請

○高齢者等避難、避難指示の内容

○緊急避難場所及び避難所の名称・所在

地・対象地区

○避難時の注意事項

○受診可能な医療機関・救護所の所在地

○交通規制の状況

○交通機関の運行状況

○ライフライン・交通機関の復旧見通し

○食料・飲料水、生活必需品の配給日時・場

所

○各種相談窓口

○住民の安否

○スーパーマーケット、ガソリンスタンド等

生活必需品を扱う店舗の営業状況

伝達手段 種 別 特 色

広報車 ○被○生 発災直後から様々な情報の伝達、注意の喚起に利用

掲示板 ○生○安 各避難所や地域の拠点に設置。被災者同士の情報交換にも有効

広報紙 ○生○安 各避難所に配布。最も重要、確実な情報提供手段のひとつ

新聞折り込み ○生○安 避難所以外の被災者に確実に情報提供が可能

インターネッ

ト

○被○生○安 時間や状況を問わず町からの情報以外に、被災者、被災者の家族・友人等

間での情報交換も可能

携帯電話 ○被○生○安 場所を問わず情報交換が可能
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第９節 施設、設備の応急復旧活動

第１ 施設、設備の応急復旧

総務課・福祉課・産業振興課・都市建設課・教育委員会事務局

第２編第２章第11節第１「施設、設備の応急復旧」を準用する。

第２ 公共土木施設の応急復旧

産業振興課・都市建設課

第２編第２章第11節第２「公共土木施設の応急復旧」を準用する。

第３ 電力施設の応急復旧

総務課

第２編第２章第11節第３「電力施設の応急復旧」を準用する。

第４ ガス施設の応急復旧

都市建設課

第２編第２章第11節第４「ガス施設の応急復旧」を準用する。

第５ 上下水道施設の応急復旧

総務課・住民環境課

第２編第２章第11節第５「上下水道施設の応急復旧」を準用する。

第６ 電気通信設備の応急復旧

総務課

第２編第２章第11節第６「電気通信設備の応急復旧」を準用する。

第 10 節 二次災害の防止活動

地震又は降雨等による水害、地震による建築物・構造物の倒壊等に備え、二次災害対策

を講ずる必要がある。

第１ 二次災害の防止

総務課・産業振興課・都市建設課

１ 二次災害の防止活動

町は、専門技術者等を活用して二次災害の危険性を見極めつつ、必要に応じ、住

民の避難、応急対策を行うものとする。
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２ 水害対策

（１） 河川管理者、農業用用排水施設管理者その他の水門、水路等の管理者は、地

震あるいは降雨等による二次的な水害の危険箇所の点検に専門技術者等を活用

して行うものとする。

（２） 上記点検の結果、危険性が高いと判断された箇所については、関係機関や住

民に周知を図り、施設の補強、応急工事、適切な警戒避難体制の整備などの応

急対策を行うとともに、災害の発生のおそれのある場合は速やかに適切な避難

対策を実施するものとする。

３ 被災建築物及び被災宅地の二次災害対策

（１） 防災活動拠点への措置

町は、町災害対策本部や避難所等防災活動拠点となる施設について、必要に

より速やかに応急危険度判定を実施する。

（２） 住民への広報活動等

町は、住民に対して、広報車の巡回等により、二次災害である被災建築物の

倒壊の危険性及び事故防止等に関する広報を実施する。

（３） 応急危険度判定士の確保

ア 町は、地震による建築物等の倒壊に関して、県から応急危険度判定士の派遣

を受け、被災建築物等に対する応急危険度判定を速やかに行い、応急措置を行

うとともに、災害の発生のおそれのある場合は速やかに適切な避難対策を実施

するものとする。

イ 町は、宅地が被災した場合に、被災宅地危険度判定士を活用して被害発生状

況を迅速かつ的確に調査し、危険度判定を実施することによって、二次災害を

軽減、防止し、住民の安全の確保を図るものとする。

（４） 応急措置

応急危険度判定の結果に基づき、被災建築物に対して適切な応急措置を実施

し、二次災害の防止に努める。

４ 危険物、有害物質等による二次災害対策

（１） 消防法に定める危険物、火薬、高圧ガスその他の火災や爆発を引き起こすお

それのある物質を製造し、貯蔵し、又は取り扱う施設等の管理者は、火災や爆

発による二次災害を防止するため、速やかに施設の点検を行うものとする。ま

た、火災や爆発のおそれが生じた場合は、直ちに応急措置を講ずるとともに、

当該物質の取扱規制担当官公署、板倉消防署、館林警察署等に連絡するものと

する。

（２） 毒物・劇物、放射性物質その他の有害物質を製造し、貯蔵し、又は取り扱う

施設等の管理者は、有害物質の漏洩による二次災害を防止するため、速やかに

施設の点検を行うものとする。また、漏洩のおそれが生じた場合は、速やかに
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当該物質の取扱規制担当官公署、板倉消防署、館林警察署等に連絡するものと

する。

（３） 町は、県、板倉消防署、館林警察署の協力を得て、危険物、有害物質等によ

る二次災害を防止するため、必要に応じ、危険物、有害物質等を製造し、貯蔵

し、又は取り扱う施設の緊急立入検査、応急措置、関係機関への連絡、環境モ

ニタリング等の対策を行うものとする。

５ 空家の二次災害対策

町は、災害時に、適切な管理のなされていない空家等に対し、緊急に安全を確保

するための必要最小限の措置として、必要に応じて、外壁等の飛散のおそれのある

部分や、応急措置の支障となる空家等の全部又は一部の除却等の措置を行うものと

する。ただし、文化財的な価値のある歴史的建造物については慎重な対応が必要な

ため、教育委員会事務局と情報を共有するものとする。

第 11 節 自発的支援の受入れ

第１ ボランティアの受入れ

総務課・福祉課

第２編第２章第12節第１「ボランティアの受入れ」を準用する。

第２ 義援物資・義援金の受入れ

総務課・福祉課

第２編第２章第12節第２「義援物資・義援金の受入れ」を準用する。

第 12節 要配慮者対策

第１ 要配慮者の災害応急対策

総務課・福祉課・健康介護課・教育委員会事務局

第２編第２章第13節第１「要配慮者対策」を準用する。

第 13 節 その他の災害応急対策

第１ 学校の災害応急対策

教育委員会事務局

第２編第２章第14節第２「学校の災害応急対策」を準用するものとするが、地震災

害時の応急措置について次のとおり定めるものとする。
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１ 教育委員会

（１） 被害状況の把握と救急体制

学校施設における災害状況を把握し、必要に応じて被災施設の調査を行い、

人的被害に即応した救急計画を立てるものとする。

（２） 情報収集と指示連絡

学校及び社会教育施設等の被害情報の収集に努め、応急措置について指示連

絡するとともに復旧計画を策定するものとする。

２ 学校

学校は、各学校の防災計画に基づき活動するものとするが、特に以下の事項につ

き注意を払うものとする。

（１） 地震発生後の措置

児
童
・
生
徒
在
校
中

(１) 避難

地震発生時の行動は、児童・生徒の安全避難を最重点とし、児童・生徒を完全に把握し

て安全確保のための指示と誘導を行うとともに、火災発生に備えて重要書類等の持出しを

行うものとする。

(２) 防災措置

火気及び薬品類を使用中の場所（給食室、湯わかし所、理科・家庭科教室等）につい

て、直ちにこれを始末するとともに、火災等の発生を防ぐ措置を講ずるものとする。

(３) 人員確認と応急手当

災害発生避難後、速やかに児童・生徒及び教職員の人員確認を行うとともに、負傷者発

生の場合は応急手当を行うものとする。

(４) 避難と引渡し

災害の状況により、児童・生徒を避難場所へ誘導する。この場合、避難順序は秩序正し

く非常出入口に近いところから低学年を最初に避難させる。その際、１クラス１名の教職

員を必ず付けて誘導する。また速やかに保護者への引渡しを行うものとする。ただし、保

護者との連絡が不能の場合の保護について計画を策定しておく。

(５) 被災報告

被害の状況を調査し、教育委員会へ報告する。この場合、特にプールの貯水状況につい

ては必ず報告するものとする。

児
童
・
生
徒
不
在
中

(１) 防災業務の分担

災害の状況に応じ各学校の防災計画に基づく事務の分担等により、防災に努めるものと

する。

(２) 報告

被災状況を調査し、教育委員会に報告するものとする。

(３) 情報収集

児童・生徒の被災状況について、情報の収集に努めるものとする。
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（２） その他事前計画の必要な事項

避難所の運営等に教職員が携わる場合を想定し、次の事項について計画を策

定しておく。

ア 避難所の運営における教職員の役割及び町災害対策本部との連携

イ 児童・生徒の安否確認の方法

ウ 学校機能を早急に回復するために、学校内において避難者と児童・生徒とで

共用する部分と児童・生徒又は避難者のみが使用する部分の区分けの検討

エ 授業中に大規模地震が発生した場合の児童・生徒の帰宅及び保護者との連絡

方法

（３） 状況別対応行動

次の表は、地震発生時の状況に応じて児童・生徒がとる基本的な行動を例示

したものである。児童・生徒の安全を第一に考え、学校の実状、地域の実態に

応じた対応の検討を図るものとする。

児童・生徒の行動

登

下

校

時

・登下校中の児童生徒は、原則として帰宅する。ただし、学校の近くまで来ている場合は学校へ

避難する。

・交通機関利用生徒等は、駅員等の指示に従う。

・在宅の場合は登校しない。ただし、危険予想地域在住の児童・生徒は、直ちに避難所へ避難す

る。

【地震発生時の注意点】

・できるだけ安全な空間を確保する。

・カバン、コート等を頭にのせ、落下物から身を守る。

【避難時の注意点】

・古い建物、建設中の建物、保全管理の十分でない建物等、危険と思われる建物には近づかな

い。

・崖下、川岸からできるだけ早く遠ざかる。

・プロパンガス等が漏れているところ、また道路のアスファルトがめくれていたり、ひび割れし

ているところは、速やかに遠ざかる。

・火災現場から遠ざかる。

・狭い道路はできるだけ避けて通る。

・倒れた電柱、垂れ下がった電線には近づかない。
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在

校

時

留守家庭の児童及び交通機関利用生徒等は、学校に留まる。

〔教室〕

・教職員の指示をよく聞き、勝手な行動をとらない。

・机の下にもぐり、落下物から身を守る。また、窓や壁際から離れ、慌てて外へ飛び出さない。

・大きな揺れが収まったら、直ちに周囲の状況を確認のうえ、教職員の指示により荷物を持たず

上履きのままグラウンドへ出る。

〔廊下・階段〕

・できるだけ中央で伏せ、ガラスや壁の落下から身を守る。

〔グラウンド〕

・校舎からの落下物を避けるため速やかに校舎近くから離れ、グラウンド中央へ避難する。

・教室・校舎には戻らない。

【注意点】

・教職員の指示通りに行動し、特に「押さない」「走らない」「しゃべらない」をしっかり守

る。

校

外

活

動

時

基本的には帰宅する。ただし、状況により以下のようにする。

〔所属校から離れている場合〕

・鉄道、バス等の交通機関が停止するため、最寄りの避難地へ避難する。

・避難については地元市町村の指示に従う。

・山崩れ、崖崩れ等の危険予想地域から安全な場所に至急避難する。

〔所属校に近い場合〕

・ブロック塀、石塀の転倒や窓ガラス等の落下が生じやすい危険箇所を避けて学校に戻る。

【注意点】

・教職員の指示通りに行動し、特に「押さない」「走らない」「しゃべらない」をしっかり守

る。

・自分勝手な言動を絶対にとらない。

例……勝手に家に帰る。奇声・泣き声をあげる。

・デマ等に惑わされない。

・避難時には、よくまとまって行動し、特に指示のある場合を除き、走らない。

部

活

動

時

〔校内の場合〕

・顧問の指示に従って安全な場所に避難する。

・１人で勝手に行動しない。

・人員点呼後、できるだけ集団で帰宅する。

・帰宅できない児童生徒は顧問の指示に従う。

〔校外の場合〕

・校外や遠隔地で合宿等をしている場合は、その地域の指定された避難地へ集団で避難する。

・合宿地等が山崩れ、崖崩れ等の危険地域の場合には、直ちに安全な場所へ避難する。
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３ 社会教育施設

（１） 安全避難

開館時には地震発生と同時に火気を始末し、状況に応じて利用者を屋外へ避

難誘導し、安全確保に努めるものとする。

（２） 被災状況の報告

被災状況を調査し、速やかに教育委員会に報告するものとする。

第２ 文化財の災害応急対策

教育委員会事務局

第２編第２章第14節第３「文化財の災害応急対策」を準用する。

第３ 労働力の確保

総務課・産業振興課

第２編第２章第14節第４「労働力の確保」を準用する。

第４ 災害救助法の適用

総務課

第２編第２章第14節第５「災害救助法の適用」を準用する。

第５ 動物愛護

総務課

第２編第２章第14節第６「動物愛護」を準用する。
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第３章 災害復旧・復興

第１節 復旧・復興の基本方向の決定

第２編第３章第１節「復旧・復興の基本方向の決定」を準用する。

第２節 原状復旧

第２編第３章第２節「原状復旧」を準用する。

第３節 計画的復興の推進

第２編第３章第３節「計画的復興の推進」を準用する。

第４節 被災者等の生活再建の支援

第２編第３章第４節「被災者等の生活再建の支援」を準用する。

第５節 被災中小企業等の復興の支援

第２編第３章第５節「被災中小企業等の復興の支援」を準用する。

第６節 公共施設の復旧

第２編第３章第６節「公共施設の復旧」を準用する。

第７節 激甚災害法の適用

第２編第３章第７節「激甚災害法の適用」を準用する。

第８節 復旧資金の確保

第２編第３章第８節「復旧資金の確保」を準用する。

第９節 その他の被災者保護

第２編第３章第９節「その他の被災者保護」を準用する。
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	（１）　避難所の緑化
	（２）　家庭等の緑化


	第３　建築物の安全性の確保
	１　防災上重要な施設の堅ろう化
	（１）　災害対策本部が設置される施設（町役場）
	（２）　応急対策活動の拠点施設（警察署、消防署等）
	（３）　救護活動の拠点施設（保健センター）
	（４）　避難施設（学校、体育館、公民館等）
	（５）　社会福祉施設（介護・老人福祉施設）
	（６）　不特定多数の者が使用する施設

	２　建築基準の遵守指導
	３　強風による落下物対策
	４　空家等の把握

	第４　ライフライン施設の機能確保
	１　ライフライン施設の機能確保
	（１）　ライフラインの被災は、安否確認、住民の避難、救命・救助等の応急対策活動等に支障を与えるとともに避難生活環境の悪化等をもたらすことから、町及びライフライン事業者は、次によりライフライン施設の機能確保を図るものとする。
	ア　設備の設置又は改修に当たっては、各種技術基準に従うとともに、被害想定に配慮した設計を行う。
	イ　系統の多重化、拠点の分散、代替施設の整備等により、代替性を確保する。
	ウ　たてばやしクリーンセンターについては、大規模災害時に稼働することにより、熱供給等の役割も期待できることから、始動用緊急電源のほか、電気・水・熱の供給設備を設置するよう努めるものとする。

	（２）　町及び公共機関は、自ら保有するコンピュータシステムやデータのバックアップ対策を講じるとともに、企業等における安全確保に向けての自発的な取組を促進するものとする。
	（３）　ライフライン施設の機能の確保策を講じるに当たっては、大規模な風水害が発生した場合の被害想定を行い、想定結果に基づいた主要設備の風水害に対する安全性の確保、災害後の復旧体制の整備、資機材の備蓄等を行うものとする。

	２　防災体制の整備
	（１）　保安規程を遵守し、設備の巡視・点検を励行する。
	（２）　応急復旧に係る組織体制、動員体制を整備し、従業員に周知徹底させる。
	（３）　情報連絡体制を整備する。
	（４）　同業事業者及び関連事業者との広域的な応援体制を整備する。
	（５）　防災訓練を実施するとともに町又は県が実施する防災訓練に積極的に参加する。

	３　応急復旧用資機材の整備
	（１）　ライフライン事業者は、迅速な応急復旧を確保するため、応急復旧用資機材を備蓄するとともに同資機材の保守・点検を励行するものとする。
	（２）　下水道管理者は、民間事業者等との協定締結などにより発災後における下水道施設の維持又は修繕に努めるとともに、災害の発生時においても下水道の機能を維持するため、可搬式排水ポンプその他の必要な資機材の整備等に努めるものとする。

	４　需要者への防災意識の普及
	５　関係機関が連携した長期停電・通信障害対策

	第５　雪害の予防
	１　雪害に強いまちづくり
	２　雪に強い道路の整備
	３　道路の除雪体制の整備
	（１）　除雪資機材の整備
	（２）　排雪場所の確保
	（３）　融雪剤の備蓄
	（４）　除雪資機材の格納庫、融雪剤の保管庫、除雪要員の詰所及び積雪観測施設の機能を有する除雪基地の整備
	（５）　除雪要員の確保
	（６）　所管施設の緊急点検
	（７）　予防的な通行規制による集中的な除雪
	（８）　オペレーターの確保及び除雪技術向上の取り組み

	４　建設事業者の健全な存続
	５　除雪計画等の策定
	（１）　基本的な方針の策定
	ア　各道路管理者の連携強化による効率的な除雪体制
	イ　優先して除雪作業を行うべき区間
	ウ　効率的な除雪作業を行うための通行規制の実施
	エ　道路管理者間の道路交通規制情報の共有
	オ　道路利用者等に対する情報提供
	カ　災害の危険があり、早急に人命救助の必要な孤立集落が発生するおそれがある地域等における関係道路管理者の相互協力

	（２）　各道路管理者による除雪計画の策定

	６　鉄道交通の確保
	７　除雪（雪下ろしを含む）援助体制の整備
	（１）　町内においては、一人暮らし高齢者世帯の割合が高く、大雪時においては、個人による除雪作業がうまく進まない状況となる。また、このことは、障害者世帯や母子家庭についても同様である。
	（２）　町は、雪下ろし中の転落事故や屋根雪の落下等による人身事故の防止を図るよう、除雪作業の危険性と対応策を住民に示し、注意喚起に努めるものとする。

	８　住民に対する大雪時の留意事項の周知
	（１）　大雪時には、次のことに留意して行動する。
	ア　ラジオやテレビ等で気象情報、防災上の注意事項をよく聞く。
	イ　計画的・予防的な通行規制
	ウ　不要不急の外出・道路利用は見合わせる。
	エ　自家用車の使用は極力避ける。
	オ　エンジンをかけたままの駐車による一酸化炭素中毒に注意する。
	カ　カーポート等車庫の倒壊に注意し、屋根下に近づかないようにする。
	キ　屋根の雪下ろしは、安全確保のため、命綱や滑り止めの着用をするとともに、複数で作業を行うなどに留意する。
	ク　事故の防止に役立つ道具や装備品、これらの安全な使用方法等
	ケ　屋根雪の落下に注意し、極力、屋根下に近づかないようにする。
	コ　消防車や救急車等の緊急車両が通行できるよう、生活道路の除雪等に協力する。
	サ　協力し合って生活道路、歩道等を除排雪する。
	シ　雪崩に注意し、がけ、川べりには近づかない。




	第２節　迅速かつ円滑な災害応急対策への備え
	第１　避難誘導体制の整備
	１　警報等伝達体制の整備
	（１）　町は、警報等を緊急避難場所への避難や広域避難をする住民等に迅速かつ確実に伝達できるよう、伝達ルートを明確にしておく。
	（２）　町は、警報、避難指示等及び広域避難開始情報の内容を緊急避難場所への避難や広域避難をする住民に対し、防災ラジオ、いたくらお知らせメール、板倉町ホームページ、広報車等により迅速かつ確実に伝達する。
	（３）　町及びライフライン事業者は、Ｌアラート（災害情報共有システム）で発信する災害関連情報等の多様化に努めるとともに、情報の地図化等による伝達手段の高度化に努めるものとする。

	２　避難誘導計画の作成
	（１）　町は、避難路、緊急避難場所等をあらかじめ指定し、日頃から住民等への周知徹底に努めるものとする。
	（２）　町は、災害の想定等により必要に応じて、近隣の市町村の協力を得て、緊急避難場所を近隣市町村に設けるものとする。
	（３）　町は、消防機関、館林警察署等と協議して避難指示等の発令区域・タイミング、緊急避難場所、避難経路等の避難誘導に係る計画をあらかじめ作成する。その際、複数河川の氾濫等、複合的な災害が発生することを考慮するよう努めるものとする。また、防災訓練の実施や防災マップの作成・配布等により、その内容の住民等に対する周知徹底を図るための措置を講じるものとする。
	（４）　避難指示等が発令された場合の避難行動としては、緊急避難場所、安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等への避難（分散避難）を基本とするものの、ハザードマップ等を踏まえ、自宅等で身の安全を確保することができる場合は、住民自らの判断で「屋内安全確保」を行うことや、避難時の周囲の状況等により、緊急避難場所等への避難がかえって危険を伴う場合等やむを得ないと住民等自身が判断する場合は、「緊急安全確保」を行うべきことについて、町は、日頃から住民等への周知徹底に努めるものとする。
	（５）　（３）の計画に定めるべき事項は、次のとおりとする。
	ア　避難指示等の発令を行う基準
	イ　避難指示等の伝達方法
	ウ　緊急避難場所・避難所の名称、所在地、対象地区及び対象人口
	エ　避難経路及び誘導方法

	（６）　町は、緊急避難場所や避難所に避難した者については、ホームレスや旅行者、短期滞在者等を含め、住民票の有無等に関わらず適切に受け入れられるよう、地域の実情や他の避難者の心情等について勘案しながら、あらかじめ受け入れる方策について定めるよう努めるものとする。
	（７）　町は、避難指示等について、県、河川管理者、水防管理者、前橋地方気象台等の協力を得つつ、豪雨、洪水等の災害事象の特性、収集できる情報を踏まえ、避難すべき区域や判断基準（具体的な考え方）及び伝達方法を明確にした「避難情報の判断・伝達マニュアル」を作成するものとする。
	（８）　町は、気象警報、避難指示等を住民に周知することにより、迅速・的確な避難行動に結びつけるよう、その伝達内容等についてあらかじめ検討しておくものとする。
	（９）　町は、洪水等に対する住民の警戒避難体制として、洪水予報河川等及び水位周知下水道については、水位情報、堤防等の施設に係る情報、台風情報、洪水警報等により具体的な避難指示等の発令基準を設定するものとする。それら以外の河川等についても、氾濫により居住者や地下空間、施設等の利用者に命の危険を及ぼすと判断したものについては、水位情報や洪水警報の危険度分布等により具体的な避難指示等の発令基準を策定することとする。また、安全な場所にいる人まで緊急避難場所等へ避難した場合、混雑や交通渋滞が発生するおそれ等...
	（10）　町は、避難指示の発令の際には、避難場所を開放していることが望ましいが、避難のためのリードタイムが少ない局地的かつ短時間の豪雨の場合は、躊躇なく避難指示を発令するものとする。また、そのような事態が生じ得ることを住民にも周知するものとする。
	（11）　町は、大規模広域災害時に円滑な広域避難及び広域一時滞在が可能となるよう、他の地方公共団体との応援協定の締結や、広域避難における居住者等及び広域一時滞在における被災住民（以下「広域避難者」という。）の運送が円滑に実施されるよう運送事業者等との協定の締結など、災害時の具体的な避難・受入方法を含めた手順等を定めるよう努めるものとする。
	（12）　劇場等の興行場、駅、その他の不特定かつ多数の者が利用する施設の管理者は、避難誘導に係る計画の作成及び訓練の実施に努めるものとする。
	（13）　町は、不特定かつ多数の利用者がいる施設等においては、施設管理者と連携して、避難誘導等安全体制の確保に配慮するものとする。

	３　避難誘導訓練の実施
	４　緊急避難場所、避難所及び避難路の周知
	（１）　避難指示等を行う基準
	（２）　避難指示等の伝達方法
	（３）　緊急避難場所・避難所の名称、所在地、対象地区
	（４）　避難経路
	（５）　避難時の心得

	５　案内標識の設置
	（１）　町は、避難が迅速かつ安全に行われるよう、緊急避難場所及び避難所の案内標識の設置に努める。
	（２）　町は、案内標識の作成に当たっては、観光客等地元の地理に不案内な者でも理解できるように配慮するものとする。
	（３）　町は、緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合には、日本産業規格に基づく災害種別一般図記号を使用して、どの災害の種別に対応した避難場所であるかを明示するよう努めるものとする。
	（４）　町は、災害種別記号を使った避難場所標識の見方に関する周知に努めるものとする。

	６　要配慮者への配慮
	（１）　町は、避難行動要支援者（要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要する者。以下同じ。）が迅速・的確な行動が取れるよう地域の避難行動要支援者の実態に合わせ、家族や地域の協力のもとに避難行動要支援者ごとに担当者を配置するなど、きめ細やかな緊急連絡体制の確立を図る。
	（２）　町は、外国人旅行者等避難誘導の際に配慮を要する来訪者への情報伝達体制等の整備に努めるものとする。
	（３）　町は、学校等が保護者との間で、災害時における児童生徒等の保護者への引渡しに関するルールを、あらかじめ定めるよう促すものとする。
	（４）　町は、小学校就学前の子どもたちの安全で確実な避難のため、災害時における幼稚園・保育所・認定こども園等の施設と町間、施設間の連絡・連携体制の構築に努めるものとする。

	７　新型コロナウイルス感染症を含む感染症への対応

	第２　災害危険区域の災害予防
	１　災害危険区域の種類
	（１）　土木関係
	ア　重要水防箇所
	イ　浸水想定区域
	ウ　急傾斜地崩壊危険箇所


	２　住民等に対する危険性の周知
	３　町に対する情報の提供
	４　浸水被害拡大防止用資機材の備え
	５　浸水想定区域における警戒避難体制の整備
	（１）　町は、水防法（昭和24年法律第193号）に基づき、洪水浸水想定区域の指定があったときは、本計画において、洪水浸水想定区域ごとに、洪水予報等の伝達方法、避難場所及び避難経路に関する事項、洪水、雨水出水に係る避難訓練に関する事項、その他洪水時、雨水出水時（以下「洪水時等」という。）の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めるとする。
	（２）　町は、県、河川管理者、水防管理者、前橋地方気象台等の協力を得つつ、豪雨、洪水等の災害事象の特性、収集できる情報を踏まえ、避難すべき区域や判断基準（具体的な考え方）及び伝達方法を明確にした「避難情報の判断・伝達マニュアル」を作成するものとする。

	６　ハザードマップの作成
	７　要配慮者への配慮
	８　防災まちづくりの推進
	（１）　町は、防災・まちづくり・建築等を担当する各部局の連携の下、本計画や立地適正化計画等を踏まえ、災害の危険性等地域の実情に応じて、優先度の高い避難行動要支援者から個別避難計画を作成するとともに、住宅に関する補助や融資等における優遇措置等の対象となる立地を限定し、住宅を安全な立地に誘導するなど、まちづくりにおける安全性の確保を促進するよう努めるものとする。
	（２）　町は、豪雨、洪水等による危険の著しい区域については、災害を未然に防止するため、建築基準法に基づく災害危険区域の指定について検討を行い、必要な措置を講ずるものとする。なお、建築基準法に基づく災害危険区域の指定を行う場合は、既成市街地の形成状況や洪水浸水想定区域等の状況を踏まえ、移転の促進や住宅の建築禁止のみならず、町が定める水位より高い地盤面や居室の床面の高さ、避難上有効な高さを有する屋上の設置など、様々な建築の制限を幅広く検討するものとする。
	（３）　町は、立地適正化計画による都市のコンパクト化及び防災まちづくりの推進に当たっては、災害リスクを十分考慮の上、居住誘導区域を設定するとともに、同計画にハード・ソフト両面からの防災対策・安全確保対策を定める防災指針を位置付けるものとする。
	（４）　町は、溢水（いっすい）、湛水等による災害の発生のおそれのある土地の区域について、豪雨、洪水等に対するリスクの評価を踏まえ、原則として都市的土地利用を誘導しないものとし、必要に応じて、移転等も促進するなど、風水害に強い土地利用の推進に努めるものとする。
	（５）　町は、災害防止に配慮した土地利用を誘導するため、各種法規制の徹底及び開発事業者等に対する啓発を行うものとする。

	９　内水氾濫による水害
	10　急傾斜地崩壊危険区域

	第３　災害未然防止活動体制の整備
	１　公共施設における活動体制の整備
	２　水防活動体制の整備
	３　堰等の適切な操作体制の整備
	４　大雪に対する道路管理体制の整備
	５　鉄道の安全運行体制の整備
	６　気象情報の効果的利活用体制の整備

	第４　情報の収集・連絡体制の整備
	１　情報伝達の多ルート化及び情報収集・連絡体制の明確化
	２　情報収集・連絡に係る初動体制の整備
	（１）　町は、夜間・休日を含め、常時、情報の収集・伝達機能が確保できるよう、必要な要員の配置、宿日直体制等を整備するものとする。
	（２）　町は、防災行政無線、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）その他の災害情報等を瞬時に受信・伝達するシステムを維持・整備するよう努めるものとする。
	（３）　町は、Ｌアラート（災害情報共有システム）で発信する災害関連情報等の多様化に努めるとともに、情報の地図化等による伝達手段の高度化に努めるものとする。

	３　多様な情報の収集体制の整備
	（１）　町は、多様な災害関連情報を迅速に収集できるよう、電話やＦＡＸによる情報収集手段のほかに防災行政無線、ヘリコプターテレビシステム、インターネット等による情報収集体制を整備するものとする。
	（２）　町は、情報の共有化を図るため、防災関係機関が横断的に共有すべき防災情報を、共通のシステム（総合防災情報システム及びＳＩＰ４Ｄ（基盤的防災情報流通ネットワーク：Shared Information Platform for Disaster Management））に集約できるよう努めるものとする。

	４　情報の分析整理

	第５　通信手段の確保
	１　通信施設の整備及び保守管理の徹底
	２　災害時優先電話の指定
	３　代替通信手段の確保
	（１）　県防災行政無線

	４　通信の多ルート化
	５　通信訓練への参加

	第６　職員の応急活動体制の整備
	１　職員の非常参集体制の整備
	（１）　参集基準の明確化、連絡手段の確保、参集手段の確保、参集職員の確保等を図る。
	（２）　交通・通信の途絶、職員又は職員の家族等の被災などにより職員の動員に支障が生ずる場合を想定し、災害応急対策ができるよう、訓練等の実施に努める。
	（３）　円滑な参集ができるよう、職員に周知するとともに定期的に訓練を実施する。

	２　職員に対する応急活動内容の周知徹底

	第７　防災関係機関との連携体制の整備
	１　町における受援・応援体制の整備
	（１）　町は、災害対策基本法第67条の規定に基づく応援要請に関し、災害時に自らのみでは迅速かつ十分な対応が困難な場合に、他の地方公共団体からの物資の提供、人員の派遣、廃棄物処理等、相互に連携・協力し速やかに災害対応を実施できるよう、あらかじめ県内外市町村を始め関係機関との間での応援協定の締結に努めるものとする。協定の締結に当たっては、被災時に周辺市町村が後方支援を担える体制になるよう周辺市町村等との締結を考慮するとともに、大規模な風水害等による同時被災を避ける観点から、遠方に所在する市町村等との協...
	（２）　町は、避難指示等を発令する際に、災害対策基本法61条の２の規定に基づき、指定行政機関、指定地方行政機関（前橋地方気象台、河川管理者等）又は県に必要な助言を求めることができるよう、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先の共有を徹底しておくなど、必要な準備を整えておくものとする。
	（３）　町は、受援計画を定めるよう努め、また、受援に関する庁内全体及び各業務担当部署における受援担当者の選定や連絡・要請方法の確認、会議室のレイアウトの工夫やテレビ会議の活用など、応援職員等の執務スペースの適切な空間の確保への配慮や応援部隊の活動拠点の確保を図り、訓練を実施するなど、日頃から実効性の確保に留意し、災害時において協力を得られる体制の整備に努める。
	（４）　町は、県と協力し、応急対策職員派遣制度に基づく被災市町村への応援の円滑な実施及び他の都道府県等からの応援職員の円滑な受け入れに努めるものとする。
	（５）　町は、土木・建築職などの技術職員が不足している被災市町村への中長期派遣等による支援を行うため、技術職員の確保及び災害時の派遣体制の整備に努めるものとする。

	２　自衛隊との連携体制の整備
	（１）　町は、自衛隊（陸上自衛隊第12旅団）への災害派遣要請の県への依頼が迅速に行えるよう、あらかじめ要請の手順、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先を徹底しておくものとする。
	（２）　町は、自衛隊の災害派遣活動が円滑に行えるよう、相互の情報連絡体制の充実、及び共同の防災訓練の実施に努めるとともに、受入れに当たってのヘリポート、派遣部隊の宿泊施設の整備を図るものとする。

	３　一般事業者等との連携体制の整備
	４　建設業団体等との連携体制の整備
	５　救援活動拠点の整備
	６　円滑な救助の実施体制の構築

	第８　防災中枢機能の整備
	１　防災中枢機能の整備
	（１）　町の防災中枢機能は、資料編のとおりである。町は、災害時において、当該施設が災害応急対策の中枢施設として機能するよう整備を推進する。
	（２）　町は、災害情報を一元的に把握し、共有することができる体制の整備を図り、災害対策本部の機能の充実・強化に努めるものとする。

	２　災害応急対策に当たる機関の責任
	３　災害活動拠点等の整備
	（１）　町は、地域における災害活動の拠点として、現地災害対策本部、非常用食料・資機材の備蓄倉庫、緊急避難場所、避難所等の機能を持つ施設の整備に努めるものとする。
	（２）　町は、県と連携して道路及び都市公園等に県域を超える支援を行うための広域防災拠点や被災市町村を支援するための防災拠点を整備するよう努めるものとする。

	４　公的機関等の業務継続性の確保
	５　男女共同参画の視点を考慮した防災体制の整備

	第９　救助・救急、保健医療及び消火活動体制の整備
	１　救助・救急活動体制の整備
	（１）　救急・救助体制及び機能の強化
	（２）　救急・救助用資機材の整備
	ア　町は、館林地区消防組合消防本部と協力して救助工作車、救急車、照明車等の車両及びエンジンカッター、チェーンソー等の救急・救助用資機材の整備に努めるものとする。
	イ　自主防災組織は救助用資機材の整備に努めるものとし、町は、これを資金面で支援するものとする。

	（３）　保有資機材の把握

	２　医療活動体制の整備
	（１）　災害拠点病院の整備
	ア　町は、町内の医療機関と協力し、災害時に通常の医療体制では対応できない多数の患者が発生した場合や、医療機関の被害によって被災地域に医療の空白が生じた場合に、適切な医療が実施できるよう、県の災害派遣医療チーム（以下「ＤＭＡＴ」という。）との連携体制の整備など、医療救護体制を平時から整備する。（※ＤＭＡＴ：Disaster Medical Assistance Team）
	イ　災害拠点病院は、次の２種類で構成するものとする。
	ａ　基幹災害拠点病院
	ｂ　地域災害拠点病院

	ウ　災害拠点病院は、災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行うための高度の診療機能を有し、被災地からの重症傷病者の受入れ機能を有するとともに、傷病者等の受入れ及び搬出を行う広域搬送への対応機能、ＤＭＡＴの派遣機能を有するものとする。

	（２）　医薬品、医療資機材の備蓄

	３　消火活動体制の整備
	（１）　消防体制
	ア　構成
	イ　組織
	ａ　館林地区消防組合
	ｂ　板倉消防団


	（２）　火災予防対策
	ア　一般家庭に対する指導
	イ　防火管理者の育成
	ウ　予防査察の強化指導
	ａ　定期査察
	ｂ　特別査察
	ｃ　警戒査察
	ｄ　住宅査察

	エ　防火対象物点検制度の推進
	オ　火災予防運動の設定

	（３）　消防力の充実強化
	ア　消防組織
	イ　消防施設等の整備強化
	ウ　消防水利の多様化
	エ　消防団員の訓練
	ａ　消防用機械器具訓練
	ｂ　放水演習
	ｃ　災害応急対策訓練
	ｄ　人命救助訓練
	ｅ　出動訓練
	ｆ　危険物火災防ぎょ訓練

	オ　自衛消防力の強化
	ａ　自衛消防組織の確立
	ｂ　予防消防力の強化


	（４）　消防活動の困難を解消するための道路整備


	第10　緊急輸送活動体制の整備
	１　輸送拠点の確保
	２　ヘリポートの確保
	３　緊急輸送道路ネットワークの形成
	４　災害に対する緊急輸送道路の安全性の確保等
	５　燃料の確保

	第11　避難の受入体制の整備
	１　緊急避難場所
	（１）　緊急避難場所の指定
	ア　町は、災害種別に応じて、災害及びその二次災害のおそれのない場所にある施設又は構造上安全な施設を緊急避難場所として指定するものとする。指定した緊急避難場所については、災害の危険が切迫した緊急時において、施設の開放を行う担当者をあらかじめ定める等管理体制を整備しておくものとする。
	イ　緊急避難場所は災害種別に応じて指定がなされていること及び避難の際には発生するおそれのある災害に適した緊急避難場所を避難先として選択すべきであることについて、日頃から住民等への周知徹底に努めるものとする。特に、緊急避難場所と避難所が相互に兼ねる場合においては、特定の災害においては当該施設に避難することが不適当である場合があることを日頃から住民等への周知徹底に努めるものとする。

	（２）　緊急避難場所の指定基準

	２　避難所
	（１）　避難所の指定
	ア　町は、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策等を踏まえ、公民館、学校等の公共的施設等を対象に、その管理者の同意を得た上で、避難者が避難生活を送るために必要十分な避難所をあらかじめ指定しているが、施設の老朽化、地域の人口の変化など地域の実情に応じた避難者数を想定し、さらに他市町村との相互応援協力体制のバックアップのもとに避難所の整備を図る。

	（２）　避難所の指定基準
	ア　住民にとって身近な施設にすること。
	イ　二次災害などのおそれがないこと。
	ウ　立地条件や建物の構造等を考慮し、安全性が十分確保されていること。
	エ　主要道路等との緊急搬出入用災害アクセスが確保されていること。
	オ　環境衛生上問題のないこと。

	（３）　学校を避難所として指定する場合の配慮
	（４）　避難所における生活環境の確保
	ア　町は、避難所となる施設については、あらかじめ、必要な機能を整理し、必要に応じ、良好な生活環境を確保するために、換気、照明等の施設の整備に努めるものとする。
	イ　町は、避難所において貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイレ、マット、非常用電源、衛星携帯電話等の通信機器等のほか、空調、洋式トイレなど要配慮者にも配慮した施設・設備の整備に努めるとともに、避難者による災害情報の入手に資するテレビ、ラジオ等の機器の整備を図るものとする。また、停電時においても、施設・設備の機能が確保されるよう、再生可能エネルギーの活用を含めた非常用発電設備等の整備に努めるものとする。
	ウ　町は、指定管理施設が避難所となっている場合には、指定管理者との間で事前に避難所運営に関する役割分担等を定めるよう努めるものとする。
	エ　町及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保のために、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換に努めるものとする。
	オ　町は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、平常時から、避難所のレイアウトや動線等を確認しておくとともに、感染症患者が発生した場合の対応を含め、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、必要な措置を講じるよう努めるものとする。また、必要な場合には、国や独立行政法人等が所有する研修施設、県と県旅館ホテル生活衛生同業組合が締結した協定等に基づくホテル・旅館等の活用を含めて、可能な限り多くの避難所の開設に努めるものとする。

	（５）　物資の備蓄
	（６）　運営管理に必要な知識の普及
	（７）　福祉避難所
	ア　町は、避難所内の一般避難スペースでは生活することが困難な障害者、医療的ケアを必要とする者等の要配慮者のため、介護保険施設、障害者支援施設等を福祉避難所に指定するよう努めるものとする。特に、医療的ケアを必要とする者に対しては、人工呼吸器や吸引器等の医療機器の電源の確保等の必要な配慮をするよう努めるものとする。
	イ　町は、福祉避難所として要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては、要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられており、また、災害が発生した場合において要配慮者が相談等の支援を受けることができる体制が整備され、主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限り確保されるものを指定するものとする。
	ウ　町は、福祉避難所について、必要に応じて、あらかじめ福祉避難所として避難所を指定する際に、受入れ対象者を特定して公示するものとする。
	エ　町は、前述の公示を活用しつつ、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を事前に調整の上、個別避難計画等を作成し、要配慮者が、避難が必要となった際に福祉避難所へ直接避難することができるよう努めるものとする。



	第12　食料・飲料水及び生活必需品等の調達・供給体制の整備
	１　備蓄計画
	（１）　町は、災害時に必要とされる食料、飲料水、生活必需品、燃料、ブルーシート、土のう袋及びその他の関連資機材の備蓄を推進するものとする。
	（２）　備蓄に当たっては、物資の性格に応じ、集中備蓄及び避難所の位置を勘案した分散備蓄を組み合わせて行い、備蓄拠点を設置するなどの整備に努めるものとする。
	（３）　備蓄拠点については、輸送拠点として指定するなど、円滑な緊急輸送が行われるよう配慮するものとする。
	（４）　町は、物資調達・輸送調整等支援システムを活用し、あらかじめ、備蓄物資や物資拠点の登録に努めるものとする。
	（５）　町は、各家庭において「最低３日間、推奨１週間」分の非常用の飲料水、食料等を備蓄するよう、住民に対し啓発を行うものとし、住民はこれらの備蓄に努めるものとする。

	２　調達計画
	３　町における備蓄・調達・供給の体制
	（１）　備蓄場所及び備蓄量は、別に「備蓄物資管理台帳」にて、管理するものとする。
	（２）　備蓄品目は、乳幼児、高齢者、病弱者等の要配慮者の特性にも配慮して決める。特に、食料については、通常の食事を摂取できない要配慮者等への配慮に努める（アレルギー対応の食料、粉ミルクやお粥等）。
	（３）　備蓄品目は、男女のニーズの違いにも配慮して決める。
	（４）　救助用資機材等についても備蓄を進める。
	（５）　民間の流通在庫備蓄等を活用するものとし、業者との協定の締結に努める。
	（６）　災害時における飲料水を確保するために、保存水の備蓄、応急給水を行うための給水タンク、運搬車両等を整備すると共に、電源等の確保に必要な自家発電設備等の整備及び燃料等の確保を図り、停電時でも被災者の安全を確保するための施設及び設備の整備を図る。また、水泳プールなどの水を飲料可能な状態にする浄水機の導入なども広く検討する。

	４　物資の調達、輸送等に関する訓練の実施

	第13　広報・広聴体制の整備
	１　広報体制の整備
	（１）　町は、大規模停電時も災害関連情報の広報が迅速かつ的確に行えるよう、次のとおり広報体制の整備を図るものとする。
	ア　総務課（災害対策本部設置時は防災総括班）を広報担当部署と定めるものとする。
	イ　広報する事項は以下のとおりである。
	ウ　広報媒体は以下のとおりである。
	エ　災害時における報道要請及びその受入れについて、報道機関との間で協定を締結するなどして協力体制を構築する。

	（２）　報道機関は、大規模災害時も含め災害情報を常に住民に伝達できるよう、その体制及び施設・設備の整備を図るものとする。
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	３　事業所（企業）の防災の促進
	（１）　事業所は、災害時の従業員、利用者等の安全を守るとともに、経済活動の維持、地域住民への貢献を十分に認識し、災害時行動マニュアルの作成、防災体制の整備、防災訓練等を実施するなどの防災活動の推進に努めるものとする。
	ア　従業員等の防災教育
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	（２）　事業所も地域コミュニティの一員であることから、平時から地域住民、自主防災組織等と連携して災害に対応する仕組みの構築に努める。
	（３）　事業所の自主的判断による地域貢献だけでなく、町が行う災害対応の一部を事業所が、その得意な業務において、協力・応援することについて、あらかじめ町と協定を締結するなど、平時から町との連携に努める。
	（４）　事業者は、豪雨や暴風などで屋外移動が危険な状況であるときに従業員等が屋外を移動することのないよう、また、避難を実施する場合における混雑・混乱等を防ぐため、テレワークの実施、時差出勤、計画的休業など不要不急の外出を控えさせるための適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
	（５）　災害時の事業活動の維持又は早期の機能回復は、都市機能回復に重要な役割を果たす一方、事業所は災害による被害を最小化し、自ら存続を図っていかなければならない。そのため、バックアップシステムの整備、要員の確保、安否確認の迅速化などにより災害時に事業活動が中断した場合に、可能な限り短期間で重要な機能を再開できるような経営戦略の策定に努める。
	（６）　町及び各業界の民間団体は、事業所防災に資する情報の提供等を進めるとともに、事業所のトップから一般職員に至る職員の防災意識の高揚を図るとともに、優良企業表彰、事業所の防災に係わる取組の積極的評価等により事業所の防災力向上の促進を図るものとする。また、町は、事業所防災分野の進展に伴って増大することになる事業継続計画（ＢＣＰ）策定支援及び事業継続マネジメント（ＢＣＭ）構築支援等の高度なニーズにも的確に応えられる市場の健全な発展に向けた条件整備に取り組むものとする。
	（７）　町は、企業をコミュニティの一員としてとらえ、地域の防災訓練等への積極的参加を呼びかけ、防災に関するアドバイスを行うものとする。
	（８）　浸水想定区域内に位置し、本計画に名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、防災体制に関する事項、避難誘導に関する事項、避難の確保を図るための施設の整備に関する事項、防災教育・訓練に関する事項、水防法に基づき設置した自衛水防組織の業務に関する事項等の計画を作成し、当該計画に基づき、避難誘導等の訓練を実施するものとする。また、作成した計画及び自衛水防組織の構成員等について町長に報告するものとする。
	（９）　要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、介護保険法関係法令等に基づき、自然災害からの避難を含む非常災害に関する具体的計画を作成するものとする。
	（10）　町は、要配慮者利用施設の避難確保に関する計画や避難訓練の実施状況等について、定期的に確認するよう努めるものとする。また、町は、当該施設の所有者又は管理者に対して、必要に応じて、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言等を行うものとする。
	（11）　町及び町商工会は、中小企業等による事業継続力強化計画に基づく取組等の防災・減災対策の普及を促進するため、連携して、事業継続力強化支援計画の策定に努めるものとする。

	４　住民及び事業者による地区内の防災活動の推進
	（１）　町内の一定の地区内の住民及び当該地区に事業所を有する事業者は、当該地区における防災力の向上を図るため、共同して、防災訓練の実施、物資等の備蓄、高齢者等の避難支援体制の構築等自発的な防災活動の推進に努めるものとする。この場合、必要に応じて、当該地区における自発的な防災活動に関する計画を作成し、これを地区防災計画の素案として町防災会議に提案するなど、町と連携して防災活動を行うこととする。
	（２）　町は、本計画に地区防災計画を位置付けるよう町内の一定の地区内の住民及び当該地区に事業所を有する事業者から提案を受け、必要があると認めるときは、本計画に地区防災計画を定めるものとする。
	（３）　町は、個別避難計画が作成されている避難行動要支援者が居住する地区において、地区防災計画を定める場合は、地域全体の避難が円滑に行われるよう、個別避難計画で定められた内容を前提とした避難支援の役割分担及び支援内容を整理し、両計画の整合が図られるよう努めるものとする。また、訓練等により、両計画の一体的な運用が図られるよう努めるものとする。
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	２　避難行動要支援者の避難支援体制の整備
	（１）　町は、本計画に定めるところにより、消防機関、県警察、民生委員・児童委員、福祉専門職、町社会福祉協議会、自主防災組織など避難支援等に携わる関係者に対し、避難行動要支援者本人の同意、又は、町の条例の定めがある場合には、あらかじめ避難行動要支援者名簿を提供するとともに、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図るものとする。その際、名簿情報の漏えいの防止等必要な措置を講じるものとする。
	（２）　町は、本計画に定めるところにより、消防機関、県警察、民生委員・児童委員、福祉専門職、町社会福祉協議会、自主防災組織など避難支援等に携わる関係者に対し、避難行動要支援者本人及び避難支援等実施者の同意、又は、町の条例の定めがある場合には、あらかじめ個別避難計画を提供するものとする。また、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図るものとする。その際、個別避難計画情報の漏えいの防止等必要な措置を講じるものとする。
	（３）　町は、個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者についても、避難支援等が円滑かつ迅速に実施されるよう、平常時から、避難支援等に携わる関係者への必要な情報の提供、関係者間の事前の協議・調整その他の避難支援体制の整備など、必要な配慮をするものとする。
	（４）　町は、地区防災計画が定められている地区において、個別避難計画を作成する場合は、地区防災計画との整合が図られるよう努めるものとする。また、訓練等により、両計画の一体的な運用が図られるよう努めるものとする。

	３　避難体制の強化
	（１）　避難指示等の伝達体制の整備
	（２）　避難誘導体制の整備
	（３）　緊急避難場所から福祉避難所又は避難所への移送
	（４）　避難行動要支援者が参加する防災訓練の実施
	（５）　福祉避難所の指定・整備
	（６）　福祉避難所の設置・運営訓練

	４　環境整備
	５　人材の確保
	６　要配慮者利用施設管理者との連携
	（１）　要配慮者利用施設
	（２）　要配慮者利用施設の安全性の確保
	（３）　要配慮者利用施設の防災体制整備
	ア　自施設の立地環境による災害危険性（洪水等）の把握及び職員への周知
	イ　防災気象情報の的確な入手手段の整備
	ウ　職員の動員基準及び動員伝達体制の整備
	エ　施設周辺状況の確認（情報の収集）
	オ　避難場所、避難所及び避難経路の確認
	カ　避難、救出及び安否確認の体制の整備
	キ　町、消防機関、警察機関等防災関係機関との連絡体制の整備
	ク　避難誘導、救出等についての地域住民や自主防災組織等との協力体制の整備
	ケ　防災訓練等防災教育の充実
	コ　食料品、避難生活用の医療・介護用品等の備蓄
	サ　燃料の調達体制の確保

	（４）　町の支援
	ア　要配慮者利用施設の立地環境による災害危険性（洪水等）を把握し、当該情報を要配慮者利用施設に提供するものとする。
	イ　要配慮者利用施設との緊急連絡体制を整備する。
	ウ　要配慮者利用施設に避難指示等の避難情報を提供するとともに、そのための伝達体制を整備する。エ　要配慮者利用施設に防災気象情報の提供を行う。
	カ　避難誘導、救出等に対する支援体制の整備（地域住民や自主防災組織等の協力を含む。）をする。
	キ　要配慮者利用施設における防災教育への協力を行う。


	７　消防機関及び警察機関の支援
	ア　緊急時における消防機関・警察機関と避難行動要支援者との連絡体制の整備をする。
	イ　避難誘導、救出等に対する支援体制の整備（地域住民や自主防災組織等の協力を含む）をする。
	ウ　避難行動要支援者への防災教育・啓発の協力を行う。

	８　地域住民及び自主防災組織の支援
	９　防災教育及び啓発
	10　防災と福祉の連携


	第５節　その他の災害予防
	第１　災害廃棄物対策
	１　災害廃棄物の発生への対応
	（１）　町は、大量の災害廃棄物の発生に備え、広域処理体制の確立や民間連携の促進及び十分な大きさの仮置場・処分場の確保に努めるものとする。また、広域処理を行う地域単位で、一定程度の余裕をもった処理施設の能力を維持し、災害廃棄物処理機能の多重化や代替性の確保を図るものとする。
	（２）　町は、仮置場の配置や災害廃棄物の処理方法等について具体的に示した災害廃棄物処理計画を策定するものとする。
	（３）　町は、災害廃棄物対策に関する広域的な連携体制や民間連携の促進等に努めるものとする。
	（４）　町は、災害廃棄物に関する情報のほか、災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）、災害廃棄物処理支援員制度（人材バンク）、地域ブロック協議会の取組等に関して、ホームページ等において公開する等、周知に努めるものとする。


	第２　罹災証明書の交付体制の整備
	１　罹災証明書の交付体制の整備
	（１）　町は、災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、住家被害の調査や罹災証明書の交付の担当部局を定め、住家被害の調査の担当者の育成、他の地方公共団体や民間団体との応援協定の締結、応援の受入れ体制の構築等を計画的に進めるなど、罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制の整備に努めるものとする。
	（２）　町は、効率的な罹災証明書の交付のため、当該業務を支援するシステムの活用について検討するものとする。




	第２章　災害応急対策
	第１節　災害発生直前の対策
	第１　警報等の伝達
	１　伝達体制の整備
	（１）　体制の整備
	（２）　伝達責任者
	ア　勤務時間中においては、伝達責任者として総務課長が必要に応じて町長に連絡するものとする。
	イ　勤務時間外、休日においては、気象警報等を受領した日直・当直者等が総務課長に直ちに報告し、総務課長は町長に連絡するものとする。


	２　気象業務法に基づく特別警報・警報・注意報
	（１）　特別警報・警報・注意報の種類及び概要
	ア　特別警報・警報・注意報は、その種類にかかわらず解除されるまで継続される。また、新たな特別警報・警報・注意報が発表されるときは、これまで継続中の特別警報・警報・注意報は自動的に解除されて、新たな特別警報・警報・注意報に切り替えられる。
	イ　地面現象及び浸水警報・注意報は、その警報及び注意報事項を気象警報及び気象注意報に含めて行う。
	ウ　地面現象の特別警報は、大雨特別警報に含めて「大雨特別警報（土砂災害）」として発表する。

	（２）　特別警報・警報・注意報の発表区域
	（３）　大雨警報・洪水警報の危険度分布等
	（４）　早期注意情報（警報級の可能性）

	３　気象業法に基づく府県気象情報等
	（１）　全般気象情報、関東甲信地方気象情報、群馬県気象情報
	（２）　記録的短時間大雨情報
	（３）　竜巻注意情報

	４　消防法に基づく火災気象通報
	（１）　前橋地方気象台は、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、消防法第22条第１項の規定に基づき当該状況を知事に通報するものとする。
	（２）　火災気象通報は、次のいずれかの条件に該当したときに行うものとする。
	ア　実効湿度が50％以下で、最小湿度が25％以下になる見込みのとき（乾燥注意報の発表基準と同じ。）。
	イ　平均風速が13ｍ／ｓ以上になる見込みのとき（強風注意報の発表基準と同じ。ただし降雨、降雪中又はまもなく降り出すと予想されるときは通報しないことがある。）。


	５　消防法に基づく火災警報
	６　水防法に基づく洪水予報・水防警報
	（１）　洪水予報の種類と発表基準
	ア　利根川上流部・渡良瀬川下流部・渡良瀬川上流部洪水予報
	ａ　指定河川洪水予報
	ｂ　洪水予報発表基準にかかわる基準観測所 （単位：m）


	（２）　水防警報の種類及び発表基準
	イ　水防警報又は水位情報の通知及び周知
	水防警報又は水位情報の通知及び周知の対象となる基準観測所（県）
	水位情報の通知及び周知の対象となる基準観測所（国）



	７　河川状況の情報提供
	（１）　県は、洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、氾濫危険水位を定め、その水位に達したときは、水位又は流量を示し、その状況を直ちに町長等に通知し、必要に応じ報道機関の協力を求めて、一般に周知するものとする。また、その他の河川についても、町役場等の所在地に係る河川については、雨量の情報を活用する等、河川の状況に応じた簡易な方法も用いて、町等へ河川水位等の情報を提供するよう努めるものとする。
	（２）　県は、町長による洪水時における避難指示等の発令に資するよう、町長へ河川の状況や今後の見通し等を直接伝えるよう努めるものとする。

	８　気象情報の伝達系統
	（１）　前橋地方気象台からの伝達系統及び伝達手段
	（２）　町における措置

	４　異常現象発見時の措置
	（１）　発見者の通報
	（２）　警察官の通報
	（３）　町の通報
	ア　前橋地方気象台
	イ　県（危機管理課）、館林行政県税事務所その他異常現象に関係のある県関係機関
	ウ　必要に応じ異常現象に関係のある近隣市町村

	（４）　通報を要する異常現象
	ア　著しく異常な気象現象
	イ　火山現象
	ウ　その他異常現象

	（５）　異常現象の通報系統


	第２　避難誘導
	１　避難指示等
	（１）　避難指示等の基準
	ア　洪水予報指定河川（利根川、渡良瀬川）
	イ　水位周知河川（谷田川）
	ウ　谷田川流域内水氾濫

	（２）　避難指示等の発令
	ア　町長は、住民の生命、身体又は財産を災害から守るため必要と認めるときは、速やかに避難指示等の発令を行うものとする。特に、台風による大雨発生など事前に予測が可能な場合においては、大雨発生が予測されてから災害のおそれがなくなるまで、住民に対して分かりやすく適切に状況を伝達することに努めるものとする。
	イ　町は、住民に対する避難指示等の発令にあたり、対象地域の適切な設定等に留意するとともに、避難指示及び緊急安全確保を夜間に発令する可能性がある場合には、避難行動をとりやすい時間帯における高齢者等避難の発令に努めるものとする。
	ウ　町は、災害対策本部の置かれる本庁舎等において十分な状況把握が行えない場合は、避難指示等を行うための判断を風水害の被災地近傍の支所等において行うなど、適時適切な避難誘導に努めるものとする。
	エ　避難指示等が発令された場合の避難行動としては、緊急避難場所、安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等への避難（分散避難）を基本とするものの、ハザードマップ等を踏まえ、自宅等での身の安全を確保することができる場合は、住民自らの判断で「屋内安全確保」を行うことや、避難時の周囲の状況等により、緊急避難場所等への避難がかえって危険を伴う場合等やむを得ない場合は、「緊急安全確保」を行うべきことについて、町は、住民等への周知徹底に努めるものとする。
	オ　町長は、避難時の周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場合等やむを得ないときは、「緊急安全確保」を講ずべきことにも留意するものとする。
	カ　町は、災害が発生するおそれがある場合には、必要に応じ、高齢者等避難の発令等と併せて緊急避難場所を開放し、住民等に対し周知徹底を図るものとする。
	キ　町長のほか法令に基づき避難の指示を行う権限を有する者は、住民の生命、身体又は財産を災害から守るため必要と認めるときは、速やかに避難の指示を行うものとする。
	ク　町は、指定行政機関、指定地方行政機関及び県に対し、避難指示等の対象地域、判断時期等について、その所掌事務に関し、助言を受けることができる。また、町は、避難指示等の発令に当たり、必要に応じて気象防災アドバイザー等の専門家の技術的な助言等を活用し、適切に判断を行うものとする。

	（３）　明示する事項
	（４）　伝達方法
	ア　防災行政無線（防災ラジオ）
	イ　自主防災組織による伝達
	ウ　広報車による伝達
	エ　メール配信による伝達
	オ　テレビ・ラジオ等の報道機関による周知

	（４）　町から関係機関への連絡
	ア　県への報告
	イ　施設管理者への連絡
	ウ　警察、消防機関等への連絡
	エ　近隣市町村への連絡


	２　避難誘導等
	（１）　避難誘導の方法
	ア　避難誘導は、町職員のほか、警察官、消防団員、区長等の協力を得て行い、できるだけ地域ごとの集団避難を心がけるものとする。
	イ　危険な地点には標示、縄張りを行うほか、状況により誘導員を配置し安全を期する。また、夜間においては可能な限り照明器具等を使用して避難中の事故防止に努める。
	ウ　立ち退き避難に当たっては、要配慮者を優先して行う。
	エ　避難は、原則として徒歩によるものとするが、状況により避難行動要支援者は、適当な場所に集合させ、車両等による輸送を行う。
	オ　常に周囲の状況に注意し、緊急避難場所や避難所の状況が悪化した場合は、直ちに再避難の措置を講ずる。

	（２）　避難時の留意事項
	ア　戸締り、火気及び電気ブレーカーの始末を完全にすること。
	イ　携行品は必要最少限度のものにすること。
	ウ　服装はなるべく軽装とし、帽子、雨具、防寒衣等を携行すること。
	エ　原則として徒歩によるものとし、車での避難は極力避けるよう指導すること。

	（３）　避難終了後の確認
	ア　避難指示等を発令した地域に対しては、避難終了後速やかに警察官等の協力を得て巡回を行い、犯罪の予防に努めるとともに、立ち退き避難の遅れた者などの有無の確認に努め、救出等の措置をとるものとする。
	イ　避難指示等に従わない者に対しては極力説得し、なお説得に応じない者がある場合で、人命救助のために特に必要があるときは、警察官に連絡する等、必要な措置をとる。


	３　警戒区域の設定

	第３　広域避難
	１　自主的広域避難
	２　公的広域避難（相互応援協定に基づくもの）
	（１）　受入れ希望先市町への避難場所の開設要請
	（２）　（１）の要請を受けた市町は、避難者の受入れ可能な施設を確認し、その結果を町に連絡する。
	（３）　（２）の連絡の結果、受入れ希望先市町での避難場所が確保された場合、町は、当該避難場所に対し、避難所開設職員を派遣する。

	３　公的広域避難（相互応援協定によらないもの）
	（１）　県内の他の市町村への広域的な避難等
	ア　町は、災害の予測規模、避難者数等に鑑み、町の区域外への広域的な避難、指定避難所及び指定緊急避難場所の提供が必要であると判断した場合において、県内の他市町村への受入れについて、当該市町村に直接協議するものとする。
	イ　町は、アの協議をするときは、あらかじめ、その旨を県に報告するものとする。ただし、あらかじめ報告することが困難なときは、協議の開始の後、遅滞なく、報告するものとする。
	ウ　アの協議を受けた市町村（以下本項目において「協議先市町村」という。）は、当該避難者等（以下「要避難者」という。）を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、要避難者を受け入れるものとする。この場合において、協議先市町村は、アによる滞在（以下「広域避難」という。）の用に供するため、受け入れた要避難者に対し指定緊急避難場所その他の避難場所を提供するものとする。
	エ　ウの場合において、協議先市町村は、当該市町村において要避難者を受け入れるべき避難場所を決定し、直ちに、その内容を当該避難場所を管理する者等に通知するとともに、町長に通知するものとする。
	オ　町長は、エの通知を受けたときは、速やかにその内容を公示し、及び現に要避難者を受け入れている避難場所を管理する者等に通知するとともに、県に報告するものとする。

	（２）　他の都道府県の市町村への広域的な避難等
	ア　町は、（１）アの場合において、他の都道府県内の市町村への受け入れについては、県に対し、当該他の都道府県と当該要避難者の受入れについて協議することを求めるものとする。
	イ　県は、協議先都道府県からの通知（協議先都道府県から協議を受けた県外市町村が決定した要避難者を受け入れるべき避難場所の決定に係る通知）を受けたときは、速やかに、その内容を町に通知するものとする。
	ウ　町は、イの通知を受けたときは、速やかに、その内容を公示するとともに、現に要避難者を受け入れている避難場所を管理する者等に通知するものとする。

	（３）　町による県外広域避難の協議等
	ア　町は、（２）アの場合において、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、要避難者の受入れについて、他の都道府県内の市町村に直接協議するものとする。
	イ　町は、アの協議をするときは、あらかじめ、その旨を県に報告するものとする。ただし、あらかじめ報告することが困難なときは、協議の開始の後、遅滞なく、報告するものとする。
	ウ　町は、都道府県外協議市町村から要避難者を受け入れるべき避難場所の決定通知を受けたときは、速やかに、その内容を公示し、及び現に要避難者を受け入れている避難場所を管理する者等に通知するとともに、県に報告するものとする。

	（４）　広域避難に係る助言


	第４　災害未然防止活動
	１　水防活動の実施
	２　堰、水門、ポンプ場等の適切な操作

	第５　物資及び電力確保に関する事前対策
	１　物資調達・輸送等に関する事前対策


	第２節　発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保
	第１　災害情報の収集・連絡
	（１）　情報の収集に当たっては、住民の生命・身体に係る情報を優先的に収集する。
	（２）　情報の錯綜等により各機関の報告内容はそのまま計上できないので、報告する際は、情報源を示して報告する。
	（３）　災害発生直後においては、情報の正確性よりも迅速性が優先されるため、情報収集に当たっては概括的な情報を報告する。
	１　被害報告等取扱責任者
	２　災害情報の収集
	（１）　調査方法
	ア　被害状況等の調査は、次のとおり関係機関及び団体の協力、応援を得て実施するものとする。
	イ　各区長又は消防団の各分団長は、当該地区の被害状況を地域住民の協力を得て迅速かつ的確に把握し、町に報告するものとする。
	ウ　町は、板倉郵便局との「災害時における相互協力に関する覚書」に基づき、郵便局員から町内の被災状況等の情報を収集する。
	エ　総務課長は、前記アからウまで等により情報を集約し、町長に報告する。

	（２）　調査上の留意点

	３　災害情報の連絡
	（１）　災害対策基本法及び消防組織法に基づく報告
	ア　「災害報告要領」（昭和45年４月10日付け消防防第246号消防庁長官通知）及び「火災・災害等即報要領」（昭和59年10月15日付け消防災第267号消防庁長官通知）の規定に基づき、被害規模の概括的情報を含め、人的被害、住家被害、応急対策活動状況等の情報を把握できた範囲から直ちに館林行政県税事務所を経由して危機管理課に報告する。
	イ　この際、館林行政県税事務所に連絡がつかない場合又は緊急を要する場合は危機管理課に直接報告するものとし、いずれにも連絡がつかない場合は消防庁に直接報告する。
	ウ　行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録を行っていることが判明した場合には、当該登録地の市町村又は都道府県（外国人のうち、旅行者など住民登録の対象外の者は直接又は必要に応じ外務省を通じて在京大使館等）に連絡するものとする。
	エ　応援の必要性については、時期を逸することなく連絡する。
	オ　具体的な報告方法は次による。
	ａ　災害概況即報
	ｂ　被害状況即報
	①第１報は、被害状況を確認し次第報告。
	②第２報以降は、人的被害に変動がある場合は１時間ごとに報告。
	人的被害が変動せず、その他の被害に変動がある場合は、３時間ごとに報告。
	③災害発生から24時間経過後は、被害に変動がある場合に、６時間ごとに報告。

	ｃ　災害確定報告

	カ　記入要領

	（２）　災害対策基本法及び消防組織法に基づかない連絡
	（３）　町は、必要に応じ、収集した被災現場の画像情報の官邸及び政府本部等を含む防災関係機関への共有を図るものとする。


	第２　通信手段の確保
	１　通信手段の機能確認及び通信施設の復旧
	２　災害時における通信の方法
	（１）　通信施設の現況
	ア　県防災行政無線
	ａ　県防災行政無線は、県と県内各市町村、消防本部、県出先機関とを有機的に結んでいる。
	ｂ　町は、県防災行政無線を活用して県と情報連絡を行うとともに、県出先機関や近隣市町村等との連絡に活用する。

	イ　一般加入電話（災害時優先電話、携帯電話を含む。）

	（２）　災害時優先電話の利用
	（３）　他機関の通信設備の利用
	ア　警察無線…………館林警察署
	イ　消防無線…………板倉消防署
	ウ　ＮＴＴ無線………ＮＴＴ群馬支店

	（４）　非常通信の確保
	ア　非常通信の発受
	イ　発信依頼要請
	ａ　冒頭に「非常」と朱書きする。
	ｂ　あて先の住所、氏名（職名）及び電話番号を記載する。
	ｃ　本文を200字以内で記載する。（濁点、半濁点は字数に数えない。）
	ｄ　末尾に発信者の住所、氏名（職名）及び電話番号を記載する。


	（５）　アマチュア無線の協力要請
	（６）　すべての通信が途絶した場合の措置



	第３節　活動体制の確立
	第１　災害対策本部の設置
	１　設置の決定
	（１）　町内に災害が発生し、又は発生するおそれがあり、当該災害について災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用され、又は適用される見込みがあるとき。
	（２）　次の場合で町長が必要と認めたとき。
	ア　町内に気象警報又は特別警報が発表され、相当規模の災害が発生し、又は発生するおそれがあり、全庁的な対応が必要な場合。
	イ　気象警報又は特別警報の発表の有無にかかわらず、町内に災害が発生し、又は発生するおそれがあり、当該災害の態様、規模又は社会的影響等から見て、その対応について町長による指揮が望ましい場合。


	２　設置場所
	３　廃止の決定
	４　設置及び廃止の通知
	５　本部会議
	（１）　災害対策本部に本部会議を置く。
	（２）　本部会議は、本部長、副本部長、及び本部員をもって構成し、災害対策に関する重要な事項を決定し、その推進を図る。
	（３）　本部会議は、本部長が必要の都度招集する。

	６　現地災害対策本部
	（１）　災害地が本部から遠隔の場合
	（２）　本部長より設置を指示された場合

	７　災害対策本部の活動の優先順位
	（１）　通信手段の確保
	（２）　被害情報の収集、連絡
	（３）　負傷者の救出・救護体制の確立
	（４）　医療活動体制の確立
	（５）　交通確保・緊急輸送活動の確立
	（６）　避難受入活動
	（７）　食料・飲料水、燃料、生活必需品の供給
	（８）　ライフラインの応急復旧
	（９）　保健衛生、防疫、遺体処理活動の実施
	（10）　社会秩序の維持
	（11）　公共施設・設備の応急復旧
	（12）　災害広報活動（随時）
	（13）　ボランティアの受入れ（随時）
	（14）　二次災害の防止（随時）

	８　災害対策事務の優先処理

	第２　災害対策本部の組織
	１　災害対策本部の組織編成
	２　本部長の職務代理
	３　本部の標識の掲示
	４　活動上の留意点

	第３　災害警戒本部等の設置
	１　災害警戒本部の設置
	（１）　町内に気象警報又は特別警報が発表され、相当規模の災害が発生し、又は発生するおそれがあり、その対応について関係部署相互の緊密な連絡・調整が必要な場合
	（２）　気象警報又は特別警報の発表の有無にかかわらず、町内に災害が発生し、又は発生するおそれがあり、当該災害の態様、規模又は社会的影響等から見て、その対応について関係部相互の緊密な連絡・調整が必要な場合

	２　災害警戒本部の組織
	３　災害警戒本部廃止の決定
	４　災害対策本部及び災害警戒本部が設置されない場合

	第４　職員の非常参集
	１　町における職員の非常参集
	（１）　動員の決定及び配備体制
	ア　町長は、災害対策本部を設置したときは、別表３の基準に従い動員の区分を決定するものとする。
	イ　総務課長は、災害警戒本部を設置したときは、別表３に掲げる「初期動員」の配備体制をとり災害対策本部への移行も視野に入れた警戒体制とする。
	ウ　総務課長は、気象警報又は特別警報の発表の有無にかかわらず、町内に災害が発生するおそれがある場合は、防災関係部署と協議の上、別表３に掲げる「予備動員」の体制を配備する。


	２　本部職員の動員伝達
	（１）　勤務時間中における動員伝達
	（２）　勤務時間外・休日等における動員伝達
	ア　当直者・日直者は、配備基準に該当する気象警報又は特別警報が防災関係機関から通知され、又は住民から災害発生の通報等があった場合は、直ちに総務課長に連絡する。
	イ　総務課長は、直ちに状況を町長に連絡するとともに、副町長、教育長及び議会議長にも連絡する。
	ウ　町長は、配備体制を敷く必要があると判断した場合には、災害に応じた配備体制を総務課長に指示するものとする。
	エ　指示を受けた総務課長は関係課局長に、関係課局長は所属職員に速やかに伝達する。また、総務課長は、消防署長にも伝達する。
	オ　連絡を受けた職員は、指示に基づき以後の状況の推移に注意し、自宅待機あるいは速やかに登庁する。
	カ　職員は、動員命令がない場合であっても、ラジオ、テレビ等により災害が発生し、又は災害が発生するおそれがあることを覚知したときは、上司に連絡し、あるいは直ちに登庁し、上司の指示を受けるものとする。


	３　職員の動員
	（１）　動員指示の伝達方法
	（２）　登庁場所
	ア　動員の伝達を受けた職員は、可能な限り自己の勤務場所に登庁するものとする。
	イ　道路の決壊等により自己の勤務場所に登庁することが困難な場合には、登庁可能となるまでの間、最寄りの避難所に指定されている公共施設等に参集し、当該施設長の指揮を受けるものとする。なお、この場合には、速やかに所属長にその旨を連絡するとともに、登庁可能となり次第、登庁するものとする。

	（３）　登庁の方法
	（４）　登庁時の留意事項
	ア　登庁に当たっては、事故防止に十分注意するとともに、登庁途上における被害等の状況を把握し、登庁後直ちに所属長に報告する。
	イ　所属長は、当該課員からの被害状況等や課員の参集状況を取りまとめ、防災総括班に報告する。

	（５）　登庁の免除
	ア　本人若しくは家族が中傷以上の怪我を負い、あるいは住居が損壊するなど自らが被災した場合には、所属長に対し、その旨を報告し、登庁の免除を受けるものとする。
	イ　登庁すべき場所のいずれにも登庁できない事情のあるときには、所属長にその旨を報告し、登庁可能になるまでの間、地域の自主防災活動に従事するものとする。


	４　職員等の応援
	（１）　役場内での調整
	ア　各班長は、参集職員が不足し、災害応急対策の実施に支障が生じると判断した場合は、防災総括班に必要要員数を連絡する。
	イ　防災総括班は、他班の職員参集状況を把握、調整し、緊急に実施すべき対策担当班から適正に人員を配置させる。

	（２）　他機関への応援要請


	第５　広域応援の要請等
	１　町が行う応援の要請
	（１）　他市町村に対する応援の要請
	（２）　県に対する応援の要請
	（３）　応急対策職員派遣制度に基づく応援の要請

	２　町が行う職員派遣の要請又は職員派遣のあっせんの要請
	（１）　国の機関に対する職員派遣の要請
	ア　派遣を要請する理由
	イ　派遣を要請する職員の職種別人員数
	ウ　派遣を必要とする期間
	エ　派遣される職員の給与その他の勤務条件
	オ　その他職員の派遣について必要な事項

	（２）　県に対する職員派遣のあっせんの要請
	ア　派遣のあっせんを求める理由
	イ　派遣のあっせんを求める職員の職種別人員数
	ウ　派遣を必要とする期間
	エ　派遣される職員の給与その他の勤務条件
	オ　その他職員の派遣のあっせんについて必要な事項

	（３）　県又は他の市町村に対する職員派遣の要請

	３　受援体制の確立
	（１）　町は、受援部門ごとに連絡窓口となる部署を定め、当該部署の名称、連絡責任者名、電話番号等を応援機関に通知するものとする。
	（２）　町は、受援内容に応じて必要となる輸送ルート、臨時ヘリポート、活動拠点、資機材、宿泊場所等を確保するものとする。

	４　広域的な応援体制
	（１）　町は、災害時には、県内外の市町村等と締結している応援協定等に基づき、速やかに応援体制を整えるものとする。
	（２）　町は、職員を派遣する場合、地域や災害の特性等を考慮した職員の選定に努めるものとする。また、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、応援職員の派遣に当たっては、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底するものとする。


	第６　県防災ヘリコプターの要請
	１　実施責任者
	２　防災航空隊の応援要請
	（１）　町の消防力のみでは、災害の防除又は軽減が困難と認められる場合
	（２）　災害が、隣接する市町村に拡大し、又は影響を与えるおそれのある場合
	（３）　県防災ヘリコプターの運航により災害の予防・改善に相当の効果が期待できるものと認められる場合
	（４）　その他救急搬送等、緊急性があり、かつ、ヘリコプター以外に適切な手段がなく、県防災ヘリコプターによる活動が最も有効な場合

	３　要請の方法
	（１）　応援の種別
	（２）　災害発生又は覚知の日時、場所及び被害の状況
	（３）　災害現場の気象状況
	（４）　災害現場の最高指揮者の職名、氏名及び連絡方法
	（５）　ヘリポート及び地上支援体制
	（６）　その他の必要事項

	４　ヘリポート予定地の確保

	第７　自衛隊への災害派遣要請
	１　要請する災害
	２　自衛隊の災害派遣活動の範囲
	（１）　被害状況の把握
	（２）　避難の援助
	（３）　遭難者等の捜索救助
	（４）　水防活動
	（５）　消火活動
	（６）　道路又は水路の復旧
	（７）　応急医療、救護及び防疫
	（８）　人員及び物資の緊急輸送
	（９）　給食及び給水
	（10）　入浴支援
	（11）　物資の無償貸付又は譲渡
	（12）　危険物の保安及び除去
	（13）　その他

	３　自衛隊の派遣要請に係る町長の措置
	（１）　町長は、自衛隊の災害派遣が必要であると認めるときは、災害対策基本法第68条の２第１項の規定に基づき、自衛隊に対して災害派遣要請を行うよう知事（危機管理課）に要求するものとするする。
	（２）　（１）の要求は、次の様式に基づき文書で行うものとする。
	（３）　町長は、（１）の要求をしたときに、その旨及び町の災害の状況を第12旅団長に通知することができる。
	（４）　町長は、通信の途絶等により知事に対して自衛隊の災害派遣要請の要求が行えない場合は、災害対策基本法第68条の２第２項の規定に基づき、その旨及び町の災害の状況を第12旅団長に通知するものとする。
	（５）　町長は、前項の通知をしたときは、災害対策基本法第68条の２第３項の規定に基づき、速やかにその旨を知事に通知するものとする。

	４　自衛隊との連絡
	５　派遣部隊の受入れ
	（１）　救援作業に必要な資材を速やかに調達すること。
	（２）　派遣部隊の宿泊施設の手配を行うこと。
	（３）　ヘリポートの使用に先立ち、予定施設の管理者の了解を得ておくこと。
	（４）　他の防災関係機関の活動との調整を行い、災害派遣の効率化に努めること。

	６　自衛隊の自主派遣
	（１）　第12旅団長又は第12後方支援隊長は、特に緊急を要し、知事からの派遣要請を待ついとまがないと認めるときは、自衛隊法第83条第２項ただし書の規定に基づき、当該要請を待たないで部隊等を派遣（以下「自主派遣」という。）するものとする。
	（２）　自主派遣の基準は、次のとおりとする。
	ア　災害に際し、関係機関に対し当該災害に係る情報を提供するため、自衛隊が情報収集を行う必要があると認められる場合
	イ　災害に際し、知事が自衛隊の災害派遣に係る要請を行うことができないと認められる場合に、町長等から災害に関する通報を受け、又は、部隊等が入手した情報から、直ちに救援の措置をとる必要があると認められる場合
	ウ　航空機の異常を探知する等、災害に際し、自衛隊が捜索又は救助の措置を迅速にとる必要があると認められる場合
	エ　自衛隊の庁舎、営舎その他防衛省の施設又はこれらの近傍に、火災その他の災害が発生した場合
	オ　その他、災害に際し、前記に準じ、特に緊急を要し、知事からの要請を待ついとまがないと認められる場合

	（３）　第12旅団長又は第12後方支援隊長は、自主派遣を行ったときは、速やかに知事に連絡し、連絡を受けた知事は、直ちにその旨を当該部隊の活動する区域の市町村その他関係機関に連絡し、密接な連絡調整のもとに適切かつ効率的な救援活動を実施するものとする。
	（４）　第12旅団長又は第12後方支援隊長は、自主派遣を行った後に知事から派遣要請があった場合には、その時点から知事の派遣要請に基づく救援活動を実施するものとする。

	７　自衛隊による提案型支援
	８　派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の権限
	（１）　警戒区域の設定（災害対策基本法第63条第３項）
	（２）　応急公用負担等（災害対策基本法第64条第８項、第９項、第10項）
	ア　災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、市町村長、市町村長の職権を行う市町村の職員及び警察官がその場にいない場合に限り、他人の土地、建物その他の工作物を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、若しくは収用することができる。
	イ　災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、町長、町長の職権を行う町の職員及び警察官がその場にいない場合に限り、現場の災害を受けた工作物又は物件で当該応急措置の実施の支障となるものの除去その他必要な措置をすることができる。
	ウ　ア、イの措置をとった場合は、直ちにその旨を町長に通知しなければならない。
	エ　イにより、工作物等を除去したときは、これを保管しなければならない。
	オ　その他手続については、災害対策基本法第64条による。

	（３）　応急公用負担等（災害対策基本法第65条）

	９　災害派遣活動の総合調整
	10　派遣要請後の変更手続
	11　派遣部隊等の撤収要請
	12　費用負担区分
	（１）　派遣部隊の活動に要した費用のうち次に掲げる費用については、原則として派遣を受けた町の負担とする。
	ア　宿泊施設の借上料
	イ　宿泊施設の汚物処理費用
	ウ　災害派遣活動に係る電気、ガス、水道及び電話料金
	エ　災害派遣活動に係る資機材の調達費用

	（２）　前項に掲げた費用以外の費用の負担区分については、町と自衛隊とで協議して定めるものとする。
	（３）　派遣部隊の活動が２以上の市町村にわたって行われた場合の負担割合は、関係市町村が協議して定めるものとする。



	第４節　災害の拡大防止及び二次災害の防止活動
	第１　災害の拡大防止及び二次災害の防止
	１　災害の拡大防止と二次災害の防止活動
	（１）　町は、災害発生中にその拡大を防止することが可能な災害については、その拡大を防止するため、必要な対策を講じるものとする。
	（２）　町は、専門技術者等を活用して二次災害の危険性を見極めつつ、必要に応じ、住民の避難、応急対策を行うものとする。

	２　浸水被害の拡大の防止
	（１）　水防管理者は、浸水被害が発生したときは、被害の拡大を防止するため、必要に応じて排水対策を実施するものとする。
	（２）　水防管理団体（館林地区消防組合）及び水防協力団体（邑楽土地改良区）は、備蓄資機材で不足するような緊急事態に際して、下水道管理者の保有する発電機（計１基）の提供を受けることができる。
	（３）　邑楽土地改良区、農業用用排水施設管理者その他の水門、水路等の管理者は、被害の拡大を防止するため、被害を受けた堤防等の応急復旧を行うものとする。

	３　風倒木及び冠水による二次災害の防止
	４　雪害の拡大の防止
	（１）　町は、町が管理する道路について、積雪による交通障害の発生を防止するため、事前に定めた除雪計画等に基づき、道路の除雪を実施するものとする。
	（２）　町は、積雪による家屋倒壊による被害の防止や生活道路の早期除雪のため、住民に対し、屋根の雪下ろしや生活道路の除雪を督励するとともに必要に応じ支援を行うよう努めるものとする。特に、一人暮らし高齢者世帯、障害者世帯、母子家庭等の除雪の担い手が不足する世帯においては、民生委員、自主防災組織、消防団等と連携して除雪の支援を行うものとする。

	５　被災宅地の二次災害対策
	６　空家の二次災害対策


	第５節　救助・救急及び医療活動
	第１　救助・救急活動
	１　住民、自主防災組織及び事業所（企業）による救助・救急活動
	（１）　大規模災害の発生直後は、道路の損壊等により、道路交通網が寸断され、消防機関、警察機関等による救助・救急活動が一時的に機能しない事態が予測される。
	（２）　救助・救急活動に必要な資機材については、町、群馬県地域防災センター、館林行政県税事務所等の備蓄倉庫、館林地区消防組合本部・板倉消防署、消防団、館林土木事務所、事業所等の資機材の貸し出しを受けるものとする。
	（３）　住民、自主防災組織及び事業所は、消防機関、警察機関等による救助･救急活動に協力するものとする。

	２　町による救助・救急活動
	（１）　実施責任者
	（２）　救出方法
	ア　住民からの通報又は町職員、消防団員等からの情報等を総合し、被害の状況を早期に把握するとともに、消防機関、警察等関係機関に連絡する。
	イ　救出活動は、町職員、警察官、消防職員、消防団員及び地区住民等により救出隊を編成し、救出に必要な資機材を投入して、迅速に救出作業にあたるものとする。


	３　サイレントタイムの導入
	４　安否不明者の絞り込み
	５　関係機関との協力
	（１）　救出活動を実施する場合は、館林警察署その他関係機関と直ちに連絡をとり全面的な協力を得て万全を期するものとする。
	（２）　救出に際しては、負傷者の救護等が円滑に行われるよう、板倉消防署、医療機関等と緊密な連絡をとるものとする。

	６　資機材等の確保
	７　感染症対策
	８　惨事ストレス対策

	第２　医療活動
	１　町内の医療機関による医療活動
	（１）　来院した傷病者又は搬送された傷病者に対し治療を施す。
	（２）　病院建物、医療設備等が被害を受けたときは、応急復旧を実施するとともに、必要に応じライフライン事業者等に対し応急復旧の要請を行い、機能の回復に全力を尽くす。
	（３）　医療機能の低下により傷病者の受入れができなくなった場合又はより設備の整った医療機関に傷病者を転送する必要があると認める場合は、直ちに転院の措置を講ずる。
	（４）　転送先の検討に当たっては、広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）及び群馬県統合型医療情報システムを活用する。
	（５）　傷病者の転送に当たっては、必要に応じ、町又は県等に要請し、ヘリコプターを有効に活用する。

	２　町による医療活動
	（１）　実施責任者
	（２）　救護所の設置及び救護班の派遣
	ア　町は、医療機関の医療機能が低下した場合、多数の負傷者が生じた場合、被災地と医療機関が離れている場合等で医療機関のみでは対応できないときは、被災地に救護所を設置するものとする。
	ａ　避難所
	ｂ　負傷者等の交通便利な場所
	ｃ　その他救護所設置に適した場所

	イ　町は、町内医療機関の協力を得て救護班を編成して、迅速な医療等の活動を行う。また、救護班を編成したときは、その旨を県に連絡するものとする。ただし、町長は、負傷者等が増大し、救護に不足を生じた場合は、速やかに日本赤十字社群馬県支部又は県に対し、救護班の派遣を要請するものとする。

	（３）　傷病者の搬送
	ア　一般車両の通行規制等による緊急避難路の確保と緊急車両による搬送
	イ　救護所への搬送手段の確保
	ウ　搬送を支えるマンパワーとしての防災ボランティア等の活用
	エ　ヘリコプターによる搬送体制の確立


	３　救急救命士による救急救命処置
	４　トリアージの実施
	５　後方医療活動の要請
	６　被災者のこころのケア対策
	（１）　こころの健康危機に関する被災情報の収集と提供
	（２）　こころのケア対策現地拠点の設置
	（３）　精神科医療の確保
	（４）　災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）等の派遣及び受入れ
	（５）　こころのホットラインの設置と対応
	（６）　その他災害時のこころのケア活動に必要な措置

	７　医薬品及び医療資機材の確保
	（１）　医療機関の管理者は、通常ルートによる医薬品等の供給が困難な場合は、町又は県に供給を要請するものとする。
	（２）　救護所、避難所等の管理者は、医薬品又は医療資機材が不足する場合は、町又は県に供給を要請するものとする。
	（３）　町は、県薬剤師会、群馬県医薬品卸売協同組合等の医薬品等関係団体に供給を要請するものとする。



	第６節　緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動
	第１　交通の確保
	１　交通状況の把握
	２　交通規制の区分
	２　町における措置
	（１）　被害状況等の把握
	（２）　関係機関等への連絡
	（３）　道路の応急復旧
	ア　町は、町が管理する道路について、道路の被害状況に基づき、町の防災中枢機能（役場庁舎、避難所、ヘリポート等）を結ぶ町道の道路機能の確保（雪害においては除雪を含む。）に努めるものとする。
	イ　町は、必要に応じて、警察、消防機関及び自衛隊等に対して、路上の障害物の除去（除雪を含む。）について協力を要請するものとする。
	ウ　町は、町が管理する道路について、放置車両や立ち往生車両等が発生した場合には、緊急通行車両の通行を確保するため緊急の必要があるときは、災害対策基本法第76条の６の規定に基づき、運転者等に対し車両の移動等の命令を行うものとする。運転者がいない場合等においては、町は、自ら車両の移動等を行うものとする。
	エ　町は、民間団体等との応援協定等に基づき、道路機能確保（雪害における除雪を含む。）に必要な人員、資機材の確保に努めるものとする。
	オ　町は、町が管理する道路について、迅速な救急救命活動や緊急支援物資の輸送などを確保するため、町に代わって国又は県が道路機能確保（雪害においては除雪を含む）を行うことが適当と考えられるときは、町に代わって道路機能確保を代行できる制度により、国又は県へ要請を行う。

	（４）　交通指導員による交通整理

	３　交通規制時の警察官等の措置
	（１）　警察官の措置
	ア　その車両の運転者等に対し必要な措置を命じる。
	イ　運転者等が命じられた措置をとらなかったり、現場にいないために措置をとることを命じることができないときは、警察官は、自らその措置をとる。この場合、やむを得ない限度において、車両等を破損することができる。

	（２）　自衛官又は消防吏員の措置

	４　交通規制時の運転者の措置
	（１）　速やかに車両を次の場所に移動させる。
	ア　道路の区間を指定して交通規制が行われたときは、規制が行われている道路の区間以外の場所
	イ　区域を指定して交通の規制が行われたときは、道路外の場所

	（２）　速やかな移動が困難なときは、車両をできる限り道路の左側に沿って駐車するなど緊急通行車両の通行の妨害とならない方法により駐車する。
	（３）　交通規制が行われている通行禁止区域等において、警察官の指示を受けたときは、その指示に従って車両を移動又は駐車する。

	５　輸送拠点の確保
	（１）　第１章第２節第10「緊急輸送活動体制の整備」に基づく緊急輸送道路ネットワークを参考に、被害状況、道路等の損壊状況を考慮した上で、輸送拠点として、町は町物資集積拠点を開設するとともに、輸送体制を確保する。また、関係機関、住民等にその周知徹底を図るものとする。
	（２）　町は、輸送拠点に災害応急対策に使用する物資、救援物資等を集積し、効率的な収集配送が行われるよう、職員を配置して管理に当たらせるとともに、必要に応じて、民間事業者のノウハウや能力等の活用を図るものとする。


	第２　緊急輸送
	１　輸送手段の確保
	（１）　輸送の方法
	ア　自動車による輸送
	イ　航空機による輸送
	ウ　人力による輸送
	エ　舟（ボート）による輸送

	（２）　輸送力の確保
	ア　自動車による輸送
	ａ　庁用車両の確保
	ｂ　車両の借上げ
	ｃ　応援要請

	イ　航空機による輸送
	ウ　人力による輸送


	２　緊急通行車両の確認
	（１）　緊急通行車両の事前届出
	（２）　緊急通行車両の区分
	ア　第１順位の対象車両
	ａ　救助・救急活動、医療活動従事者、医薬品等人命救助に要する人員、物資
	ｂ　消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員、物資
	ｃ　被害情報収集のための政府、地方公共団体の人員
	ｄ　医療機関に搬送する重傷者
	ｅ　交通規制に必要な人員及び物資
	ｆ　政府災害対策要員、地方公共団体災害対策要員、情報通信、電力、ガス、水道施設保安要員等初動の応急対策に必要な要員・物資等
	ｇ　緊急輸送に必要な輸送施設、輸送拠点の応急復旧等に必要な人員及び物資

	イ　第２順位の対象車両
	ａ　食料、飲料水等生命の維持に必要な物資
	ｂ　軽傷者及び被災者の被災地外への輸送
	ｃ　輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資

	ウ　第３順位の対象車両
	ａ　災害復旧に必要な人員及び物資
	ｂ　生活必需品


	（３）　確認手続
	ア　申出者　　　　当該車両の使用者
	イ　申出書の様式　別記様式１
	ウ　受付窓口　　　県･･･館林行政県税事務所又は総務部危機管理課
	エ　交付物件　　　ａ　緊急通行車両確認証明書（別記様式２）
	オ　確認処理簿　　別記様式４の例による。




	第７節　避難の受入活動
	第１　緊急避難場所の開放及び避難所の開設・運営
	１　緊急避難場所の開放
	（１）　町は、災害時には、必要に応じ、高齢者等避難の発令等と併せて緊急避難場所等を開放し、速やかに防災ラジオ等により開設場所を避難者に周知する。
	（２）　町は、緊急避難場所を開放したときは、開放の状況を速やかに館林行政県税事務所を経由して危機管理課、館林行政県税事務所に連絡がつかない場合は、直接危機管理課、館林警察署、館林地区消防組合等に連絡するものとする。

	２　避難所の開設
	（１）　町は、災害時に必要に応じて洪水等の危険性に十分配慮し、避難所を開設し、住民等に対し周知徹底を図るものとする。また、災害の規模に鑑み、必要な避難所を、可能な限り当初から開設するよう努めるものとする。
	（２）　町は、災害の規模や予測される避難期間等を勘案し、要配慮者の避難生活の負担を軽減するため、事前に指定又は協定を締結した施設を福祉避難所として開設する。
	（３）　町は、避難所だけでは施設が量的に不足する場合には、国や独立行政法人等が所有する研修施設、ホテル・旅館等の活用、また必要に応じて野外に仮小屋を設置し、又は天幕の設営も含め、可能な限り多くの避難所を開設し、ホームページやアプリケーション等の多様な手段を活用して周知するよう努めるものとする。特に、要配慮者に配慮して、被災地域外の地域にあるものも含め、民間賃貸住宅、ホテル･旅館等を実質的な福祉避難所として開設するよう努めるものとする。
	（４）　町は、避難所及び福祉避難所を開設したときは、関係機関等による支援が円滑に行われるよう、開設の状況等を総合防災情報システム等により速やかに館林行政県税事務所を経由して危機管理課、館林行政県税事務所に連絡がつかない場合は、直接危機管理課、館林警察署、館林地区消防組合等に連絡するものとする。
	（５）　町は、避難所を開設する場合には、あらかじめ施設の安全性を確認するものとし、避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶による孤立が続くと見込まれる場合は、当該地域に避難所を設置・維持することの適否を検討するものとする。
	（６）　町は、特定の避難所に避難者が集中し、収容人数を超えることを防ぐため、ホームページやアプリケーション等の多様な手段を活用して避難所の混雑状況を周知する等、避難の円滑化に努めるものとする。

	３　管理責任者の配置
	（１）　避難所管理職員の派遣
	ア　避難人員の実態把握
	イ　町本部との連絡調整
	ウ　避難所開設の記録
	エ　食料、飲料水、生活必需品等の給与
	オ　必要な設備、備品の調達
	カ　避難者のニーズの把握と町本部への伝達
	キ　避難者のプライバシーの確保（特に避難が長期化した場合）
	ク　仮設トイレの設置・管理
	ケ　避難者のメンタルヘルス及び健康管理
	コ　その他

	（２）　自主防災組織等への協力要請

	４　避難者に係る情報の把握
	５　避難者に対する情報の提供
	６　良好な生活環境の確保
	（１）　町は、次により、避難所における良好な生活環境の確保に努めるものとする。
	ア　受け入れる避難者の人数は当該避難所の受入能力に見合った人数とし、避難者数が受入能力を超える場合は、近隣の避難所と調整し適切な受入人数の確保に努める。
	イ　保健・衛生面等に注意を払い、必要に応じ避難所に救護所を設置し、又は救護班を派遣する。
	ウ　避難の長期化等により、必要に応じプライバシーの確保等に配慮する。
	エ　自主防災組織や防災士、ボランティア等の協力を得て、役割分担を確立し、秩序ある生活を保持する。
	オ　避難所における食料の確保や配食等の状況把握を行うとともに、飲料水、食料その他生活必需品の配給については、配給漏れが生じないよう、配給の日時・場所について事前に十分周知を図り、平等かつ効率的な配給に努めるものとともに、高齢者、障害者、乳幼児等要配慮者への優先的な配給にも配慮する。
	カ　安全の確保と秩序の維持を図るため必要と認めるときは、警察機関や自主防犯組織等の協力を得て防犯活動を実施する。
	キ　必要に応じ、避難所における家庭動物のためのスペースの確保に努めるとともに、獣医師会や動物取扱業者等から必要な支援が受けられるよう、連携に努めるものとする。

	（２）　町は、各避難所の適切な運営管理を行うものとする。この際、避難所における正確な情報の伝達、食料、飲料水等の配布、清掃等については、避難者、住民、自主防災組織、避難所運営について専門性を有したＮＰＯ・ボランティア等の外部支援者等の協力が得られるよう努めるとともに、必要に応じ、他の地方公共団体に対して協力を求めるものとする。また、町は、避難所の運営に関し、役割分担を明確化し、避難者に過度の負担がかからないよう配慮しつつ、避難者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早期に移行できるよ...
	（３）　避難者は、避難所の運営に積極的に参加し、自治の確立に努めるものとする。

	７　要配慮者への配慮
	８　新型コロナウイルス感染症を含む感染症への対応
	（１）　町は、避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適切な避難所レイアウト等の必要な措置を講じるよう努めるものとする。
	（２）　町は、被災地において新型コロナウイルス感染症を含む感染症の発生、拡大がみられる場合は、総務課と健康介護課が連携して、感染症対策として必要な措置を講じるよう努めるものとする。また、自宅療養者等が避難所に避難する可能性を考慮し、健康介護課は、総務課に対し、避難所の運営に必要な情報を共有するものとする。

	９　男女のニーズの違い等への配慮
	（１）　避難所運営担当職員や保健師に女性を配置する。
	（２）　避難所運営体制への女性の参画を進める。
	（３）　避難所内に更衣室や授乳室等のスペースを確保する。
	（４）　プライバシーを確保するために間仕切り等を設置する。
	（５）　関係機関等と連携し、女性相談窓口を開設する。
	（６）　安全を確保するために男女ペアによる巡回警備や防犯ブザーの配布等を実施する。
	（７）　女性用と男性用のトイレを離れた場所に設置する
	（８）　トイレ・更衣室・授乳室・入浴施設等は昼夜問わず安心して使用できる場所に設置するとともに、照明を増設する。
	（９）　性暴力・ＤＶについての注意喚起のためのポスターを掲載するなど、女性や子供等の安全に配慮するよう努める。
	（10）　警察、病院、女性支援団体との連携の下、被害者への相談窓口情報の提供を行うよう努める。

	10　在宅避難者等への配慮
	11　避難所の早期解消

	第２　応急仮設住宅等の提供
	１　応急仮設住宅の提供
	（１）　町は、避難者の健全な住生活の早期確保のため、必要に応じ、避難者が相当期間居住することを考慮して、飲料水が得やすく、かつ、保健衛生上適切な場所を選定し、応急仮設住宅を迅速に建設し、避難所の早期解消に努めるものとする。ただし、私有地の場合には、後日問題が起こらないよう十分協議し、正式な賃貸借契約書を取りかわすものとする。
	（２）　応急仮設住宅の建設は、災害発生の日から20日以内に着工し、災害発生の日から１か月以内に完成させることを目標とする。
	（３）　町は、既存住宅ストックの活用を重視して応急的な住まいを確保することを基本とし、相談体制の整備、修理業者の周知等の支援による応急修理の推進、公営住宅等の既存ストックの一時提供及び賃貸型応急住宅の提供により、被災者の応急的な住まいを早期に確保するものとする。また、地域に十分な既存住宅ストックが存在しない場合には、建設型応急住宅を速やかに設置し、被災者の応急的な住まいを早期に確保するものとする。
	（４）　応急仮設住宅の提供に当たっては、二次災害に十分配慮し、被災者の円滑な入居の促進に努めるものとする。また、相当数の世帯が集団的に居住するときは、交通の便、教育の問題、被災者の生業の見通し等についても考慮する。

	２　応急仮設住宅の建設に必要な資機材の調達及び業者の確保
	３　応急仮設住宅の運営管理
	（１）　町は、応急仮設住宅の適切な運営管理を行うものとする。
	（２）　町は、学校の敷地にある応急仮設住宅の運営に当たっては、入居者と学校関係者の交流と相互理解を促進し、精神的な負担の軽減に努めるものとする。

	４　住宅の応急復旧活動
	５　公営住宅及び民間賃貸住宅のあっせん
	６　要配慮者への配慮

	第３　広域一時滞在
	１　県内の他の市町村への広域的な避難等
	（１）　町は、災害の規模、被災者の避難状況、避難の長期化等に鑑み、県内の他市町村への広域的な避難及び指定避難所、応急仮設住宅等の提供が必要であると判断した場合においては、当該市町村に直接協議するものとする。
	（２）　町は、（１）により協議しようとするときは、あらかじめ、その旨を県に報告するものとする。ただし、あらかじめ報告することが困難なときは、協議の開始の後、遅滞なく、報告するものとする。
	（３）　（１）の協議を受けた市町村（以下本項目において「協議先市町村」という。）は、被災した住民を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、被災した住民を受け入れるものとする。この場合において、協議先市町村は、被災した住民に対し公共施設その他の施設（以下「公共施設等」という。）を提供するものとする。
	（４）　（１）の協議を受けた協議先市町村は、当該市町村区域において被災した住民を受け入れるべき公共施設等を決定し、直ちに、その内容を当該公共施設等を管理する者等に通知するとともに、町に対し、通知するものとする。
	（５）　町は、（４）の通知を受けたときは、速やかにその内容を公示し、県に報告するものとする。
	（６）　町は、協議先市町村と協議の上、具体的な住民の避難先、避難手段等を決定し、住民に周知するとともに、迅速な避難誘導を行うものとする。
	（７）　県は、指定地方公共機関等と協力し、住民の迅速な避難を実現するため、必要な支援を町へ行うものとする。

	２　他の都道府県の市町村への広域的な避難等
	（１）　町は、災害の規模、被災者の避難状況、避難の長期化等に鑑み、他の都道府県内の市町村への広域的な避難及び指定避難所、応急仮設住宅等の提供が必要であると判断した場合においては、県に対し当該他の都道府県との協議を求めるものとする。
	（２）　県は、町から協議要求があった場合、他の都道府県と協議を行うものとする。また、町の行政機能が被災によって著しく低下した場合など、町からの要求を待ついとまがないと認められるときは、町の要求を待たないで、広域一時滞在のための協議を町に代わって行うものとする。
	（３）　県は、協議先都道府県からの通知（協議先都道府県から協議を受けた県外市町村が決定した被災住民を受け入れるべき公共施設等の情報に係る通知）を受けたときは、速やかに、その内容を町に通知するものとする。
	（４）　町は、（３）の通知を受けたときは、速やかに、その内容を公示するものとする。
	（５）　町は、県外の協議先市町村と協議の上、具体的な住民の避難先、避難手段等を決定し、住民に周知するとともに、迅速な避難誘導を行うものとする。
	（６）　県は、指定地方公共機関等と協力し、住民の迅速な避難を実現するため、必要な支援を町へ行うものとする。

	３　広域一時滞在に係る助言

	第４　広域避難者の受入れ
	１　受入可能な避難所情報の提供
	（１）　町は、県から依頼を受けた場合、受入可能な避難所についての情報を提供する。また、避難所の所在地、受入可能な人員数等の施設に関する詳細情報についても提供する。
	（２）　町は、あらかじめ指定した避難所の中から、受入可能な施設を選定し、県に報告する。なお、選定に当たっては、安全な避難を確保できる施設を選定する。

	２　広域避難者受入総合窓口の設置
	（１）　町は、町内の避難所間の連絡調整や広域避難者の避難所への割り振り等町内の広域避難に係る総合調整を実施するため、「広域避難者受入総合窓口」を設置する。町は、広域避難者受入総合窓口を設置した場合は、速やかに県へ報告するものとする。
	（２）　町は、広域避難者受入総合窓口を設置した場合は、あらゆる広報媒体を活用して、広域避難者へ広域避難者受入総合窓口に係る情報提供を図る。
	（３）　町は、広域避難者受入総合窓口において、電話相談窓口を設置するなどし、広域避難者からの避難に係る相談等に適切に対応できるよう体制整備を図るものとする。

	３　県及び県内市町村との協力
	４　避難所開設
	５　広域避難者の受入れ
	（１）　県から受け入れた広域避難者に対し実施する救助の方針について通知を受けた町は、避難所を開設し、広域避難者受入れを実施する。
	（２）　群馬県と被災県が調整を実施する時間的余裕がない場合は、広域避難者は、開設された町の広域避難者受入総合窓口へ連絡し、群馬県及び町が調整した結果に基づき、町等の運営する避難所へと移動する。
	（３）　交通手段を持たない広域避難者の移動については、被災県又は被災市町村が手配できない場合は、必要に応じて、町においてバス等の移動手段を手配する。

	６　避難所の運営
	（１）　避難所における良好な生活環境の確保、要配慮者等への配慮及び新型コロナウイルス感染症を含む感染症への対応
	（２）　広域避難者に係る情報等の県への報告
	（３）　被災県からの情報等の避難者への提供

	７　公営住宅及び民間賃貸住宅のあっせん
	８　小中学校等における被災児童・生徒の受入れについて
	９　避難所の閉鎖


	第８節　食料・飲料水及び生活必需品等の調達、供給活動
	第１　食料・飲料水及び生活必需品等の調達、供給
	１　需要量の把握及び配分計画の樹立
	２　食料の調達
	（１）　供給を行う場合
	ア　被災者並びに災害救助及び緊急復旧作業等従事者に対し、炊出し等による供給を行う必要がある場合
	イ　災害により食料品の販売機関等が混乱し、食品の購入が困難となったため、その機関を通じない供給を行う必要がある場合

	（２）　町は、自らが備蓄しているアルファ米等を計画的に放出することとし、不足分は、次の手段により速やかに調達する。
	ア　流通業者との協定に基づく流通在庫の優先購入
	イ　製造・販売業者からの購入
	ウ　他市町村に対する応援の要請
	エ　県に対する応援の要請

	（３）　食料の調達に当たっては、生鮮食料品の確保に配慮するものとする。また、避難所における食物アレルギーを有する者のニーズの把握やアセスメントの実施、食物アレルギーに配慮した食料の確保等に努めるものとする。

	３　飲料水の調達
	（１）　被災者に対する応急給水は、町及び水道事業者が主体となり実施する。ただし、水道施設の被災等により、自ら給水できない場合又は自らの給水量で不足する場合は、他の水道事業者に給水車等の応援を要請する。なお、確保する最少給水量は、１人１日３リットル程度とする。
	（２）　町は、被災地に近接する浄水場等の水道施設から給水し、応急給水を実施する。
	（３）　町は、自らが備蓄している飲料水を放出することとし、不足分は次の手段により速やかに調達するものとする。
	ア　流通業者との協定に基づく流通在庫の優先供給
	イ　製造・販売業者からの購入
	ウ　他市町村に対する応援要請
	エ　県に対する応援要請


	４　生活必需品等の調達
	（１）　生活必需品等の供給対象者は、災害によって住家被害等により日常生活に欠くことのできない生活必需品等を喪失又は棄損し、これらの物資を直ちに入手できない状態にあるものとする。
	（２）　町は、自ら備蓄している生活必需品を放出することとし、不足分は、次の手段により速やかに調達するものとする。
	ア　流通業者との協定に基づく流通在庫の優先購入
	イ　製造・販売業者からの購入
	ウ　他市町村に対する応援の要請
	エ　県に対する応援の要請
	オ　義援物資の募集

	（３）　町による生活必需品の供給は、被災者の生活を一時的に安定させることを目的とするため、調達すべき物品は、生活必需品のうち衣料、寝具等被災者の当面の生活に欠くことのできない物品とする。

	５　県による主体的供給
	６　燃料の供給
	７　物資の配給
	（１）　配給初期は非調理食料でやむを得ないが、その後速やかに炊出しによる米飯を配給できるように努める。
	（２）　平等かつ効率的な配給に努めるものとし、特に避難者と在宅者避難者等とを隔てることのないように配慮する。
	（３）　配給漏れが生じないよう、配給の日時・場所について事前に十分周知を図る。また、周知に当たっては、外国語も使用するなど外国人にも配慮する。
	（４）　要配慮者への優先的な配給に努める。



	第９節　保健衛生、防疫、遺体の処置等に関する活動
	第１　保健衛生活動
	１　被災者の健康状態の把握
	（１）　町は、被災者の心身の健康状態の把握等のために避難所や被災家庭に医師、看護師、歯科医師、歯科衛生士、保健師、精神保健福祉士、管理栄養士等又は保健医療活動チームを派遣する巡回健康相談などを実施するものとする。
	（２）　町は、巡回健康相談等に従事する者又は保健医療活動チームが不足する場合は、原則として、館林保健福祉事務所を通じて、県に応援を要請するものとする。
	（３）　健康相談等の実施に当たっては、高齢者、障害者、乳幼児等要配慮者の心身双方の健康状態に特段の配慮を行い、必要に応じ福祉施設等への入所、ホームヘルパーの派遣、車椅子等の手配等を福祉事業者、ＮＰＯ・ボランティア等の協力を得て実施するものとする。
	（４）　町は、避難所において、受診できる医療機関及び調剤薬局並びに受診方法等についての情報提供を行うものとする。

	２　避難所等の環境整備
	（１）　衣類、寝具の清潔の保持
	（２）　身体の清潔の保持
	（３）　室温、換気等の環境
	（４）　睡眠、休養の確保
	（５）　居室、便所等の清潔
	（６）　プライバシーの保護

	３　し尿の適正処理
	（１）　町は、館林衛生施設組合と調整を行い、下水道、し尿処理施設等の応急復旧に努めるとともに、人員及び収集運搬車両を確保して、し尿の円滑な収集・運搬に努めるものとする。
	（２）　町は、館林衛生施設組合と調整を行い、下水道、し尿処理施設等の被害状況を把握し、必要に応じ、水洗トイレの使用を制限するとともに、建設用資機材のレンタル業者等から仮設トイレやマンホールトイレを調達し、避難所又は住宅密集地等に設置するものとする。
	（３）　町は、仮設トイレの管理に当たっては、必要な消毒剤を散布し、良好な衛生状態の保持に努めるものとする。
	（４）　町は、館林衛生施設組合と調整を行い、し尿処理施設の処理能力以上の排出量が見込まれる場合は、早急に県に応援を要請するものとし、県は近隣市町村又は隣接県等へ処理の応援要請を行うものとする。
	（５）　町は、館林衛生施設組合と調整を行い、倒壊家屋、焼失家屋等の汲取り式便槽のし尿については、被災地における防疫上、収集可能になった日からできる限り早急に収集処理を行うこととする。

	４　ごみ（災害廃棄物）の適正処理
	（１）　被害状況調査・把握
	ア　町は、館林衛生施設組合と調整を行い、速やかな被害状況の把握のため、調査地区、調査対象施設・設備及び調査者を明確にする体制を整備するものとする。
	イ　町は、館林衛生施設組合と調整を行い、廃棄物処理施設等の被害状況報告を早急にとりまとめ、東部環境事務所へ連絡する体制を整備するものとする。

	（２）　ごみ処理対策
	ア　町は、各地域別の被災状況を速やかに把握しごみの排出量を推計するとともに、ごみ処理施設の臨時点検等による処理能力を確認の上、ごみの収集、運搬、処分の対策を樹立するものとする。
	イ　町は、収集場所、収集日、分別排出等のごみ収集方法について、住民に対して速やかに必要な情報を広報するものとする。
	ウ　町は、館林衛生施設組合と調整を行い、ごみ処理施設の処理能力以上の排出量が見込まれる場合は、早急に県に応援を要請するものとし、県は近隣市町村又は隣接県等へ処理の応援要請を行うものとする。
	エ　町は、地区住民が道路上に廃棄物を出し交通の妨げとならないよう周知するとともに道路上の障害物により通常の収集ができない地区については、臨時収集場所を指定し搬入等の協力を求めるものとする。また、上記地区に対しては、適当なごみ袋等を配布するものとする。
	オ　町は、館林衛生施設組合と調整を行い、生ごみ等腐敗性の大きい廃棄物については、被災地における防疫上できる限り早急に収集運搬が行われるようその体制の確立を図るものとする。
	カ　損壊家屋のがれきや焼失家屋の焼け残りについては、原則として被災者自ら町が指定する収集場所に搬入することが望ましいが、被災者自ら搬入することが困難な場合及び道路等に散在し緊急的に処理する必要がある場合は町が収集処理を行うものとする。
	キ　災害時には災害廃棄物が大量に出されるが、一時期の処理場への大量搬入は、その処理が困難となる場合や交通の確保が困難で処理場への搬入ができない場合等が考えられる。そのため町は必要により生活環境や環境保全上支障のない場所で暫定的に積み置きできる場所を確保するとともに、保管に当たっては良好な衛生状態の保持に努めるものとする。


	５　災害時における動物の管理等

	第２　防疫活動
	１　町は、平常時から住民に対し、感染症対策の指導を行うとともに、県の指示等を受けて次の防疫活動を実施する。
	（１）　感染症の病原体に汚染された場所の消毒（感染症法第27条）
	ア　感染症の患者がいる場所又はいた場所
	イ　感染症により死亡した者の死体がある場所又はあった場所
	ウ　感染症の病原体に汚染された場所又は汚染された疑いのある場所

	（２）　ねずみ族、昆虫等の駆除（感染症法第28条）
	ア　感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるねずみ族
	イ　昆虫等が存在する区域

	（３）　物件に係る措置（感染症法第29条）
	ア　消毒にあっては、消毒薬、熱水消毒、煮沸消毒等により行うこと。
	イ　廃棄にあっては、消毒、下記に規定する滅菌その他の感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な処理をした後に行うこと。
	ウ　物件措置としての滅菌にあっては、高圧蒸気滅菌、乾燥滅菌、火炎滅菌、化学滅菌、ろ過滅菌等により行うこと。

	（４）　生活の用に供される水の使用制限等（感染症法第31条）
	（５）　避難所の防疫指導等
	（６）　臨時予防接種の実施（予防接種法第６条）
	（７）　住民に対する衛生の保持に関する指導及び広報等の活動

	２　町は、防疫薬剤等を確保するとともに、防疫活動の円滑な実施を図るため、町内関係業者から防疫薬剤を調達するものとする。また、不足する場合には、県に防疫薬剤の調達のあっせんを要請するものとする。
	３　町は、自らの防疫活動が十分ではないと認められるときは、県に協力を要請する。
	４　町は、その他、県の指示等により、感染症法の規定に基づく必要な措置を講ずる。

	第３　障害物の除去
	１　実施主体
	（１）　道路などの障害物の除去は、町が実施するものとする。ただし、町で対処できないときは、他市町村又は県にこれの実施又は必要な要員、資機材の応援を要請する。
	（２）　障害物が河川にある場合は、河川の維持管理者がそれぞれ必要に応じ除去するものとする。
	（３）　家屋等障害物の除去は、原則的に所有者及び管理者が実施するが、町は、要配慮者の世帯等について必要に応じ近隣住民、自主防災組織等に対して地域ぐるみの除去作業の協力を呼びかける。

	２　実施方法

	第４　行方不明者の捜索及び遺体の処置
	１　行方不明者の捜索
	（１）　行方不明者に関する相談窓口の設置
	（２）　捜索活動
	（３）　捜索の依頼

	２　遺体の収容
	３　身元の確認
	４　遺体の安置
	（１）　葬祭業者の協力を得て、必要な数量の棺を調達する。
	（２）　遺体の腐敗を防止するため、ドライアイス等必要な資材を確保する。
	（３）　遺体に洗浄、縫合、消毒等の処置を施し、納棺する。
	（４）　遺体処置表及び遺留品処理表を作成の上、「氏名札」を棺に添付する。

	５　遺体の引渡し
	６　遺体の埋火葬
	（１）　町長は、遺体について親族等の引取り手がない場合又は遺族等が埋火葬を行うことが困難な場合、応急措置として火葬又は埋葬を行う。
	（２）　火葬は、館林市斎場（住所：館林市苗木町2487電話：0276-72-1742）へ搬送して火葬を行う。
	（３）　町は、遺体の損傷等により、正規の手続きを経ていると公衆衛生上問題が生じると認められるときは、手続きの特例的な取扱いについて、県を通じて厚生労働省に協議するものとする。
	（４）　町は、遺体の数が多数に上り、又は埋火葬施設の被災等により、町の埋火葬能力では対応しきれないときは、県に応援を要請するものとし、県は、他市町村又は隣接県の応援を求めるなどの広域的な調整を行うものとする。



	第10節　被災者等への的確な情報伝達活動
	第１　広報・広聴活動
	１　広報活動
	（１）　町は、住民等の安全を確保するため、被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に広報する。
	（２）　広報の内容
	（３）　広報媒体
	（４）　災害用伝言ダイヤル等の活用

	２　広聴活動
	（１）　窓口の設置
	（２）　安否情報の提供

	３　報道機関への情報提供及び代表取材の要請


	第11節　施設、設備の応急復旧活動
	第１　施設、設備の応急復旧
	１　迅速な応急復旧の実施
	（１）　町及び町内の施設・設備等の管理者は、発災後直ちに、専門技術をもつ人材等を活用して、それぞれの所管する施設、設備の緊急点検を実施するとともに、これらの被害状況等を把握し、二次災害の防止、被災者の生活確保を最優先に、ライフライン及び公共施設の応急復旧を速やかに行うものとする。
	（２）　町は、情報収集で得た航空写真、画像、地図情報等について、ライフライン施設等の被害状況の早期把握のため、ライフライン事業者等の要望に応じて、情報提供に努めるものとする。
	（３）　建築物等への被害があり、有害物質の漏えい及びアスベストの飛散が懸念される場合は、町、事業者又は建築物等の所有者は、有害物質の漏えい及びアスベストの飛散を防止するため、施設の点検、応急措置、関係機関への連絡、環境モニタリング等の対策を行うものとする。
	（４）　ライフライン施設の速やかな応急復旧を図るため、関係する町、県、省庁、ライフライン事業者等は、合同会議、調整会議等における対応方針等に基づき、必要に応じて、現地のライフライン事業者の事業所等で実動部隊の詳細な調整を行うため、現地作業調整会議を開催するものとする。


	第２　公共土木施設の応急復旧
	１　迅速な応急復旧の実施
	２　重要施設の優先復旧
	３　関係業界団体に対する協力の要請

	第３　電力施設の応急復旧
	１　迅速な応急復旧の実施
	２　重要施設の優先復旧
	（１）　医療機関、避難所、官公庁等応急対策の実施において重要度の高い箇所
	（２）　各設備の被災状況及び復旧の難易度を勘案して復旧効果の高い箇所

	３　電力関係機関相互間の応援
	４　送電再開時の安全確認
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	第５　上下水道施設の応急復旧
	１　迅速な応急復旧の実施
	（１）　町及び水道事業者は、災害発生後速やかに上下水道施設の被害状況を把握し、必要な応急措置を施し、応急復旧計画を策定する。
	（２）　町は、災害の発生時において、公共下水道等の構造等を勘案して、速やかに、公共下水道の巡視を行い、損傷その他の異常があることを把握したときは、可搬式排水ポンプ又は仮設消毒池の設置、その他の公共下水道等の機能を維持するために必要な応急措置を講ずるものとする。
	（３）　町及び水道事業者は、水道施設の被害状況に応じ、指定給水装置工事事業者等の協力を得て、速やかな応急復旧工事の実施に努める。

	２　重要施設の優先復旧
	（１）　医療機関、避難所、官公庁等応急対策の実施において重要度の高い箇所
	（２）　各設備の被災状況及び復旧の難易度を勘案して復旧効果の高い箇所

	３　代用設備の活用
	４　水道関係機関相互間の応援
	５　広報活動

	第６　電気通信設備の応急復旧
	１　迅速な応急復旧の実施
	２　重要施設の優先復旧
	（１）　医療機関、避難所、官公庁等応急対策の実施において重要度の高い箇所
	（２）　各設備の被災状況及び復旧の難易度を勘案して復旧効果の高い箇所

	３　代替設備・代替サービスの提供
	（１）　避難所等への災害時用公衆電話（特設公衆電話）の設置
	（２）　避難所又は防災拠点等への携帯電話又は衛星携帯電話の貸出し
	（３）　「災害用伝言ダイヤル171」、「災害用伝言板（web171）」及び各携帯電話会社等の「災害用伝言板」の提供

	４　電気通信関係機関相互間の応援
	５　広報活動


	第12節　自発的支援の受入れ
	第１　ボランティアの受入れ
	１　災害時におけるボランティア活動の種類
	２　受入窓口の開設
	３　ボランティアニーズの把握
	４　ボランティアの受入れ
	５　ボランティア活動の支援
	（１）　ボランティアが円滑に受入れられるよう、広報、内部通知等により、ボランティア活動の内容を被災者、町職員等に周知する。
	（２）　必要に応じて活動拠点、資機材、宿舎等の提供又はあっせんに努める。

	６　ボランティアによる町災害ボランティアセンター等の運営

	第２　義援物資・義援金の受入れ
	１　義援物資の受入れ
	（１）　義援物資の受入れ要否の判断
	（２）　需要の把握
	（３）　受入機関の決定
	（４）　集積場所の確保
	（５）　受入物資の仕分け
	（６）　受入物資の配分
	（７）　ボランティア及び民間事業者等の活用
	（８）　小口・混載の義援物資

	２　義援金の受入れ
	（１）　義援金の募集
	（２）　「募集・配分委員会」の設置
	（３）　募集の広報
	（４）　義援金の配分
	ア　義援金募集・配分委員会は、十分協議して配分額を定めるものとする。
	イ　義援金の配分については、配分方法を工夫するなどして、できる限り迅速な配分に努めるものとする。
	ウ　義援金の被災者への支給は、町が行うものとする。




	第13節　要配慮者対策
	第１　要配慮者の災害応急対策
	１　要配慮者対策
	（１）　災害に対する警戒
	ア　町は、気象に係わる注意報又は警報等が発表されたときには、河川管理者等と連絡を密にとり、河川水位等の防災情報を積極的に収集する。
	イ　町長は、今後の気象予測及び河川水位情報から総合的に判断して、避難指示等の発令を行う。特に高齢者等避難は、要配慮者が避難行動を開始するための情報であるため、避難時間等の必要な時間を把握して発令する必要がある。
	ウ　町は、避難指示等が、確実に要配慮者に伝達できるよう様々な手段や方法を講じるものとする。
	エ　町は、必要に応じ、災害危険区域に立地している要配慮者利用施設の管理者に対し、防災気象情報や避難指示等を直接伝達するものとする。

	（２）　避難
	ア　避難行動要支援者の避難において、避難行動要支援者本人の同意の有無に関わらず、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画を避難支援等の実施に必要な限度で避難支援等関係者やその他の者に提供するなど効果的に利用し、避難行動要支援者の避難の遅れや途中での事故が生じないよう、地域住民、自主防災組織、消防機関、警察機関等の協力を得て、介助及び安全確保に努める。
	イ　避難所における要配慮者の負担を軽減するため、避難が予想される期間などを勘案し、福祉避難所の開設を行う。福祉避難所を開設した場合は、対象となる要配慮者に対し、速やかに周知する。福祉避難所においては、要配慮者の避難生活の負担軽減を図るため、食料品、飲料水の生活必需用品及び車椅子、おむつ等の物資の調達や手話通訳者、外国語通訳者、医師、看護職等の人材の派遣を迅速に行う。一般の避難所においても、要配慮者の避難生活が不自由にならないよう、福祉避難所と同様に、これらの手配を迅速に行うものとする。また、物資や...
	ウ　避難所での生活に不自由をきたし、健康の保持が困難な要配慮者については、要配慮者利用施設への緊急入所を管理者に要請する。また、適当な入所先が確保できないときは、県に対し、入所先のあっせんを要請するものとする。


	２　要配慮者利用施設の管理者との連携
	（１）　要配慮者利用施設
	（２）　災害に対する警戒
	ア　発表された警報等の内容を施設の職員に周知するとともに、その後に発表される防災気象情報に十分注意を払う。
	イ　必要に応じ、避難所を選定するとともに職員を招集し、入（通）所者の誘導態勢を整える。
	ウ　地域住民や自主防災組織との間で避難活動に係る協力体制が築かれている場合は、必要に応じ、協力を要請する可能性がある旨を相手方に伝える。
	エ　自身の安全を確保しながら自施設周辺の河川の増水の兆候等を監視する。

	（３）　避難
	ア　避難誘導に必要な人員が不足する場合は、地域住民、自主防災組織、町、消防機関、警察機関等に応援を要請する。
	イ　入（通）所者が施設にとり残されたとき又は避難の途中で負傷したときは、施設の職員により救出・救助に努め、必要に応じ、地域住民、自主防災組織、消防機関、警察機関等に応援を要請する。
	ウ　避難した入（通）所者について、食料・飲料水・生活必需用品の確保、健康の保持及び保護者への連絡に努めるものとする。

	（４）　他施設への緊急入所等
	ア　要配慮者利用施設の管理者は、被災により施設の使用が不能となったときは、他の同種施設の管理者に対し自施設の入所者の緊急入所を要請し、又は保護者に対し引取りを要請するものとする。
	イ　要配慮者利用施設の管理者は、アの緊急入所について、適当な入所先が確保できないときは、町又は県に対し、入所先のあっせんを要請するものとする。
	ウ　町及び県は、イの要請を受けたときは、相互に連携し、あっせんに努めるものとする。




	第14節　その他の災害応急対策
	第１　農業の災害応急対策
	１　農作物関係
	（１）　改植用苗の確保
	ア　水害等により水稲の改植の必要が生じたときは、町内で可能な限り余剰苗の確保の徹底を図るものとする。苗の確保が困難な場合は、県に供給のあっせんを要請する。
	イ　野菜などの改植を必要とする場合は、町内で改植用苗のあっせんを要請する。

	（２）　病害虫防除対策
	ア　防除の指示及び実施
	イ　防除の指導要請
	ウ　農薬の確保
	エ　防除機具の確保

	（３）　転換作物の導入指導

	２　家畜対策
	（１）　家畜の避難
	（２）　家畜の防疫及び診療
	ア　農業協同組合等を通じて動物薬品及び機材等の必要な薬品等の確保に努めるものとする。
	イ　防疫班及び消毒班の派遣を要請し、防疫対策に努める。
	ウ　獣医師を派遣又はあっせんする。
	エ　病畜を発見したときは、飼養者に対し隔離等を指導する。
	オ　死亡家畜については、飼養者に対し、死亡獣畜取扱場等で焼却又は埋却するよう指導する。

	（３）　環境汚染の防止


	第２　学校の災害応急対策
	１　気象状況の把握
	２　学校施設の安全性の点検
	３　災害発生時の応急措置
	（１）　児童・生徒への対応
	ア　登校前の措置
	イ　授業開始後の措置
	ａ　児童・生徒の在校時に校舎等が被災した場合又は被災するおそれのある場合は、災害の状況に応じ、児童生徒を安全な場所に移動させる。
	ｂ　傷病者が発生したときは、保護者に連絡するとともに応急措置を施し、速やかに医療機関へ搬送する。
	ｃ　児童・生徒を下校させる場合は、通学路の安全性を点検の上、必要に応じ集団下校、教職員の引率、保護者による送迎等を行う。

	ウ　校内保護
	エ　その他

	（２）　避難措置
	ア　実施責任者は、学校管理者とする。
	イ　避難順序は、秩序正しく非常出入口に近いところから低学年を最初に避難させる。その際、教職員等を必ず付けて誘導する。
	ウ　学校管理者は、避難誘導の状況を逐次町教育委員会に報告し、又は町災害対策本部に通報するなどして保護者に通報する。
	エ　学校管理者は、災害時の職務の担当、避難の指示の方法、具体的な避難の場所、経路、誘導の方法等について計画を立て、明らかにしておく。
	オ　その他児童・生徒の避難計画は、本章第１節第２「避難誘導」及び第７節第１「緊急避難場所の開放及び避難所の開設・運営」に準じて実施するものとする。

	（３）　健康管理
	ア　学校においては、保健衛生に十分注意し、建物内外の清掃、飲料水の浄化及び伝染病等の予防の万全を期する。
	イ　被災児童・生徒の心の相談等が必要な場合には、保健室等において養護教諭等によるカウンセリングを実施する。
	ウ　浸水被害を受けた学校については、教室、給食施設、トイレなど防疫上必要な箇所の消毒を早急に実施する。

	（４）　危険防止措置
	ア　理科室、実験室、保健室等に保管している化学薬品、器具等について、速やかに安全確認を行う。
	イ　学校の周辺及び通学路等が被害を受け、危険箇所が発生したときは、校長は、その危険防止について適切な指導を行い、その徹底を図る。


	４　学校施設等の応急復旧対策
	（１）　被害状況の把握
	ア　学校施設の被害状況（避難所開設可能状況を含む。）
	イ　周辺地域の被害状況
	ウ　教員その他職員の被災状況
	エ　児童、生徒の被災状況
	オ　応急措置を必要とする事項

	（２）　応急復旧対策

	５　応急教育の実施
	６　教育の確保
	（１）　被害程度により授業が不可能と認められるときは休校する。ただし、正規の授業は困難であってもでき得る限り二部授業、分散授業等の方法により応急授業の実施に努めるものとする。
	（２）　授業が長期にわたり不可能のときは、学校と保護者との連絡方法、組織（通学班、子供会等）、家庭学習等の整備工夫をする。
	（３）　応急授業に当たっては、被災児童の負担にならないよう配慮するとともに、授業の方法、児童・生徒の保健、危険防止等に留意する。
	（４）　代替教員の確保
	ア　町教育委員会は、災害により教育職員に欠員を生じ、学校内の操作をしてもなお学級担任を欠き、又は教科指導等が困難な場合は、県教育委員会に要請して、教育職員を補充する。
	イ　補充に当たっては、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22条による臨時的任用とする。

	（５）　学用品等の支給
	ア　学校施設の管理運営及び学校教育に必要な授業用資材、学習用品その他応急物品の確保を図るとともに、必要に応じて学校等に配布するものとする。
	イ　町は、教科書を滅失又はき損した児童・生徒に対し、県及び教科書供給業者と協力して教科書を支給する措置を講ずるものとする。


	７　給食の措置
	（１）　施設、原材料等が被害を受けたため学校給食が実施できないときは、学校管理者は、速やかに代替措置として応急給食を実施するものとする。
	（２）　学校が避難所として使用される場合、給食施設は被災者向けの炊出し施設として利用される場合があるので、学校管理者は、学校給食と被災者向けの炊出しとの調整に留意するものとする。

	８　避難者の援護と授業との関係

	第３　文化財の災害応急対策
	１　気象状況の把握
	２　文化財の安全性の点検
	３　利用者・観覧者等の安全確保
	（１）　文化財建造物や展示収蔵施設、史跡等の敷地内に利用者・観覧者等がいる時に被災した場合又は被災するおそれのある場合は、災害の状況に応じ、利用者・観覧者等を安全な場所に移動させる。
	（２）　傷病者が発生したときは、家族等関係者に連絡するとともに応急措置を施し、速やかに医療機関へ搬送する。

	４　文化財の安全確保
	５　災害情報の連絡
	６　応急修復
	（１）　文化財の所有者・管理者は、災害により文化財が損傷した場合は、当該文化財の種類に応じ、専門家等の協力を得て適切な応急修復を施すものとする。
	（２）　町は、（１）の応急修復について積極的に協力するものとする。


	第４　労働力の確保
	１　求人の申込み
	２　労働者の確保及び紹介
	３　賃金の支払い

	第５　災害救助法の適用
	１　災害救助法に基づく救助の実施
	２　災害救助法の適用基準
	（１）　町の区域内の住家滅失世帯数が、40世帯以上に達するとき。
	（２）　県全体の区域内の住家滅失世帯数が1,500世帯以上であって、本町の区域の住家滅失世帯数が20世帯以上に達するとき。
	（３）　県全体の区域内の住家滅失世帯数が7,000世帯以上である場合又は災害が隔絶した地域に発生したものである等被災者の保護を著しく困難とする特別の事情がある場合であって、多数の世帯の住家が滅失したとき。
	（４）　多数の者が生命若しくは身体に被害を受け、又は受けるおそれが生じたとき。
	（５）　上記（１）から（４）によるもののほか、災害が発生するおそれがある場合、国に設置された政府本部の所管区域内においても、災害救助法を適用することができる。

	３　災害に係る住家の被害認定基準
	（１）　被害の認定基準
	（２）　住家滅失世帯の算定基準
	ア　住家が全壊、全焼、流失等した世帯は、１世帯とする。
	イ　住家が半壊、半焼等、著しく損傷した世帯については、２分の１世帯とする。
	ウ　床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住不能になった世帯にあっては、３分の１世帯とする。


	４　救助の種類
	（１）　避難所の設置及び応急仮設住宅の供与
	（２）　炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
	（３）　被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
	（４）　医療及び助産
	（５）　災害にかかった者の救出
	（６）　災害にかかった住宅の応急修理
	（７）　生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与
	（８）　学用品の給与
	（９）　埋葬
	（10）　死体の捜索及び処理
	（11）　災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去

	５　救助の程度・方法・期間

	第６　動物愛護
	１　町は、避難所等における家庭動物の状況等の情報を、県が設置する動物救護本部に情報の提供をする。
	２　家庭動物の所有者は、飼養困難な事情等により直ちに引き取ることが困難な場合にあっても、長期にわたり放置することのないよう、適切な対応に努めることとする。



	第３章　災害復旧・復興
	第１節　復旧・復興の基本方向の決定
	第１　基本方向の決定
	第２　住民の参加
	第３　県等に対する協力の要請

	第２節　原状復旧
	第１　被災施設の復旧等
	１　町は、あらかじめ定めた物資、資材の調達計画及び人材の広域応援等に関する計画を活用しつつ、迅速かつ円滑に被災施設の復旧事業を行い、又は支援するものとする。
	２　町は、被災施設の復旧に当たっては、原状復旧を基本にしつつも、再度災害防止等の観点から、可能な限り改良復旧等を行うものとする。
	３　町は、著しく異常かつ激甚な災害が発生し、国において緊急災害対策本部が設置された災害（以下「特定大規模災害」という。）等を受けた場合、町の工事の実施体制等の地域の実情を勘案して、実施に高度な技術又は機械力を要する工事で町長に代わって県が行うことが適当であると考えられるときは、町又は町長に代わって工事を行うことができる権限代行制度により、県へ要請を行う。
	４　町は、町長が管理する道路の災害復旧事業に関する工事について、町の工事の実施体制等の地域の実情を勘案して、実施に高度な技術又は機械力を要する工事で町長に代わって国（国土交通省）が行うことが適当であると考えられるときは、町長に代わって工事を行うことができる権限代行制度により、国（国土交通省）へ要請を行う。
	５　町は、町が管理する指定区間外の国道、県道又は自らが管理する道路と交通上密接である市町村道について、町の工事の実施体制等の地域の実情を勘案して、実施に高度な技術又は機械力を要する工事で町長に代わって県が行うことが適当であると考えられるときは、町に代わって工事を行うことができる権限代行制度により、県へ要請を行う。
	６　ライフライン、交通輸送等の関係機関は、復旧に当たり、可能な限り地区別の復旧予定時期の目安を明示するものとする。

	第２　災害廃棄物の処理
	１　円滑かつ適切な処理の実施
	２　リサイクルの励行
	３　環境への配慮
	４　広域応援


	第３節　計画的復興の推進
	第１　復興計画の作成
	１　大規模な災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた災害においては、町は、自らが決定した復興の基本方向に基づき、具体的な復興計画を作成するものとする。
	２　町の復興計画においては、市街地の復興、産業の復興及び生活の復興に関する計画を定めるとともに、その事業手法、財源確保、推進体制に関する事項について定めるものとする。
	３　町は復興計画の作成に当たっては、計画策定の過程において、女性の参画を進めるとともに、復興計画に障害者、高齢者等の要配慮者など多様な住民の意見を反映するよう努める。
	４　町は、必要に応じ、大規模災害からの復興に関する法律を活用し、国の復興基本方針等に即して復興計画を作成し、同計画に基づき市街地開発事業、土地改良事業等を実施することにより、特定大規模災害により、土地利用の状況が相当程度変化した地域等における円滑かつ迅速な復興を図るものとする。
	５　町は、特定大規模災害等を受けた場合、必要に応じて、県に対し、町に代わって円滑かつ迅速な復興を図るために必要な都市計画の決定等を行うよう要請する。
	６　町は、必要に応じて、関係地方行政機関に対し、職員の派遣を要請するものとする。

	第２　防災まちづくり
	１　防災まちづくりの実施
	（１）　町は、必要に応じ、再度災害防止とより快適な都市環境を目指し、住民の安全と環境保全等にも配慮した防災まちづくりを実施するものとする。
	（２）　防災まちづくりに当たっては、現在の住民のみならず将来の住民のためのものという理念のもとに、計画作成段階で町のあるべき姿を明確にし、将来に悔いのないまちづくりを目指すこととし、住民の理解を求めるものとする。併せて、障害者、高齢者、女性等の意見が反映されるよう、環境整備に努めるものとする。

	２　被災市街地復興特別措置法等の活用
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